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第 1 章 総論 

第 1 包括外部監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法（昭和 22 年４月 17 日法律第 67 号。（以下、「法」という。）第 252 条の 37 第１項及

び第２項に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件（テーマ） 

使用料及び手数料に関する財務事務の執行について 

 

３ 特定の事件を選定した理由について 

山形市を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少、社会保障関連経費の増加等、全国的

な状況と同様に非常に厳しい状況にある。また、「財政の健全化」は、令和７年３月に策定した「山

形市発展計画 2030」においても政策分野「行政」の中で施策④「持続的発展が可能な財政運営」

を掲げる等重要視されている。 

市の財源の一つである使用料・手数料に着目すると、市が公表している令和５年度の「全体資

金収支計算書（自令和５年４月 1 日至令和６年３月 31 日）」に計上されている使用料及び手数料

収入は 215 億 4,600 万円に及ぶ。これらは行政サービスを直接利用する者に対して費用の一部

又は全部を負担させる「受益者負担の原則」に基づく重要な財源となっている。 

また、一般的に、使用料・手数料は市民の身近にあり、利用者である市民にとって「なぜ無料の

行政サービスがある一方で使用料・手数料を支払う必要があるのか」といった疑問を持ちやすい領

域と考える。さらには、「税で整備した施設であるにも関わらず、利用者である市民とそうでない市

民とが存在することから税負担の公平性が図られているのか」も同様と考える。 

一方、市民を取り巻く時勢は、令和７年５月に総務省より発表された「2020 年基準消費者物価指

数全国 2025 年（令和７年）４月分」にて、「生鮮食品を除く総合指数」は 2020 年を 100 として

110.9 となっている等物価の上昇が進んでいる。 

財政の健全化の重要性、使用料・手数料の金額や性質、多くの市民が物価上昇を感じているこ

とであろう時勢を鑑み、使用料・手数料全般について総括的に検討し意見を述べることは意義の

大きいことと考え、本テーマを選定した。 

 

４ 包括外部監査の実施期間 

令和７年４月から令和８年３月までの期間、監査を実施した。 

 

５ 包括外部監査の対象期間 

原則として令和６年度の執行分又は令和６年度末の状況とする。但し、必要と認められた場合、

監査対象部局等との協議のうえ、他の年度も監査対象とした。 
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６ 包括外部監査の方法 

（１） 監査の要点 

①市における使用料・手数料の基本方針は適正に定められているか 

②サンプル抽出した使用料・手数料について、試算した受益者負担割合は基本方針で定

める原則に照らし著しく乖離は生じていないか 

③使用料・手数料の見直しは、適正に行われているか 

 

（２） 監査手続 

   ①使用料・手数料に関する全般的な検討 

   ②個別の使用料・手数料に関する検討 

（ア）監査対象部局の把握 

（イ）監査対象使用料・手数料の選定 

（ウ）監査対象使用料・手数料につき、調査票による回答の入手 

（エ）関連資料等の閲覧及び所管課へのヒアリングの実施 

（オ）使用料・手数料に係る受益者負担割合の検討 

（カ）その他必要とした手続き 

 

７ 包括外部監査人及び補助者の氏名・資格 

（１） 包括外部監査人 

公 認 会 計 士 小 関 悠 司 

 

（２） 補助者 

公 認 会 計 士 尾 形 吉 則 

公 認 会 計 士 松 田 卓 也 

公 認 会 計 士 井 上 哲 寿 

 

８ 利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び補助者は、法第 252 条の 29 の

規定により記載すべき利害関係はない。 
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第２ 包括外部監査の監査結果 

１ 監査の結果について 

監査の結果及び意見について、監査人は次の区分で述べている。 

区分 内容 

指摘事項 合規性（法令及び自治体の定める規程・規則）の観点から当然に是正を求

める事項及び経済性、効率性及び有効性の観点から強く対応を求める事項 

・本文中、【指摘事項】と表記する。 

意見 「指摘事項」には該当しないが、監査人が、組織及び行政運営の合理化に

資するために、是正・改善に向けた検討を求める事項 

・本文中、【意見】と表記する。 

 

これらの記載区分は、監査人が判断した事項であり、かつ、現状の多様性から必ずしも厳密で

統一的な区分を行えない場合があることをご承知おきいただきたい。 

なお、監査の結果及び意見については、特段断りがない場合は、令和８年１月末現在での判断

に基づき記載している。 
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２ 監査結果及び意見の要約リスト 
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第２章 監査対象の概要 

第１ 使用料・手数料の考え方 

１ 定義 

（１）使用料 

使用料とは、公の施設の利用又は行政財産の目的外使用について、条例等の定めにより地方

公共団体が利用者から徴収する対価をいう（地方自治法第 225 条、第 228 条）。 

行政財産の目的外使用とは、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許

可することをいう（地方自治法第 238 条の 4 第 7 項 3）。 

公の施設と使用料の態様の概要は下記のとおりである。 

 

施設 料金 根拠法令等 

学校 原則無料 学校教育法 第６条 

学校においては授業料を徴収できるが、国公立の小中学校等の

義務教育については授業料を徴収できない。 

図書館 原則無料 図書館法 第 17 条 

公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかな

る対価をも徴収してはならない。 

公園 原則無料 都市公園法 第 12 条の２ 

都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法

律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る

都市公園にあっては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市

公園にあっては国の負担とする。 

地方公営企

業 （ 水 道 、

病院等） 

原則有料 地方公営企業法第 第 21 条 

地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収する

ことができる。 

保育所 原則有料 児童福祉法 第 56 条② 

市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に

応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 

老人福祉セ

ンター 

無料又は低

廉な有料 

老人福祉法 第 20 条の 7 

老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各

種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の

向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを

目的とする施設とする。 

市営住宅 原則有料 公営住宅法 第 16 条 

公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に

基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規
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模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種

の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定

める。 

 

（２）手数料 

手数料とは、地方公共団体がその団体の事務又は機関の事務で、条例等の定めにより特定の

者のために提供する公のサービスについて徴収する対価をいう（地方自治法第 227 条、第 228 条）。 

手数料は、各自治体が手数料条例を設定して徴収するもの（税務関連発行手数料等）や、「地

方公共団体の手数料の標準に関する政令」に従い徴収するもの（産業廃棄物処理業者許可の手

数料等）の二つに大別される。 

使用料と手数料は、いずれも行政サービス等の対価という点で似た性質を持つものである。使

用料は、施設等の利用に対する対価の場合が多いことに対し、手数料はサービスの対価の場合が

多いという点で相違する。 

 

(３)法的には使用料・手数料ではないが、本監査において手数料・使用料として扱うもの 

委託事業において市民より受託事業者が収受する使用料のうち、受託事業者の収入としてい

る事業がある。その場合には、市の決算書上、委託料が支出として計上されるのみである。した

がって、市の決算書上では把握出来ない使用料が存在する。このような使用料・手数料につい

ても、市が料金設定に関与しており、料金に応じて市が受託事業者に支払う委託料が変動する

ものがある。こうした料金は法的には上記のような使用料・手数料ではないが、市民にとっては上

記のような使用料・手数料と何らの変わるものでない。このため、法的には使用料でないとしても、

本監査では使用料・手数料として監査の対象とする。 

 

 

（４）受益者負担 

受益者負担とは、公共サービスや施設から直接利益を受ける者がその便益に応じて費用を負

担すべきという考え方である。 

受益者負担割合とは、この受益者負担がどの程度であるかを示す指標であるが、その算出方法

は画一的に定められているものではなく、自治体ごとに実態に即した方法を定めている。 

行政サービスや公の施設の管理運営に係るコストは、サービスを利用する市民からの使用料等

と市税等の公費によって賄っており、結果的にサービスを利用しない市民も、税金によるコストを負

担している。管理運営コストの総量は、受益者負担から直接影響を受けるものではない。受益者負

担が小さくなれば、サービスを利用しない市民の負担が増すという関係にある。この逆も同様で、

受益者負担が大きくなりすぎれば、サービスを利用する市民に過度に負担を強いるものとなる。管

理運営コストの総量を、結果として誰が負担しているのかという考え方になる。 

受益者負担の考え方及び受益者負担割合を検討することにより、利用する市民とそうでない市
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民との負担の公平性・公正性の確保を図ることができる。 

なお、行政サービス等の管理運営コストは物価変動をはじめとした変動性にさらされている。この

ため、受益者負担割合は一度検討すれば負担の公平性・公正性が確保できるものではなく、管理

運営コストの変動に応じ、継続的に検討することが重要である。 

 

（５）使用料・手数料の減免 

使用料・手数料の減免とは、料金の一部を減額又は全額を免除することをいう。これは政策的・

公益的理由及び利用者の経済的事情への配慮から行うものである。 

なお、減免措置を行うには、それぞれの施設の条例又は手数料条例等に減免措置を行うことが

規定されている必要があり、条例等に減免の規定がない施設・行政サービスにおいては減免措置

を行うことができない。 

 

第２ 市における使用料・手数料の規模、推移 

１ 一般会計歳入決算額 

過去３年間における一般会計及び特別会計での使用料・手数料の歳入額は下記のとおりであり、

使用料、手数料いずれも２年以上連続で減少している。 

（単位：円） 

款 項 令和 4 年度 令和 5 年度 令和６年度 

使用料及び手数料 使用料 966,678,451 962,123,282 952,220,469 

手数料 663,585,855 632,802,145 623,037,660 

（出典：山形市歳入歳出決算書） 

 

上記の金額は決算額であるが、収入済額にて内訳を記載すると下記のとおりである。
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（出典：山形市歳入歳出決算事項別明細書） 

 

使用料 単位：円
目 節 備考 令和４年度 令和５年度 令和６年度
総務使用料 総務管理使用料 コミュニティセンター敷地等使用料用料 1,408,340 1,346,870 1,528,280

庁舎敷地使用料 208,260 265,250 332,360
庁舎建物使用料 2,076,680 1,987,140 1,955,190

企画使用料 山形広域炊飯施設建物等使用料 14,319,140 13,400,730 2,604,960
道の駅敷地使用料 8,660 9,500 9,500
旧双葉小学校建物等使用料 104,810 163,380

文化スポーツ使用料 清風荘使用料 995,110 1,344,320 1,403,510
山寺芭蕉記念館敷地使用料 32,040 32,120 29,540
市民会館建物等使用料 101,570 101,900 105,740
やまがたクリエイティブシティセンターＱ１使用料 94,200 178,600 272,440
沼の辺体育館使用料 981,130 2,238,440 2,657,510
競技場建物等使用料 2,213,030 2,419,380 2,481,390
総合スポーツセンター野球場使用料 1,958,400 1,958,400 2,080,800
山形市グラウンド・ゴルフ場使用料 1,794,320 1,786,350 1,585,810
あかねケ丘陸上競技場使用料 4,788,420 4,440,790 4,390,670

民生使用料 社会福祉使用料 総合福祉センター建物等使用料 196,120 180,030 185,140
老人福祉センター建物等使用料 66,630 57,940 190,260
特別養護老人ホーム建物等使用料 25,220 6,270 4,770
福祉文化センター建物等使用料 47,380 45,760 47,910
その他社会福祉施設建物等使用料 6,000 6,000 6,000

児童福祉使用料 山形学園敷地使用料 4,500 4,500 4,500
保育所建物等使用料 10,500 10,500 10,500
市立保育所保育料 71,129,020 76,192,300 78,115,060
市立保育所保育料滞納繰越分 173,600 62,000 73,400
児童遊戯施設ホール等使用料 972,975 1,184,625 1,290,550
児童遊戯施設敷地使用料 174,940 188,090
児童遊園敷地使用料 185,830 185,830 185,900

衛生使用料 保健衛生使用料 斎場使用料 12,262,040 12,208,020 10,519,320
斎場建物等使用料 4,500 4,500 4,500
霊柩車使用料 2,059,600 2,534,400 2,413,100
霞城セントラル建物使用料 2,560 566,720
動物愛護センター敷地等使用料 1,500 1,500 1,500
食肉衛生検査所敷地等使用料 9,000 9,000 9,000

清掃使用料 敷地使用料 57,330 46,500 46,500
労働使用料 労働使用料 山形テルサ建物使用料 21,612,480 21,612,480 21,657,730
農林水産業使用料 農業使用料 牧野使用料 1,228,200 1,324,800 1,116,000

農道使用料 113,250 114,000 114,000
活性化施設敷地等使用料 1,200
農業施設建物等使用料 16,595 52,964 29,140

林業使用料 林道使用料 120,000 120,000 120,000
市有林使用料 159,000 159,000 159,000

商工使用料 商工使用料 山形国際交流プラザ建物等使用料 14,120 14,120 117,400
蔵王観光施設管理事務所使用料 72,420 171,080 207,490

土木使用料 道路橋りょう使用料 道路占用料 80,610,520 80,164,260 87,244,870
山形市東口交通センター駐輪場 15,610,700 15,629,750 15,422,700
霞城セントラル駐輪場使用料 9,809,000 9,480,850 9,473,600
道路管理敷地等目的外使用料 1,804,660 1,871,500 1,665,830
法定外公共物占用料 1,212,550 1,274,520 1,265,020
済生館前地下駐輪場敷地使用料 25,500 25,500 25,500
敷地使用料 184,430 397,280 405,310
道路占用料滞納繰越分 49,250 8,600 14,280
法定外公共物占用料滞納繰越分 92,370 6,660 52,500

河川使用料 敷地使用料 6,000 6,000 6,000
都市計画使用料 公園使用料 4,113,980 2,448,380 5,590,500

霞城セントラル広場使用料 87,900 25,450 39,800
ニュータウン土地使用料 13,500 13,500 13,500
西公園テニスコート等使用料 15,197,220 16,364,660 16,879,810
西公園キャンプ場等使用料 540,000 462,000 387,600
都市計画道路事業用地使用料 168,000 168,000 168,000

住宅使用料 市営住宅使用料 358,015,189 345,631,670 337,704,266
市営住宅使用料滞納繰越分 8,975,906 9,104,026 12,544,572
市営住宅駐車場使用料 18,637,200 18,154,800 17,540,400
住宅団地敷地使用料 767,060 774,950 847,010

消防使用料 消防使用料 敷地使用料 80,750 81,010 87,100
庁舎使用料 99,860

教育使用料 小学校使用料 校地等使用料 246,600 256,040 230,340
第一小学校プール使用料 1,144,650 850,800 1,535,450

中学校使用料 校地等使用料 96,180 96,250 106,180
高等学校使用料 授業料 98,990,100 98,485,200 99,108,900

入学料 1,582,000 1,587,650 1,582,000
建物使用料 22,400 60,800 40,320

社会教育使用料 中央公民館ホール等使用料 2,961,183 5,571,005 4,148,650
少年自然の家使用料 195,000 80,400 123,000
少年自然の家敷地等使用料 105,400 56,760 57,100
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（出典：山形市歳入歳出決算事項別明細書） 

 

２ 特別会計歳入決算額 

市では、下記の特別会計にて使用料・手数料を計上している。大きい金額の使用料・手数料を

計上しているのは駐車場会計、公設地方卸売市場事業会計であるが、いずれも２年以上連続で

増加している。 

なお、農業集落排水事業会計は、令和６年度より特別会計から公営企業会計へと移行している。 

（単位：円） 

会計区分名 款 項 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

国民健康保険事

業会計 

使用料及び

手数料 

手数料 482,930 146,290 67,700 

後期高齢者医療

事業会計 

使用料及び

手数料 

手数料 48,300 8,470 910 

介護保険事業会

計 

使用料及び

手数料 

手数料 560,780 503,360 593,280 

駐車場会計 使用料及び

手数料 

使用料 425,677,420 449,259,140 467,337,090 

公設地方卸売市 事業収入 使用料及 117,156,688 118,869,712 119,140,527 

手数料 単位：円
目 節 備考 令和４年度 令和５年度 令和６年度
総務手数料 総務管理手数料 地縁団体認可証明手数料 3,300 4,500 6,300

徴税手数料 税務に関する証明手数料 12,678,350 11,692,450 11,447,800
督促手数料 599,070 220,170 116,240

戸籍住民基本台帳手数料 印鑑に関する証明手数料 90,283,360 85,682,050 80,894,100
衛生手数料 保健衛生手数料 狂犬病予防注射済票交付等手数料 6,528,230 6,452,060 6,385,820

医事許可申請等手数料 126,000 223,000 1,176,000
薬事許可申請等手数料 2,648,000 2,112,300 1,924,200
食品衛生許可申請等手数料 12,336,900 11,812,500 12,961,400
営業衛生許可申請等手数料 548,000 912,200 785,600
動物飼養許可申請等手数料 597,800 522,600 355,000
食肉衛生検査等手数料 63,111,550 61,244,000 60,551,700

清掃手数料 一般廃棄物処理業許可申請等手数料 60,000 670,000 60,000
浄化槽関係許可申請等手数料 156,000 109,000 741,000
家庭系ごみ処理手数料 400,061,950 379,602,700 376,793,500
粗大ごみ処理手数料 14,800,000 13,220,000 12,360,000
搬入ごみ処理手数料 327,600 269,600 431,200
産業廃棄物処理業許可申請等手数料 2,479,000 3,012,000 1,225,000
特別管理産業廃棄物処理業許可申請等手数料 95,000 148,000 315,000
使用済自動車引取業等申請手数料 140,000 30,400 179,800
し尿処理手数料 40,135,000 38,824,000 37,444,000

環境保全手数料 汚染土壌処理業許可手数料 220,000
農林水産業手数料 農業手数料 農地に関する証明等手数料 34,800 28,800 43,800

街区基準点測量成果等交付手数料 5,300 13,300 2,700
林業手数料 普通共用林野入林許可証交付手数料 25,500 33,000 37,000

土木手数料 土木管理手数料 建築物確認申請手数料 1,462,000 806,000 956,000
建築許可申請手数料 1,033,000 869,000 483,000
仮使用認定申請手数料 120,000
完了検査申請手数料 1,368,000 1,214,000 914,000
計画変更確認申請手数料 58,000 145,000 27,000
建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請手数料 68,000 40,000 30,000
長期優良住宅認定申請等手数料 3,141,900 2,967,900 4,401,800
低炭素建築物新築等計画認定申請等手数料 53,000 92,000

道路橋りょう手数料 放置自転車撤去保管手数料 43,000 101,000 67,000
都市計画手数料 開発行為許可申請等手数料 4,892,400 6,373,960 6,271,360

屋外広告物許可申請等手数料 1,259,385 1,295,845 1,317,800
消防手数料 消防手数料 危険物等許可検査手数料 1,585,450 1,131,300 1,082,700

り災証明手数料 23,100 23,700 13,200
条例タンク検査手数料 6,000
煙火消費許可申請手数料 47,400 39,500 47,400

教育手数料 高等学校手数料 入学選抜手数料 745,800 838,200 822,800
諸証明手数料 24,600 27,300 27,600

民生手数料 社会福祉手数料 督促手数料 140 140
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場事業会計 び手数料 

農業集落排水事

業会計 

使用料及び

手数料 

使用料 43,002,616 39,258,612 － 

手数料 3,360 2,380 － 

（出典：山形市歳入歳出決算書） 

 

３ 公営企業会計歳入決算額 

市では、一般会計及び特別会計のほかに、水道事業会計、公共下水道事業会計、農業集落排

水事業会計、市立病院済生館事業会計の公営企業会計を設けている。このうち、市立病院済生

館事業会計における使用料・手数料は、市立病院済生館事業損益計算書のうち「その他医業収

益」として、それ以外の様々な収益と合算されていることから、下記への記載は省略した。 

なお、農業集落排水事業会計は、令和６年度より特別会計から公営企業会計へと移行している。 

（単位：円） 

会計区分名 使用料名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

水道事業会

計 

給水収入 4,739,587,039 5,025,051,545 5,005,207,468 

公共下水道

事業会計 

下水道使用料 4,148,830,405 4,143,122,875 4,117,423,980 

農業集落排

水事業会計 

農業集落排水処理

施設使用料 

－ － 38,524,100 

（出典：山形市歳入歳出決算書） 
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第３ 山形市における使用料・手数料の基本方針 

市では、平成 20 年度に「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針につ

いて」を策定し、全庁的に使用料・手数料等について受益者負担の統一的な考え方を設けている。 

同方針では、使用料、手数料、貸付料に分類し、下記のとおりに整理している。 
 

使用料 手数料 貸付料 

位置付

け 

公の施設を利用するにあたっ

て、利用者と利用しない人と

の負担の公平の観点から、利

用者に対して実費経費につ

いての負担を求めるもの。 

申請者の求めに応じて

提供する役務（行政サ

ービス）に対しての費用

負担を求めるもの。 

行政財産の目的外使用や

貸付等、市民の利用に供

することを前提とした施設

等以外について、申請者

の利用に対する費用負担

を求めるもの。 

原価計

算の基

本 

当該施設の通常の維持管理

に要する 

・物件費 

・光熱費 

・施設維持に係る人件費 

当該事務に要する 

・人件費 

・機器、システム等の維

持費 

・消耗品費 

土地、建物等の現在価格

をもとに、使用面積に応じ

て算出。 

減価償

却費の

扱い 

・原価計算に算入しない。 

・企業会計では税負担とのバ

ランスを考慮しながら算入す

る。 

- - 

受益者

負担割

合 

・原則として 50% 

・同種の民間サービスが利用

困難な場合には 25% 

・企業会計・特別会計では原

則 100% 

原則として 100% ・原則として 100% 

・遊休部分の積極的貸付

は 50% 

・会議室、ホール等は類似

施設の使用料に準じて料

金設定 

（出典：「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」より監査人

作成） 

 

上記の基本方針策定に伴い、平成 20 年度において財政課主導で受益者負担の適正化の検証

が行われ、使用料・手数料について全庁的な検討が行われた。この際、当該基本方針に合わせて

コスト計算し、当時の各使用料・手数料が受益者負担割合の観点から問題はないのかの検討が行

われた。これは、財政課より各所管課に対して調査依頼を行い、所管課が具体的に検討し、回答

をする形で行われた。 

所管課での当時の検討資料を閲覧すると、結論として問題ありの旨が回答されたものや、改善

する旨の回答がなされたものが複数あった。また、利用者からの要望の観点から、いわゆる値上げ
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は難しい旨の記載もあり、所管部署での当時の苦悩が伺い知れる。この財政課主導の全庁的な調

査は、その後の条例改正まで至る必要な見直し等への活用を視野に入れたものであったが、結果

として、同調査を受けて一部では見直しが行われたものの、ほとんどの使用料・手数料において改

正に至っていない状況であった。 

また、第３章にて 44 種類の各使用料・手数料について、受益者負担割合がどのようになってい

るのか等の検討結果を記載している。財政課では毎年「予算の執行方針について」を全庁に通知

し、「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に基づき、原価

計算の検証を行うなど一層の適正化に努めることを求めているが、検討過程において、実際は基

本方針が有効に活用されていると感じられる使用料・手数料はほとんどなく、基本方針自体の有効

性には疑念を持たざるを得ない状況であった。 

このような状況では、受益者負担について適正性を保つことは困難である。「使用料・手数料等

の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」について改めて周知・徹底する等、運用

を改善するか、基本方針自体により有効性を持たせるよう基本方針自体を改定するか、その在り方

を改めて検討することが望ましい。【意見】 
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第３章 使用料・手数料に関する全般的状況の検討 

第１ 統一的な使用料算定基準の作成状況 

（概要） 

市では、平成 20 年度に策定された「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基

本方針について」で定める統一的な考え方のもと使用料・手数料を収受している。 

当該基本方針の概要については、第２章 第３に記載のとおりである。 

他の自治体における状況は、中核市 62 都市のうち、監査人が調査した限り約半数にあたる 28

都市において、使用料のみを対象としたものもあるが所謂ガイドラインのような受益者負担に関す

る詳細な考え方を公表している。 

 

（実施した手続き） 

平成 20 年度に策定された「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」の有効性について、他自治体の事例分析を踏まえ、検討を行う。各自治体では、自身に

合うよう自立性を持って策定されているため、絶対的に適正な形があるものではなく、市においても

自身に最適な形を検討することが重要であることを申し添える（多くの民間ホールがある自治体と

そうでない自治体とでは、同じ市営ホールであったとしてもその存在意義が異なり、使用者に求め

る受益者負担割合も異なる等が考えられる）。 

分析対象とした他自治体は中核市とし、分析項目は、下記のとおりとした。 

（１）使用料の分類分けに関する項目 

（２）受益者負担割合の算定に含めるコストの範囲に関する項目 

（３）使用料・手数料の改定に関する項目 

（４）減免に関する項目 

 

（監査の結果） 

（１）使用料の分類分けに関する項目 

所謂ガイドラインのように詳細な考え方を公表している自治体では、いずれも、使用料について

種類分けを行った上で、受益者負担割合を設定している。設定の仕方は統一的ではなく各自治体

がそれぞれ実態に即して定めているが、いずれも縦軸と横軸を設けて使用料・手数料を４ないし９

象限に分類分けを行うものである。また、各象限ごとに求める受益者負担割合も、各自治体の実態

に即してそれぞれ異なる割合で定めている。 

縦軸と横軸の定義付けも、当然各自治体で異なるが、多くは、「民間で代替できるか」と「生活に

必需的であるか」を採用しているケースが多い。 
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（出典：盛岡市「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」より抜粋）   

 

 

（出典：秋田市「公共施設に係る使用料等の見直しについて」より抜粋） 
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（出典：郡山市「使用料・手数料の見直しについて（案）概要資料 」より抜粋）   

 

 

（出典：越谷市「使用料等のあり方に関する基本方針」より抜粋） 
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市の「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」では、使用料

が「民間サービスの利用が困難な場合」に受益者負担率 25%としていることから、「民間で代替でき

るか」は加味されている。しかし、他自治体で加味しているように「生活に必需的であるか」等の他

の観点は加味されていない。基本方針により実効性を持たせるために、「民間で代替できるか」以

外の観点でもよりきめ細やかに分類出来ないか、検討することが望ましい。【意見】 

また、上記の他に代替可能な民間サービスと比較して、使用料・手数料が過度に異ならないよう

な留意が重要であることも申し添える。 

 

（２）受益者負担割合の算定に含めるコストの範囲に関する項目 

コストは一般的に、設置に要する費用（イニシャルコスト）と運営管理に要する費用（ランニングコ

スト）とに大別される。 

公表されている各自治体の基本方針を見ると、受益者負担割合の算定に含めるコストの範囲は

各自治体の実態に即して定めておりそれぞれ異なる。大きくは、人件費、物件費（減価償却費を除

く）、その他の経費を含めることが多く（つまりランニングコスト）、イニシャルコストについては扱いが

分かれ、下記のとおり算入の方針は様々である。 

 

 

（出典：越谷市「使用料等のあり方に関する基本方針」より抜粋） 

 

（出典：一宮市「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」より抜粋） 
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（出典：郡山市「使用料・手数料の見直しについて（案）概要資料」より抜粋） 

 

減価償却費等のイニシャルコスト（他には、土地取得費、大規模修繕費等）を受益者負担のコス

トに含めないとする自治体は、公の施設が住民の福祉の増進を図る目的で整備されたものである

ことに着目し、受益者負担ではなく市税で賄うべきであるとする考え方に立っている。一方、減価償

却費等のイニシャルコストの一部ないし全部を受益者負担のコストに含める自治体では、施設の設

置及び機能保持のために必要な経費であることに着目し、受益者負担にて賄うべきであるとする

考え方に立っている。 

市の「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」では、「民間

施設のようにフルコストの回収を考えた場合は、減価償却費も必要となるが、公の施設は自治体が

設置するものとされており、設置の前提は、市民誰もが利用できる＝受益者となりうることから、設置

に関するコスト（土地・建物・備品の取得に係る経費及び公債の支払利息等）は算入しない取扱」と

している。 

第５章で記載しているとおり、受益者負担割合が 100%を超える使用料・手数料は複数存在す

る。受益者負担割合が 100%を超えるということは、受益者に対して発生するコスト以上の負担を求

めていると一義的には整理できることから、そう多く発生するものではないと考える。 

そのような試算結果となるのは、実際には発生しているが、受益者負担割合の計算には含めて

いないコスト（例えば減価償却費）が存在するということも考えられる。このため、受益者負担割合が

100%を超えて試算された使用料・手数料については、減価償却費を考慮した受益者負担割合を

追加で試算した。 

なお、固定資産には取得時に補助金が給付されている場合があり、イニシャルコストを市民が負

担していない場合もある。こうした事由から、一律に減価償却費を加味することに異論があることも

当然想定されるが、本監査においては、手続の便宜上、建物の減価償却費を一律に考慮して試

算を行った。 

 

 基本方針で

定める受益

者負担割合 

受益者負担割合 

(令和６年度) 

減価償却費考慮

後 

受益者負担割合 

（令和６年度） 

該当頁 

市営住宅使用料 50% 105.7% 51.0% 66 

狂犬病予防注射済

票交付等手数料 

100% 119.6% 60.4% 81 
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中央駐車場使用料 100% 166.8% 121.9% 119 

済生館前駐車場使

用料 

100% 224.7% 133.2% 127 

山形駅東口交通セ

ンター駐車場使用

料 

100% 238.0% 117.6% 131 

山形駅西口前広場

駐車場使用料 

100% 124.4% 124.4% 

※ 

135 

※ 山形駅西口前広場駐車場使用料は、保有する建物がなく集計対象とする減価償却費はな

い。 

 

減価償却費を考慮した受益者負担割合を試算すると、考慮しない場合の受益者負担割合より

当然低く算出されるが、基本方針で定める受益者負担割合と近い水準となることが多いことが見て

取れる。 

市の「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」では、減価償

却費はコストに「算入しない取扱」としているが、設定した受益者負担割合を適正に判断できるよう

にするため、改めて受益者負担を求めるコストの範囲について検討するのが望ましい。【意見】 

 

（３）使用料・手数料の改定に関する項目 

公表されている各自治体の基本方針を見ると、使用料・手数料の改定について定期的な見直し

を行う方針となっているものが複数ある。見直しの方針を設けている自治体の場合では、多くは４年

ないし５年ごとを見直しの周期としている。また、具体的な見直しの周期期間を明示せずに、「情勢

の変化」が生じた場合に見直しを行う旨を記載しているものもある。 
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（出典：盛岡市「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」より抜粋）  

 

また、激変緩和措置として、見直しに至る場合でも料金に上限を設けている自治体が多く、見直

し前料金の 1.5 倍から２倍程度を上限としている場合が多い。 

 

 



24 
 

（出典：盛岡市「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」より抜粋）  

 

 

（出典：岡崎市「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」より抜粋） 

 

市の「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」では、見直し

の周期や激変緩和措置等については、特段の規定は設けていない。第２章第１に記載のとおりで

あるが、行政サービス等の管理運営コストは物価変動をはじめとした変動性にさらされている。この

ため、受益者負担割合は一度検討すれば負担の公平性・公正性が確保できるものではなく、管理

運営コストの変動に応じ、継続的に検討することが重要である。改めて見直しの考え方や激変緩和

の取り扱いについて、検討することが望ましい。【意見】 

 

（４）減免に関する項目 

公表されている各自治体の基本方針を見ると、減免基準を統一化すべきであることを記載して

いるものが複数ある。その一方で、統一化せず、各施設等において定めるとする自治体もある。 

 

 

（出典：盛岡市「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」より抜粋） 

 

（出典：川越市「使用料・手数料設定の基本方針」より抜粋） 
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（出典：岡崎市「公の施設の使用料の見直しに関する基本方針」より抜粋） 

 

 

市の「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」では、減免の

取り扱いについての言及はない。また、市において特定の公の施設における障がい者の減免につ

いて定めた「障がい者の施設使用料等を無料とする条例」を除き減免の統一的な基準はなく、各

使用料・手数料ごとにその定めを置いている。 

受益者負担割合の算出過程において、減免によって収入されなかった金額が加味される。この

ため、受益者負担の基本方針を検討する際には、減免についてどのように算入するのがよいか検

討を行うことが望ましい。【意見】 
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第４章 個別の使用料・手数料に関する検討方針 

第１ 監査対象使用料・手数料の選定 

（抽出要件） 

下記の目線によりサンプル抽出を行った。具体的な抽出要件は下記のとおりである。 

（１）一般会計、特別会計、公営企業会計において使用料・手数料として計上されているもののう

ち、令和６年度予算において、収入５百万円以上を計上している使用料・手数料 

しかし、法令等により使用料・手数料が定められ、市に料金設定の裁量がないものは対象外と

した。 

（２）指定管理施設のうち、令和６年度予算において、使用料収入が５百万円以上を計上してい

るもの 

（３）委託事業で使用料・手数料を収受している事業のうち、任意の１種類 

委託事業において市民より受託事業者が収受する使用料・手数料のうち、受託事業者の収

入としている事業がある。その場合には、市の決算書上、委託料が支出として計上されるのみ

である。したがって、市の決算書上では把握出来ない使用料・手数料が存在する。このような

使用料・手数料についても、市が料金設定に関与しており、料金に応じて市が受託業者に支

払う委託料が変動するものがある。こうした委託事業が存在することから、任意の１種類につい

て、サンプル抽出することとした。 

 

（抽出結果） 

抽出要件に照らして、下記のとおり使用料・手数料を抽出した。 

なお、抽出要件（１）は予算書に記載されている使用料・手数料の区分ごとに、また、抽出要件

（2）は指定管理施設の収支予算書の作成区分ごとにより抽出した。 
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抽出要件（１） 

 

 

抽出要件（２） 

 

 

抽出要件（３） 

任意の１件として、令和４年度に開始したコミュニティサイクル事業を抽出した。コミュニティサイク

ル事業を抽出したのは、令和４年以降の導入であり記憶に新しいこと及び市内に数多くのサイクル

ポートが設置されており生活の多くの場面で目につくことから、市民にとって馴染みがある事業で

あると考えたことによる。 

 

なお、上記のサンプル抽出は監査手続を実施する便宜上行ったものに過ぎず、本監査で抽出

されなかった使用料・手数料についても、同様の指摘事項及び意見が存在する可能性があること

を申し添える。 

  

連番 会計区分 担当課 区分 名称
1 一般会計 保育育成課 児童福祉使用料 市立保育所保育料
2 一般会計 新斎場整備推進室 保健衛生使用料 斎場使用料
3 一般会計 働きやすさ追求室 労働使用料 山形テルサ建物使用料
4 一般会計 道路維持課 道路橋りょう使用料 道路占用料
5 一般会計 道路維持課 道路橋りょう使用料 山形駅東口交通センター駐輪場使用料
6 一般会計 道路維持課 道路橋りょう使用料 霞城セントラル建物駐輪場使用料
7 一般会計 公園緑地課 都市計画使用料 西公園テニスコート等使用料
8 一般会計 住宅政策課 住宅使用料 市営住宅使用料
9 一般会計 住宅政策課 住宅使用料 市営住宅駐車場使用料

10 一般会計 資産税課 徴税手数料 税務に関する証明手数料
11 一般会計 市民課 戸籍住民基本台帳手数料 印鑑に関する証明等手数料
12 一般会計 動物愛護センター 保健衛生手数料 狂犬病予防注射済票交付等手数料
13 一般会計 生活衛生課 保健衛生手数料 食品衛生許可申請等手数料
14 一般会計 食肉衛生検査所 保健衛生手数料 食肉衛生検査等手数料
15 一般会計 循環型社会推進課 清掃手数料 家庭系ごみ処理手数料
16 一般会計 循環型社会推進課 清掃手数料 粗大ごみ処理手数料
17 一般会計 廃棄物指導課 清掃手数料 し尿処理手数料
18 農業集落排水事業会計 農村整備課 農業集落排水処理施設使用料 農業集落排水処理施設使用料
19 駐車場事業会計 道路維持課 駐車場使用料 香澄駐車場使用料
20 駐車場事業会計 道路維持課 駐車場使用料 中央駐車場使用料
21 駐車場事業会計 道路維持課 駐車場使用料 大手町駐車場使用料
22 駐車場事業会計 道路維持課 駐車場使用料 済生館前駐車場使用料
23 駐車場事業会計 道路維持課 駐車場使用料 山形駅東口交通センター駐車場使用料
24 駐車場事業会計 道路維持課 駐車場使用料 山形駅西口駅前広場駐車場使用料
25 公設地方卸売市場事業会計 地方卸売市場管理事務所 市場使用料 青果物取扱高割使用料
26 公設地方卸売市場事業会計 地方卸売市場管理事務所 市場使用料 水産物取扱高割使用料
27 公設地方卸売市場事業会計 地方卸売市場管理事務所 施設使用料 卸売場等使用料
28 公設地方卸売市場事業会計 地方卸売市場管理事務所 施設使用料 仲卸売場等使用料
29 公設地方卸売市場事業会計 地方卸売市場管理事務所 施設使用料 関連事業関係施設使用料
30 公設地方卸売市場事業会計 地方卸売市場管理事務所 施設使用料 その他の施設使用料
31 水道事業会計 上下水道部 営業収益 給水収入
32 下水道事業会計 上下水道部 営業収益 下水道使用料

連番 会計区分 担当課 区分 名称
33 指定管理施設 公共交通課 道の駅やまがた蔵王
34 指定管理施設 文化創造都市課 山寺芭蕉記念館
35 指定管理施設 文化創造都市課 山形市民会館
36 指定管理施設 スポーツ課 山形市総合スポーツセンター等
37 指定管理施設 スポーツ課 山形市球技場
38 指定管理施設 地域共生社会課 山形市総合福祉センター
39 指定管理施設 長寿支援課  大曽根さわやか荘（老人福祉センター）
40 指定管理施設 長寿支援課  黒沢いこい荘（老人福祉センター）
41 指定管理施設 働きやすさ追求室 山形テルサ
42 指定管理施設 観光戦略課 山形国際交流プラザ
43 指定管理施設 公園緑地課 山形市馬見ケ崎プール
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第２ 監査手続の方針 

個別の使用料・手数料について、監査方針は下記のとおりとした。 

（１）抽出した使用料・手数料につき、所管課に対して調査票を提出し、回答を入手 

調査票に含めた主な調査内容 

・使用料・手数料の概要 

・使用料・手数料の当初設定時及び改定時の算定根拠 

・使用料・手数料の改定の履歴 

・近隣類似施設の状況 

・原価の発生状況 

（２）調査票、関連資料等の閲覧及び所管課へのヒアリング 

（３）受益者負担割合の検討 

（４）改定履歴、改定根拠の検討 

（５）近隣類似施設との比較（比較可能な場合のみ） 

 

なお、（３）受益者負担割合の検討は、下記の方針とした。 

・第３章に記載の市が平成 20 年度に策定した「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）

に係る基本方針について」に照らして行う。 

・「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」で定める計算方法

によって、現状の受益者負担割合を試算する。 

・本報告書作成時点において、受益者負担割合の算定方法について定めているのは「使用料・

手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」のみである。当該基本方

針で定める計算方法ではなく、当該基本方針で定めていないこと（料金が一部無料である場合

のコスト試算の取扱い、特定財源がある場合の取扱い等）をより実態に合わせて監査人が創意

工夫して試算する方法も当然想定されるが、本監査においては上記の扱いとする。ただし、こ

れにより難い事情が認められる場合には例外的に監査人が適切と判断した手法も取り入れる。 

・試算した現状の受益者負担割合の平均値が、同基本方針で定める割合に対して、0.7 倍から

1.3 倍の範囲から逸脱した場合に、「著しい乖離がある」とする。以下のとおりに例示する。 

基本方針で定める割合 著しい乖離があるとする場合 

100% 70%～130%の範囲に収まらない場合 

50% 35%～65%の範囲に収まらない場合 

25% 17.5%～32.5%の範囲に収まらない場合 

どの程度の乖離が「著しい乖離」であるかどうかは、異論があることも当然想定されるが、本監査

においては上記の扱いとする。 

・試算した受益者負担割合が 100%を超える場合には、減価償却費を考慮した場合の受益者負

担割合を追加で検討する。 
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また、（４）改定履歴、改定根拠の検討では、10 年以上改定がない場合に、「長期間改定がな

い」ものとした。どの程度の期間が「長期間」であるかどうかは、異論があることも当然想定されるが、

本監査においては上記のとおりの扱いとする。 
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第５章 個別の使用料・手数料に関する検討結果 

第１ 市立保育所保育料 

（概要） 

概 要 市立保育所に在園している児童の保護者又は扶養義務者より収受する利

用者負担額 

所 管 課 名 こども未来部保育育成課 

料 金 体 系 料金体系は「山形市保育所の保育の利用に要する利用者負担等に関する

規則」第３条で定めており、下記の表で定める対象に該当する場合に利用

者負担額を収受している。 

 

※１ 二人親世帯の所得割課税額が 57,700 円未満であり、利用児童が第２

子である場合は保育料が半額となります。 

※２ ひとり親・障がい児（者）世帯の所得割課税額が 77,101円未満であり、

利用児童が第２子である場合は保育料が無償となります。 

※３ 利用児童が第３子以降である場合は保育料が無償となります（課税額

制限はありません）。 

※４ 上記１～３において、多子計算の年齢上限はありません（ただし子順

算定は、保護者と生計を一にする子に限ります）。 

※５ 認可保育所・認定こども園・幼稚園・家庭的保育事業・小規模保育事

業・企業主導型保育所を利用する第１子がいる場合、同時在園中の第２子

は保育料が半額となります（多子軽減の課税額制限はありません）。障がい

児施設等を利用する兄姉がいる場合も同様となります。障がい児施設等と
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は、次の学校もしくは施設またはサービスをいいます。 

特別支援学校幼稚部・児童発達支援・児童心理治療施設・医療型児童発

達支援 

（出典：山形市保育所の保育の利用に要する利用者負担等に関する規則

を基に作成） 

 

根拠法令・基準 児童福祉法第 56 条 

子ども・子育て支援法附則第６条第４項 

山形市保育所の保育の利用に要する利用者負担等に関する規則 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 732 699 704 

金 額 （ 円 ） 71,129,020 76,245,700 78,176,460 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 政令で定められた上限額の範囲内で、国の徴収基準額の 70％をめ

ど（東北県庁所在地の平均 69.3％）に定めたものである。 

料 金 改 定 の 履 歴 （平成 30 年８月 31 日） 

子ども・子育て支援法施行令及び同法施行規則の一部改正に伴

い、利用者負担額算定に係る規定の整備を図るため。 

 

（令和元年９月３日） 

幼児教育・保育の無償化のための子ども・子育て支援法、子ども・

子育て支援法施行令及び同法施行規則の一部改正に伴い、利用

者負担額に係る規定の整備を図るため。 

 

（令和３年３月４日） 

令和元年 10 月１日からの幼児教育・保育の無償化に伴う規則改正

を行った際、要保護者等（ひとり親及び障がい児者）世帯の児童に

係る利用者負担額を定める内容が不足していたため、規定の整備

を図るため。 

料金改定時の算定根拠 上記規則等の改正による 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に
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基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 157,933,196 158,090,330 165,212,318 

（ 光 熱 費 ） 36,739,764 35,639,466 35,387,438 

（ 人 件 費 ） 1,026,573,134 1,126,906,082 1,296,457,379 

（ 合 計 ） 1,221,785,303 1,324,048,386 1,501,480,323 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 5.8% 5.8% 5.2% 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較（所得割額 97,000 円未満の負担額） 

                                 （単位：円） 

 山形市 天童市 上山市 寒河江市 

保 育 料 0～5,900 0 0 0 

※上記金額は、山形県の保育料負担軽減補助事業を加味した負担額である。 

※市民税均等割のみ課税世帯やひとり親・障がい者世帯、同時在園半額等の軽減措置あり。 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 5.2%から 5.8%である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「施設利用に係る受益者負担を求める割合は、原則として 50%」と定めおり、当利用料に関して

試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。政令で定められた上限

額の範囲内で、国の徴収基準額の 70％をめど（東北県庁所在地の平均 69.3％）に定めたもので

あるが、受益者負担割合の観点も踏まえどのような利用料の定め方がよいか、再考するのが望まし

い。【意見】 

なお、子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）第４条で定められた金

額を上限（国基準）として各自治体が保育料を設定することとなっているため、元々上限額は 50％
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を下回っており、本市に限らず各自治体が 50％に定めることは法的に不可能である。 

 

（２）物価高騰に伴う所得割額の階層の見直しについて 

３歳未満児に係る市立保育所保育料は「山形市保育所の保育の利用に要する利用者負担等に

関する規則」において料金体系が定められているが、子ども・子育て支援法施行令第４条第２項及

び子ども・子育て支援法施行規則第 57 条第２項において定められた所得割の額に応じて、利用

者負担額が異なっている。一般的に所得が多い世帯ほど所得割は増加することとなるため、所得

が多い世帯ほど保育料の負担が重くなる制度設計が行われている。 

近年の物価及び最低賃金が上昇傾向にある中で、所得割額の階層の見直しが行われない場

合、所得の増加が所得割額の階層のアップにつながり、負担する保育料が増加することになると考

える。 

これに関して所管課に質問した結果、市では全国共通の制度として、全ての子どもを対象とした

保育料の完全無償化が望ましいと考えており、国等に対して、毎年、世帯の年収や子の年齢に制

限なく保育料を無償化にするよう要望している旨の回答を得た。 

 

（３）他団体との保育料の比較について 

利用者負担額の階層に関して、他団体と比較した結果、所得割額 97,000 円までは他団体で利

用者負担額を徴収していない団体が複数確認された。一方で、市では所得割額 97,000 円未満で

も利用者負担額を徴収している結果となった。 

これに関して、市の担当者へ質問を行った結果、下記の回答があった。 

山形市の利用者負担額につきましては、国基準に比べ全体的に低い水準に設定するととも

に、独自の施策として全ての第３子以降の利用者負担額・副食費の無償化に取り組んでおりま

す。 

山形市としては、子育て世帯が安心して子育てできる環境の整備や教育環境の充実は、子

育て政策において非常に重要な取組の１つと考えており、限られた財源の中で、子育て環境の

ハード・ソフト両面の充実を図るべきものと考えております。具体的には、病児・病後児保育の充

実、おやこよりそいチャットやまがたの実施、べにっこひろば、コパルの運営など、全国や県内自

治体に先駆けた山形市独自の施策に力を入れて取り組んでまいりました。 

利用者負担額の軽減については、様々な子育て支援施策により保護者の経済的負担を軽減

するなど子育て環境のさらなる充実を目指して総合的に判断していきたいと考えております。 

 

市は県内の他市町村より人口が多いこともあり、一つの自治体の中で複数の子育て支援施設が

設置されており、子育て世帯の負担を軽減する事業も複数実施されている。このような事業には当

然に財源が必要となることから、上記の回答がなされたものと考える。 
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第２ 保健衛生使用料（斎場使用料） 

（概要） 

概 要 山形市斎場及び霊柩車等を使用する者から収受する使用料 

所 管 課 名 市民生活部新斎場整備推進室 

料 金 体 系 （使用料） 

第５条 斎場及び霊柩車を使用する者から、別表第１及び第２により使用

料を徴収する。 

 

別表第１ 

斎場使用料 

種別 使用区分 
使用料 

市民 市民以外の者 

火葬料 

10 歳以上の者の遺体 無料 
円 

38,000 

10 歳未満の者の遺体 無料 
円 

27,000 

死産児 無料 
円 

16,000 

人 体 の 一

部 、 胎 児 及

び胎盤 

0.03 立方メートル

まで 

 円 

 3,800 

割増料 
0.01立方メートルを増すごと

に１割増 

待合室使用

料 

待合室として使用する場合 無料 

葬祭室として使用する場合 円 円 

２室２時間までにつき 6,000 12,000 

全部改正〔昭和 59 年条例 16 号〕、一部改正〔平成４年条例 14 号〕 

別表第２ 

霊柩車使用料 

往

路 

基本額 
円 

7,770 
  

10 キロメートルまで 2,480 
  

20 キロメートルまで 4,380 
  

30 キロメートルまで 7,130 
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キロ

加

算 

40 キロメートルまで 9,870 

加

算

額 

50 キロメートルまで 12,600 

50 キロメートルを超え 150 キロメートルまで

の場合は、20 キロメートルまでを増すごとに 
4,380 

  
150 キロメートルを超え 500 キロメートルまで

の場合は、30 キロメートルまでを増すごとに 
7,130 

  
500 キロメートルを超える場合は、50 キロメ

ートルまでを増すごとに 
12,600 

 
乗車定員６人を超える車両の場合は、乗車定

員３人までを増すごとに 
990 

 

割

増

率 

午後 10時から翌日の午前５時ま

での深夜、早朝作業の場合 

１作業ごとに 1,640 

30 分までごと

に 
840 

遺体２以上の場合は、１体増すごとに１体につき 
基 本 額 及 び 加

算額の２割増 

 

割

引

率 

生活保護法の適用を受けている者又はその者

の同一世帯内にある者の遺体の場合 基本額に限り、

免除 支援給付を受けている場合又はその者の同一

世帯内にある者の遺体の場合 

行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治 32 年法

律第 93 号）の適用を受ける遺体で引取人のな

いもの 

基本額に限り、５

割引 

解剖遺体で官公庁の依頼によるもの 
基本額に限り、２

割引 

帰路 往路使用料の２分の１の額とする。 

摘要 
使用料の計算に際して、100 円未満の端数が生じた場合は、100

円単位に切り上げる。 

（出典：山形市斎場及び霊柩車条例） 

 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市斎場及び霊柩車条例 

減 免 の 概 要 「山形市斎場及び霊柩車条例」より抜粋 

（使用料の減免） 

第７条 市長は、次の各号の一に該当する者については、その者の申

請により当該使用料を減免することができる。 
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(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による扶助を受けている者 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）第14条第１項に規定する支援給付（中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条

第１項に規定する支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す

る法律（平成25年法律第106号。以下この号において「25年改正

法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定によりなお従前

の例によることとされた25年改正法による改正前の中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律に基づく支援給付若しくは25年改正法附則第２条第３項に基づ

く支援給付を含む。以下「支援給付」という。）を受けている者 

(３) 使用料を納付する資力がないと市長が認めた者 

(４) その他特別の事情があると市長が認めた者 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 3,769 3,912 3,839 

金 額 （ 円 ） 14,321,640 14,742,420 12,932,420 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 2 2 3 

金 額 （ 円 ） 18,100 15,600 56,100 

※使用料の額は、埋火葬許可等累計表の斎場使用許可・霊柩車使用許可の合計 

※減免件数・金額は、斎場使用料・霊柩車使用料の合計 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 「火葬１体当り経費の積算資料」より要約 

Ⅰ.経費の積算区分 

１． 減価償却額（建物、炉、付帯設備等について） 

２． 維持管理費（建物設備の維時管理費、燃料費、光熱水費、清

掃委託料等） 

３． 人件費（職員、嘱託等人件費） 

Ⅱ.1 体当り経費の基礎数値 

 計算の基礎となる死亡者数については、昭和 56 年から 65 年まで

の 10 年間山形市 4 次総合計画による人口予測、これらの推移から

みた死亡率を参考とし、1 年当りの火葬件数を 1,600 件と設定した。 
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Ⅲ.計算内訳 

区分 1 年当り経費

（千円） 

1 年当り火葬

件数（件） 

火葬 1 体当り

経費（円） 

減価償却 13,170 1,600 8,231 

維持管理費 30,750 1,600 19,219 

人件費 11,694 1,600 7,309 

計 55,614 1,600 34,759 

≒35,000 

 

 上記計算により、「10 歳以上の遺体（市民以外）」火葬料は、

35,000 円と定められた。 

 上記のほか、霊柩車使用料、待合室使用料等の使用料がある

が、算定根拠は火葬料について記載した。 

 

料 金 改 定 の 履 歴 平成４年条例改正により火葬料改定 

35,000 円→38,000 円 

以降、改定無し。 

料金改定時の算定根拠 「山形市斎場及び霊柩車条例の一部改正について（伺）」より要

約 

平成４年３月 25 日議決 

（斎場使用料金の積算基礎） 

１． 火葬料について 

（１） 人件費 13,334,000 円 

（２） 物件費 30,807,000 円 

（３） 土地   8,710,368 円 

（４） 建物・機械の減価償却費 12,867,082 円 

計 65,718,450 円 

※火葬件数 1,700 件 

 65,719,000 円÷1,700 件＝38,658 円 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 
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・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 22,358,532 24,123,059 26,493,036 

（ 光 熱 費 ） 26,807,265 27,603,475 27,631,535 

（ 人 件 費 ） 35,101,391 35,775,756 41,925,404 

（ 合 計 ） 84,267,188 87,502,290 96,049,975 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 17.0％ 16.9％ 13.5％ 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料金比較                              

火葬料                                                （単位：円） 

 山形市 

10 歳以上の者の遺体 

酒田市 

13 歳以上の遺体 

米沢市 

12 歳以上の遺体 

市民 無料 10,000 無料 

市民以外の者 38,000 40,000 25,000 

※使用料金の比較は、火葬料をサンプルとして実施した。 

※酒田市、米沢市の金額はホームページより抜粋した。 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 13.5％から 17.0％で推移している。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「同種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関

して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

市民の火葬料は無料としており、火葬料が発生するのは「市民以外の者」が使用した場合である。

このような特殊な使用料については、基本方針を適用するか、他の基準を適用するか、再考する

のが望ましい。【意見】 

 

（２）料金改定に関する方針の不備について 

当使用料金は、上記のとおり人件費・減価償却費等を算出し、火葬件数で割り返すことにより、1

件当たりの使用料を算定している。しかし、平成４年３月の改定以降は見直しを行っておらず、また、
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当料金の見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきであ

る。【指摘事項】 
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第３ 山形テルサ建物使用料 

（概要） 

概 要 山形テルサの建物使用に際して発生する使用料 

所 管 課 名 商工観光部働きやすさ追求室 

料 金 体 系 契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例 

第 11 条 法第 238 条の４第７項の規定による許可を受けてする行政財産

の使用については、別に定めのあるものを除くほか、別表に定めるところに

より算定した額（同表に定めのないものについては市長が別に定める額）

の使用料を徴収する。 

 

別表 

財 産

の 区

分 

使用の区分 単位 使用料 摘要 

土地 

電柱類の設置 
１本あたり１

年につき 
1,500 円 

Ｈ柱は、１基

をもって２本

と し 、 支 線 、

支柱は１本と

し て 計 算 す

る。 

管類の地下埋設 

１メートルあ

た り １ 年 に

つき 

190 円 

外径が 30 セ

ンチメートル

以上のものに

ついては、次

の 欄 を 適 用

する。 

地下及び架空工作物の

設置 
１年につき 

土地の適正な

価 格 × ２ ／

100 

 

広告物等の設置 

広 告 物 の

大 き さ １ 平

方 メ ー ト ル

あ た り １ 月

につき 

800 円  

催物、物品７ 日 未 満 の100 平方メ1,600 円  
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展示のため

の一時的使

用 

使用 ー トルあ た

り １ 日 に つ

き 

時間単位の

使用 

100 平方メ

ー トルあ た

り １ 時 間 に

つき 

160 円  

その他 １年につき 

土地の適正な

価 格 × ４ ／

100 

これにより難

いものについ

ては、別に市

長 が 定 め る

額 

建物 

講演会、会

議、物品展

示等のため

の一時的使

用 

７ 日 未 満 の

使用 

100 平方メ

ー トルあ た

り １ 日 に つ

き 

3,200 円  

時間単位の

使用 

100 平方メ

ー トルあ た

り １ 時 間 に

つき 

320 円  

広告物等の掲示 

広 告 物 の

大 き さ １ 平

方 メ ー ト ル

あ た り １ 月

につき 

1,600 円  

その他 １年につき 

建物の適正な

価 格 ×10 ／

100＋土地の

適正な価格×

４／100 

これにより難

いものについ

ては、別に市

長 が 定 め る

額 

（出典：契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条

例第 11 条第 1 項の別表） 

 

根 拠 法 令 ・ 基 準 契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例 

減 免 の 概 要 「契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例」よ
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り抜粋 

（普通財産の無償貸付等） 

第７条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は

時価よりも低い価額でこれを貸し付け、又はこれに私権を設定すること

ができる。 

(１) 他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公

共用、公用又は公益事業の用に供するとき。 

(２) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が、

当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。 

(３) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定す

る商業地域において、普通財産を規則で定める市街地の活性化に資

する事業の用に供する場合であって、当該財産の貸付を受けた者が当

該財産の管理及び当該事業に要する費用の全部又は一部を負担する

とき 

（行政財産の目的外使用に係る使用料） 

第11条第1項第3号 第７条の規定は、第１項の使用料を減免する場合

にこれを準用する。 

 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 5 5 5 

金 額 （ 円 ） 21,612,480 21,612,480 21,657,730 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 1 1 1 

金 額 （ 円 ） 4,548,990 4,548,990 4,548,990 

※使用料の件数・金額は「行政財産目的外使用許可申請者及び使用料一覧」から記載した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 【使用料算定】 

契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例

第 11 条第 1 項の別表に基づき算定 

別表より要約 

「建物」 年額 建物の適正価格×10/100 + 土地の適正価格

×4/100 

 

平成 13 年度の開設時から建設費に対する市負担分（市所有分）を

「建物の適正な価格」として算定 
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用地取得費の山形市負担分をもとに「土地の適正な価格」を算定 

料 金 改 定 の 履 歴 平成 16 年度 

料金改定時の算定根拠 平成 16 年 3 月に独立行政法人雇用・能力開発機構から有償譲

渡を受け、市の持ち分が 100％になったことに伴い、平成 16 年度

からは「建物の適正価格」を見直し、市が建物の取得に要した額

（建設費に対する市負担額に機構からの譲渡額を加えた額）に

基づき目的外使用料を算定 

令和 6 年度から令和 8 年度目的外使用料（建物部分） 

年額は㎡単価 189,670 円に使用面積を乗じた額の 10％とする。 

 

平成 16 年４月以降、山形テルサが有償譲渡された後は、土地は資

産マネジメント課が算定した評価額をもとに条例で定める通常の算

定方法により算定 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

なお、当該使用料は、山形テルサ管理運営業務仕様書の「目的外使用の許可及び使用料」に

該当し、使用料の定めが「契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例」

で明確であり、使用が建物の一部であり限定的な目的外使用であるため、平成 20 年度「使用

料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に基づく、コスト試算は実施し

ていない。 

 

（監査の結果） 

（１） 建物使用料の算定について 

上記のとおり、平成 16 年３月に独立行政法人雇用・能力開発機構から有償譲渡を受け、市

の持ち分が 100％になったことに伴い、平成 16 年度からは「建物の適正価格」を見直し、市が

建物の取得に要した額（建設費に対する市負担額に機構からの譲渡額を加えた額）に基づき

目的外使用料を算定している。 

算定根拠は、契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例第 11 条第

1 項の別表にて定める「これにより難いものについては、別に市長が定める額」としている。 

令和５年 12 月６日起案の「山形テルサの建物部分に係る目的外使用料について（伺）」にて、

「令和６年度から令和８年度の目的外使用料についても、引き続き平成 16 年から採用している

算定方法を適用する。」とし、同様の算定方法を継続している。 

上記の算定方法には、時の経過による建物の減価が反映されておらず、結果として長期的

に賃料が固定化することになる。算定方法に関する見直し方針を定め、建物の減価等を反映
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した適正な金額となっているか検証を検討されたい。【意見】 

 

（２）受益者負担割合について 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」によれ

ば、貸付料については、「原価計算は、土地、建物等の現在価格をもとに、使用面積に応じて算出

することを基本とする。」とし、受益者負担割合については、「通常の場合は申請者の便益を図るた

めのものであり、受益者負担割合は原則として 100％とし、遊休部分の貸付については、使用料の

例により 50％とする。」と定めている。 

一方、「契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例第 11 条第 1 項の別

表」では、建物に関して、使用の区分その他については、「１年につき建物の適正な価格×10／

100＋土地の適正な価格×４／100、これにより難いものについては、別に市長が定める額」と定め

ており、基本方針と必ずしも一致するものではなく、今後基本方針の見直しを行う際には検討する

のが望ましい。【意見】 
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第４ 道路占用料 

（概要） 

概 要 特定の個人や法人が、一般の交通用道路を、電柱やガス管、看板、店舗

などの「公共性の高いもの」や「一時的な施設」を設置するために、道路管

理者の許可を得て支払う「道路を借りるための賃料」 

所 管 課 名 都市整備部道路維持課 

料 金 体 系 山形市道路占用料条例別表 
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根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市道路占用料条例第３条 

山形市道路占用料条例減免要綱 

減 免 の 概 要 山形市道路占用料条例減免要綱 

第２条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料を免除する。 

（１）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８５条第１項に規定する区

域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第１号に該当する応

急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するために国、地方公共

団体又は日本赤十字社が設置する応急仮設住宅に係る物件（条例

第３条第１号関係） 

（２）国有林野事業及び地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に

規定する公営企業に係る物件（条例第３条第２号関係） 

その他、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件（道路法

（昭和２７年法律第１８０号）第３９条第１項、道路法施行令（昭和２７年

政令第４７９号）第１８条及び道路法施行規則（昭和２７年建設省令第

２５号）第４条の５による。） 

（３）鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道事業者又は索道事
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業者がその鉄道事業又は索道事業の用に供する鉄道及び索道に係

る次に掲げる物件 

ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は

災害復旧工事を行う鉄道施設 

イ 鉄道事業法第２条第１項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ず

るものの用に供する施設（本線、支線及び車庫等への引込線）及び

同条第５項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供

する施設（以下「鉄道等」という。）ただし、道路が鉄道等の敷地を無

償で使用する場合に限る。（条例第３条第３号関係） 

（４）公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）による選挙運動のために使

用する物件（条例第３条第４号関係） 

（５）街灯（アーチ型のものを除く。）その他道路交通の安全又は円滑を

図る効用を有する物件（条例第３条第５号関係） 

（６）農道、林道その他の公共道路（公衆が常時道路交通の一環として

通行している通路） （条例第３条第５号関係） 

（７）道路の附属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償

で添加している電柱又は電話柱（条例第３条第６号関係） 

（８）占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱・支線(条例第３

条第６号関係） 

（９）公共的団体が設置する有線放送電話柱(条例第３条第６号関係） 

（10）公共的団体又は電気事業者（卸供給事業者を除く。）若しくは電気

通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に規定する認

定電気通信事業者（以下「認定電気通信事業者」という。）が設置する

架空の道路横断電線及び各戸引込電線（認定電気通信事業者が設

置するものにあっては、電気通信事業法第１２０条第１項に規定する

認定電気通信事業（以下「認定電気通信事業」という。）の用に供する

ものに限る。）（条例第３条第６号関係） 

（11）ガス、電気、電気通信（認定電気通信事業者が設けるもので、認定

電気通信事業の用に供するものに限る。）、水道及び下水道の各戸

引込埋設管（条例第３条第６号関係） 

（12）公共的団体が設ける水管、下水道管及び揚水施設（条例第３条第

６号関係） 

（13）郵便切手の販売場所を示す規格化された看板（店舗に取付けられ

たもので、１店舗１個に限る。）（条例第３条第６号関係） 

（14）無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場（条例

第３条第６号関係） 
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（15）かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

（条例第３条第６号関係） 

（16）カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で、営利の目的が

なく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

（条例第３条第６号関係） 

（17）バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所 

（18）共同受信施設組合が設置する共同受信（テレビ難視聴用）施設

（条例第３条第６号関係） 

（19）地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合にお

ける当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等設定の際占用料徴

収を前提としている場合は、この限りでない。（条例第３条第６号関係） 

（20）前各号に掲げる物件のほか、慣行等から条例に定める額の占用料

を徴収することが不適当であると市長が認める物件（条例第３条第６

号関係） 

２ 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料を減額するものと

し、その占用料は当該各号に定めるところによる。 

（１）バス停留所標識 条例で定める占用料の額の２分の１に相当する額 

（２）電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバスの停留所標識に添加さ

れた広告（アーチであるものを除く。以下「添加広告」という。）並びに

建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区

域内に突出する広告のうち表裏２面に表示しているもの 条例で定め

る占用料の額の１０分の７（添加広告のうち巻付広告については２０分

の７）に相当する額 

（３）民営の水道事業（専用水道事業を除く。）に係るもの 条例で定める

占用料の額の２分の１に相当する額 

（４）駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第１７条第１項に規定する都市

計画として決定された路外駐車場に係るもの（条例第３条第５号関

係） 条例で定める占用料の額の４分の１に相当する額 

（５）駐車場（駐車場法第１７条第１項に規定する都市計画として決定さ

れた路外駐車場を除く。）及び自転車、原動機付自転車又は二輪自

動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具 条例で定

める占用料の額の２分の１に相当する額 

（６）公益法人が設ける有線テレビ（ＣＡＴＶ）の架空道路縦断電線 条例

で定める占用料の額の２分の１に相当する額 

（７）電線共同溝、キャブ等に設ける電線類（地下に設ける電線その他の

線類として占用料を徴収するものに限る。） 条例で定める占用料の
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額の５分の４に相当する額 

（８）電線共同溝、キャブ等に設ける電線類と一体不可分な物件（変圧器

等の地上機器をいう。） 条例で定める占用料の額の９分の１に相当

する額 

（９）道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設す

るために、占用許可を受けて地中に設ける電線類（地下に設ける電

線その他の線類として占用料を徴収するものを除く。）及びこれらと一

体不可分な物件（変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。） 条例で

定める占用料の額の９分の１に相当する額 

（10）電線類が上空に設置されていない道路において、占用許可を受け

て地中に設ける電線類（地下に設ける電線その他の線類として占用

料を徴収するものを除く。）及びこれらと一体不可分な物件 条例で

定める占用料の額の９分の１に相当する額 

（11）ＰＨＳ無線基地局その他これらに類する小型の無線基地局  基地

局１基当たり条例で定める占用料の額の１０分の３に相当する額 

（12）アーケード  条例で定める占用料の額の１０分の１に相当する額 

（13）道路法施行令第１６条の２各号に掲げるもの （当該物件等の設置

に併せて占用主体が提案する道路の維持管理への協力（占用区域

以外の除草、清掃、植樹の剪定等）が行われる場合に限る。） 条例

で定める占用料の額の１０分の１に相当する額 

（14）前各号に掲げる物件のほか、慣行等から条例に定める額の占用料

を徴収することが不適当であると市長が認める物件（条例第３条６号

関係） 条例で定める占用料の額の範囲内で市長が定める額 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 945 928 820 

金 額 （ 円 ） 80,784,530 80,227,840 87,590,540 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 532 689 621 

金 額 （ 円 ） － － － 

※ 令和４年度に関しては、上下水道の減免件数のみ把握できているとのことである。 

※ 減免の金額については、個別の集計を行っていないとのことである。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：昭和 46 年３月 20 日 

直近の改定履歴： 
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平成 30 年３月 23 日 

令和３年３月 30 日 

令和６年３月 26 日 

料金改定時の算定根拠 国土交通省道路局路政課道路利用調整室による「道路占用料改

定のポイント」を参考に、占用料の額の算定の基礎となる民間にお

ける地価水準及び地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適

正なものとするために適宜見直しを行っている。 

具体的には固定資産税評価額の評価替えのタイミングで定期的に

料金の改定を行っている。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

なお、道路占用料に関しては、所管課より個別に集計されるコストは識別していない旨の回答を

得た。このため、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づく、コスト試算は実施していない。 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較  東北地方の県庁所在都市 

（政令指定都市である仙台市を除く） 

（単位：円） 

 山形市 青森市 盛岡市 秋田市 福島市 

水道管（1m あたり） 

太 さ 0 . 0 7 m 未 満 

21 円 21 円 21 円 21 円 21 円 

水道管（1m あたり） 

0.07m 以上 0.1m 未満 

30 円 30 円 30 円 30 円 30 円 

水道管（1m あたり） 

0.1m 以上 0.15m 未満 

45 円 45 円 45 円 45 円 45 円 

水道管（1m あたり） 

0.15m 以上 0.2m 未満 

61 円 61 円 61 円 61 円 61 円 

第 １ 種 電 柱 

（ 1 本 あ た り ） 

570 円 570 円 570 円 570 円 570 円 

第 ２ 種 電 柱 

（ １ 本 あ た り ） 

870 円 870 円 870 円 870 円 870 円 

第 ３ 種 電 柱 

（ １ 本 あ た り ） 

1,200 円 1,200 円 1,200 円 1,200 円 1,200 円 
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（監査の結果） 

（１）料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、昭和 46 年３月 20 日に山形市道路占用料条例を制定し、道路占用料金を定めている。

道路占用料については、民間における地価水準及び地価に対する賃料の水準の変動等を反映し

た適正なものとするために適宜見直しを行っているものの、昭和 46年の料金設定時の算定根拠資

料の保管がされておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。このため、

制度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要な

資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の料

金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」に

従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（２）受益者負担割合の把握について 

所管課より道路占用料の原価に相当するコストは発生していないと認識しているとの回答を得た。

道路占用料に関しては、原価から積み上げて料金を計算する形ではなく、国が定めた基準単価を

もとに計算していることもあるが、山形市道路占用料条例のもと裁量をもって決定している。現状で

は、受益者負担の妥当性の検証が不可能である。受益者負担の妥当性を検証するプロセスは不

要であるのか、改めて検討するのが望ましい。【意見】 

 

（３）減免件数、減免金額の把握について 

市では、件数は把握しているが、金額は把握できていない状況である。受益者負担割合を算出

する上では、減免の正確な把握は不可欠であり、継続的に手数料を見直していく上では必要な要

素であることから、減免についてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握するか、金額

の把握が実務上著しく困難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から金額を見

積もる方針を定めるべきである。【指摘事項】 
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第５ 山形駅東口交通センター駐輪場使用料 

（概要） 

概 要 山形駅東口交通センター駐輪場（山形市香澄町一丁目１６−３）の駐輪料金 

所 管 課 名 都市整備部道路維持課 

料 金 体 系 駐輪料金 

 

                         （出典：山形市自転車等駐車場条例） 

根拠法令・基

準 

山形市自転車等駐車場条例 

山形市自転車等駐車場条例施行規則 

減 免 の 概 要 「山形市自転車等駐車場条例」より抜粋 

 

第５条 山形駅東口交通センター駐輪場及び山形市霞城セントラル駐輪場の

利用者からは、１回利用及び定期利用の区分に応じ、別表第２に定める駐輪料

金を徴収する。 

２ 前項の駐輪料金は、山形駅東口交通センター駐輪場の１回利用にあっては

入場の際に、山形市霞城セントラル駐輪場の１回利用にあっては出場の際に、

定期利用にあっては規則で定める定期駐輪券の発行の際に、それぞれ徴収す

る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 市長は、１回利用及び定期利用の利用期限（１回利用にあってはその入場

の日。以下同じ。）後も自転車等が駐輪されている場合には、その利用者から、

１回利用の駐輪料金に当該利用期限の日の翌日から当該自転車等が出場す

る日（第８条第１項の規定により市長が自転車等を撤去し、保管する場合は、当

該撤去の日とする。）までの日数を乗じて得た額を出場等の際に徴収する。 

４ 前項までの規定により徴収した駐輪料金は、還付しない。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

５ 市長は、特別の理由があると認めるときは、第１項から第３項までの規定によ

り徴収すべき駐輪料金を減免することができる。 

 

「山形市駐車場条例施行規則」より抜粋 

第５条 条例第５条第５項に規定する駐輪料金の減免に係る特別な理由とは、
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次の各号に掲げる者が駐輪場を利用する場合とし、減免の額は、当該各号に

定める額とする。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定に基づく

身体障害者手帳（以下「身体障がい者手帳」という。）の交付を受けている

者のうち、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別

表第５に定める１級、２級又は３級の障害を有する者 当該駐輪料金の全

額 

(２) 療育手帳（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通

知「療育手帳制度について」により定められた療育手帳制度要綱に規定

する療育手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けている者 当該駐輪料金

の全額 

(３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第 45 条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障がい者

保健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条に定め

る１級又は２級の障害を有する者 当該駐輪料金の全額 

(４) その他特別の事由があると認める者 当該事由に応じ市長が別に定め

る額 前項第１号から第３号までに掲げる者が駐輪料金の減免を受けようと

するときは、自転車等を入場若しくは出場させる際又は市長が指定する日

に身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳を提示

しなければならない。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 494,213 489,871 490,054 

金 額 （ 円 ） 15,610,700 15,629,750 15,422,700 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ）   371             284       464 

金 額 （ 円 ） － － － 

※ 減免の金額については、個別の集計を行っていないとのことである。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：平成６年３月 25 日 

駐輪場の供用開始：平成６年７月 20 日 

供用開始以後、これまでに料金改定が行われていない。 

料金改定時の算定根拠 供用開始以後、これまでに料金改定が行われていない。 
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（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 37,855,688 38,015,451 37,747,006 

（ 光 熱 費 ） 50,463 48,343 55,173 

（ 人 件 費 ） ― ― ― 

（ 合 計 ） 37,906,151 38,063,794 37,802,179 

※東口交通センター駐輪場、霞城セントラル駐輪場、済生館前地下駐輪場は一括して「自転車

対策予算執行状況」としてコスト管理されている。物件費は、指定管理料は駐輪場ごとの金額及び

それ以外の経費については駐輪場の収入額の割合で按分して集計した。光熱費は、各駐輪場の

収入額の割合で按分し「光熱費」に計上した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 41.2% 41.1% 40.8% 

（分子）使用料収入金額 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 40.8%から 41.2%である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「同種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関

して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく高い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用者の負担が重く公平性が崩れていると言える。受益者負担割合の観点も踏ま

えどのような利用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２）料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、平成６年３月 25 日に山形市自転車等駐車場条例を制定し、駐輪料金を定めている。ま

た、山形駅東口交通センター駐輪場は平成６年７月 20 日に供用開始しているが、料金設定時の
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算定根拠資料は保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。

このため、制度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】  

 

（３）料金の改定の検討状況について 

山形駅東口交通センター駐輪場は平成６年７月 20 日に供用開始しており、その後現在にいた

るまで、利用料金の改定が一度もなされていない。所管課によると、料金を改定することに伴い放

置自転車が増える可能性があるため、これまで料金改定、見直しを行ってこなかったとのことである。 

このような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきであ

る。【指摘事項】 

 

（４）減免件数、減免金額の把握について 

市では、件数は把握しているが、金額は把握できていない状況である。受益者負担割合を算出

する上では、減免の正確な把握は不可欠であり、継続的に手数料を見直していく上では必要な要

素であることから、減免についてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握するか、金額

の把握が実務上著しく困難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から金額を見

積もる方針を定めるべきである。【指摘事項】 
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第６ 霞城セントラル駐輪場使用料 

（概要） 

概 要 霞城セントラル駐輪場（山形市城南町一丁目 1 番 1 号）の駐輪料金 

所 管 課 名 都市整備部道路維持課 

料 金 体 系 駐輪料金 

 

                         （出典：山形市自転車等駐車場条例） 

根拠法令・基

準 

山形市自転車等駐車場条例 

山形市自転車等駐車場条例施行規則 

減 免 の 概 要 「山形市自転車等駐車場条例」より抜粋 

第５条 山形駅東口交通センター駐輪場及び山形市霞城セントラル駐輪場の

利用者からは、１回利用及び定期利用の区分に応じ、別表第２に定める駐輪料

金を徴収する。 

２ 前項の駐輪料金は、山形駅東口交通センター駐輪場の１回利用にあっては

入場の際に、山形市霞城セントラル駐輪場の１回利用にあっては出場の際に、

定期利用にあっては規則で定める定期駐輪券の発行の際に、それぞれ徴収す

る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 市長は、１回利用及び定期利用の利用期限（１回利用にあってはその入場

の日。以下同じ。）後も自転車等が駐輪されている場合には、その利用者から、

１回利用の駐輪料金に当該利用期限の日の翌日から当該自転車等が出場す

る日（第８条第１項の規定により市長が自転車等を撤去し、保管する場合は、当

該撤去の日とする。）までの日数を乗じて得た額を出場等の際に徴収する。 

４ 前項までの規定により徴収した駐輪料金は、還付しない。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

５ 市長は、特別の理由があると認めるときは、第１項から第３項までの規定によ

り徴収すべき駐輪料金を減免することができる。 

 

「山形市駐車場条例施行規則」より抜粋 

第５条 条例第５条第５項に規定する駐輪料金の減免に係る特別な理由とは、

次の各号に掲げる者が駐輪場を利用する場合とし、減免の額は、当該各号に
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定める額とする。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定に基づく

身体障害者手帳（以下「身体障がい者手帳」という。）の交付を受けている

者のうち、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別

表第５に定める１級、２級又は３級の障害を有する者 当該駐輪料金の全

額 

(２) 療育手帳（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通

知「療育手帳制度について」により定められた療育手帳制度要綱に規定

する療育手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けている者 当該駐輪料金

の全額 

(３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第 45 条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障がい者

保健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条に定め

る１級又は２級の障害を有する者 当該駐輪料金の全額 

(４) その他特別の事由があると認める者 当該事由に応じ市長が別に定め

る額 前項第１号から第３号までに掲げる者が駐輪料金の減免を受けようと

するときは、自転車等を入場若しくは出場させる際又は市長が指定する日

に身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳を提示

しなければならない。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 295,277 288,685 292,703 

金 額 （ 円 ） 9,809,000 9,480,850 9,473,600 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 39             51       49 

金 額 （ 円 ） － － － 

※ 減免の金額については、個別の集計を行っていないとのことである。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：平成６年３月 25 日 

駐輪場の供用開始：平成 13 年１月１日 

供用開始以後、これまでに料金改定が行われていない。 

料金改定時の算定根拠 供用開始以後、これまでに料金改定が行われていない。 

 

（実施した手続き） 
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当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 42,065,373 44,768,555 44,165,709 

（ 光 熱 費 ） 31,709 29,326 33,891 

（ 人 件 費 ） ― ― ― 

（ 合 計 ） 42,097,082 44,797,881 44,199,600 

※東口交通センター駐輪場、霞城セントラル駐輪場、済生館前地下駐輪場は一括して「自転車

対策予算執行状況」としてコスト管理されている。物件費は、指定管理料は駐輪場ごとの金額及び

それ以外の経費については駐輪場の収入額の割合で按分して集計した。光熱費は、各駐輪場の

収入額の割合で按分し「光熱費」に計上した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 23.3% 21.2% 21.4% 

（分子）使用料収入金額 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 21.2%から 23.3%である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「同

種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関して試算

した受益者負担割合との著しい乖離はない。 

 

（２）料金設時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、平成６年３月 25 日に山形市自転車等駐車場条例を制定し、駐輪料金を定めている。ま

た、霞城セントラル駐輪場は平成 13 年１月１日に供用開始しているが、料金設定時の算定根拠資

料は保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。このため、制

度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 
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料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金の改定の検討状況について 

霞城セントラル駐輪場は平成 13年１月１日に供用開始しており、その後現在にいたるまで、利用

料金の改定が一度もなされていない。市の担当部署によると、料金を改定することに伴い放置自

転車が増える可能性があるため、これまで料金改定、見直しを行ってこなかったとのことである。こ

のような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。この

ため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。

【指摘事項】 

 

（４）減免件数、減免金額の把握について 

市では、件数は把握しているが、金額は把握できていない状況である。受益者負担割合を算出

する上では、減免の正確な把握は不可欠であり、継続的に使用料・手数料を見直していく上では

必要な要素であることから、減免についてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握す

るか、金額の把握が実務上著しく困難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から

金額を見積もる方針を定めるべきである。【指摘事項】 
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第７ 西公園テニスコート等使用料 

（概要） 

概 要 山形市西公園に設置されているテニスコート及び屋内多目的コートを使用する

際に発生する料金 

所 管 課 名 まちづくり政策部公園緑地課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市ホームページ） 

根拠法令・

基 準 

山形市西公園屋内多目的コート及び西公園テニスコート条例 

減免の概要  

山形市西公園屋内多目的コート及び西公園テニスコート条例より抜粋 

 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免する

ことができる。 
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（出典：山形市体育施設等使用料減免基準） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 11,817 12,597 12,534 

金 額 （ 円 ） 15,197,220 16,364,660 16,879,810 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 1 1 1 

金 額 （ 円 ） 303,680 303,680 303,680 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 「西公園屋外テニスコート・屋内多目的コート使用料検討比較表」に

基づき、近隣の類似施設を比較検討し算定している。 

比較対象は、山形市総合スポーツセンター、天童市スポーツセンタ
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ー、山形県総合運動公園、中山町民テニスコート、すぱーく山辺、

すぱーく中山等。 

料 金 改 定 の 履 歴 平成 16 年度に設定し、以後見直しなし。 

料金改定時の算定根拠 設定以後、見直しの検討は行っていない。 

なお、指定管理制度導入等による西公園の運営体制の見直しが検

討されており、その中で料金改定の検討を予定している。 

 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

なお、西公園テニスコート等使用料に関しては、所管課より維持管理に要する費用は西公園全

体で把握しており、テニスコート等のみの維持管理費用を算出することは困難である旨の回答を得

た。このため、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針につい

て」に基づく、コスト試算は実施していない。 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較                             （単位：円） 

 山形市西公園 山形市総合スポーツセ

ンター 

天童市スポーツセンタ

ー 

テ ニ ス コ ー ト 

使 用 料 

350 円/時間 350 円/時間 530 円/時間 

屋内多目的コート 

使 用 料 

900 円/時間 ― 880 円/時間 

 

（監査の結果） 

（１）料金改定に関する方針の不備について 

当利用料金は、上記のとおり近隣の類似施設と比較検討し当初設定している。しかし、設定後

以降近隣の類似施設と比較検討し、均衡を図る等見直しを行っていない。この間、当初設定時に

比較対象とした類似施設は下記のとおりに見直しを行っている施設が複数ある。 

 

テニスコート使用料                                         （単位：円） 

 山形市総合スポ

ーツセンター 

天童市スポーツ

センター 

山形県総合運動

公園 

中山町民テニス

コート 

当 初 設 定 時 

（平成 16 年度） 

350 円/時間 510 円/時間 500 円/時間 300 円/時間 

令和７年 10 月 350 円/時間 530 円/時間 540 円/時間 310 円/時間 
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屋内多目的コート                                          （単位：円） 

 天童市スポーツ

センター 

山形県総合運動

公園 

すぱーく山辺 すぱーく中山 

当 初 設 定 時 

（平成 16 年度） 

840 円/時間 920 円/時間 500 円/時間 300 円/時間 

令和７年 10 月 880 円/時間 960 円/時間 600 円/時間 310 円/時間 

 

一方で、市ではこれまで見直しを行ってきておらず、また、見直しに関する基準や方針を設けて

いない。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 

 

（２）受益者負担割合の把握について 

上記のとおり、所管課より西公園全体で維持管理費用を把握していることからテニスコート等の

みの維持管理費用を算出することが困難であるとの回答を得た。なお、第２章 第３に記載の平成

20 年に行われた財政課主導の使用料・手数料について全庁的な検討を行った際には算出してい

た。 

現在、指定管理制度導入等による運営体制の見直しについて検討を進めており、その一環とし

て料金改定を検討するとのことだが、現状では、受益者負担の妥当性の検証が不可能であるため、

維持管理費用を算出できるよう把握すべきである。【指摘事項】 
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第８ 市営住宅使用料 

（概要） 

概 要 市営（公営）住宅の住民より収受する家賃。 

公営住宅の目的は、低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸

することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することである

（公営住宅法第１条）。 

所 管 課 名 まちづくり政策部住宅政策課 

料 金 体 系 公営住宅の家賃は、公営住宅法施行令第２条により、下記のとおりに定め

られる。 

 

（家賃）＝（①家賃算定基礎額）×（②市町村立地係数）×（③規模係数） 

×（④経過年数係数）×（⑤利便性係数） 

 

①家賃算定基礎額 

収入分位 50％以下を７つの階層に区分し、それぞれについて毎年度収入

の状況を考慮して設定する。 

 

 

②市町村立地係数 

市町村の地価を勘案して、0.7 以上 1.6 以下で国土交通大臣が市町村ご

とに定める数値であり、山形市は 0.85。 

 

収入分位 全国の全ての２人以上世帯を収入の低い順に並べたもの
収入分位25％とは、全国の２人以上世帯を収入の低い順に並べ、
収入の低い方から４分の１番目に該当する収入に相当する分位。
低い方から25％の順番にあたる世帯。
収入分位50％とは、全国の２人以上世帯を収入の低い順に並べ、
中間に該当する収入に相当する分位。
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③規模係数 

各住戸の床面積に応じて定められる数値（面積÷６５㎡）。 

 

④経過年数係数 

当該住宅の竣工年度からの経過年数に応じて、１以下で国土交通大臣が

定める数値。 

 

⑤利便性係数 

区域及びその周辺の地域の状況、当該住宅の設備等を勘案して、0.5 以

上 1.3 以下で設定するもの。不動産鑑定評価基準（平成２年 10 月 26 日

土地鑑定委員会答申）に定める土地及び建物に関する個別的要因を参

考としつつ、地域の実情等を適切に反映した数値とする。 

 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市営住宅条例 

減 免 の 概 要 低収入、疾病、災害、その他特別の事情がある場合、家賃の減免をするこ

とができ、減免額は入居者個々の事情に応じてその都度決定している。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 16,869 16,443 15,928 

金 額 （ 円 ） 379,980,110 374,048,998 361,994,648 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 218 264 264 

金 額 （ 円 ） 7,478,200 8,896,700 10,982,800 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 政令で定める家賃の算定方法（公営住宅法施行令第２条） 

料 金 改 定 の 履 歴 直近改定は令和７年４月。 

経過年数に応じて毎年見直しを行っている。 

料金改定時の算定根拠 使用料算定において、住宅の経過年数が算定式に含まれるため、

毎年変更になる可能性がある。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 
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・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 142,351,562 237,530,545 270,762,796 

（ 光 熱 費 ） 2,294,561 2,578,705 2,089,620 

（ 人 件 費 ） 80,352,375 72,838,249 80,099,193 

（ 合 計 ） 224,998,498 312,947,499 352,951,609 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 172.2% 122.4% 105.7% 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

<参考：減価償却費考慮後のコストに基づく試算> 

 令 和 ６ 年 度 

減 価 償 却 費 377,780,058 

償 却 後 コ ス ト 730,731,667 

受益者負担割合 51.0％ 

※受益者負担割合が 100%を超過しているため、減価償却費を考慮した場合の試算を実施した。 

なお、減価償却費は、建物についてのみとし、固定資産台帳の減価償却累計額の令和６年

度末と令和５年度末の差額を記載している。 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は３年連続で低下傾向にあるが 105.7%から

172.2%の水準にある。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「施設利用に係る受益者負担を求める割合は、原則として 50％」と定めており、著しく乖離して

いる。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく高い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用者の負担が重く公平性が崩れていると言える。上記のとおり、政令に定められ

た算定式及び計算要素により、家賃は算出されるが、市に全く裁量がないわけではない。受益者

負担割合の観点も踏まえどのような利用料の水準がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

なお、公営住宅は、地方公共団体（都道府県・市町村）が公営住宅法に基づいて建設・管理し

ている賃貸住宅であり、主に低所得者、高齢者、障がい者など住宅確保に困窮する方々を対象に、
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比較的低廉な家賃で提供されている制度である。そのため、公営住宅の家賃は、入居者の所得や

住宅の規模、立地、築年数などを総合的に考慮して家賃を算定する「応能応益家賃制度」によっ

て定められている。 

また、試算した受益者負担割合が 100%を超過していることから、減価償却費を考慮した場合の

受益者負担割合を試算した。減価償却費を考慮した受益者負担割合は 51.0%であり、基本方針で

定めている 50％と同水準である。 

 

（２）最低賃金の上昇に伴う収入分位の見直しについて 

市営住宅使用料は既述のとおり、下記算式で求めた金額に利用者の収入に応じて負担を求め

ている。公営住宅の使用料は公営住宅法及び公営住宅法施行令で定められており、具体的な算

定方法は同施行令第２条で定められている。そのため、基本的に政令によって算定方法が定めら

れているが、住宅の存する地域の状況及び当該住宅の設備等を勘案して事業主体が定めること

ができる利便性計数は市の裁量で設定されている。 

 

【政令で定める家賃の算定方法（公営住宅法施行令第２条）】 

（家賃）＝（①家賃算定基礎額）×（②市町村立地係数）×（③規模係数）×（④経過年数係数） 

×（⑤利便性係数） 

         

 

 

 

一方で、昨今、物価高騰及び最低賃金の上昇を受け、給与所得者の所得水準が上昇している

ことが想定される。 

収入分位 全国の全ての２人以上世帯を収入の低い順に並べたもの
収入分位25％とは、全国の２人以上世帯を収入の低い順に並べ、
収入の低い方から４分の１番目に該当する収入に相当する分位。
低い方から25％の順番にあたる世帯。
収入分位50％とは、全国の２人以上世帯を収入の低い順に並べ、
中間に該当する収入に相当する分位。
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市営住宅に住んでいる方の中で給与所得者がいれば、上昇する所得水準に合わせて収入分

位の階層が上昇することが想定され、市営住宅家賃の負担も増加することとなる。 

監査人の所感であるが、物価高騰を踏まえて国の政策で最低賃金を上げ、収入が増加したにも

かかわらず、市営住宅の負担額が増加してしまっては、公営住宅制度の目的である住宅に困窮す

る低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄

与するという趣旨と相違することになると考える。 
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第９ 市営住宅駐車場使用料 

（概要） 

概 要 市営住宅入居者より収受する市営住宅駐車場の料金 

所 管 課 名 まちづくり政策部住宅政策課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市営住宅条例） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市営住宅条例 

減 免 の 概 要 低収入、疾病、災害、その他特別の事情がある場合、家賃の減免をするこ

とができ、減免額は入居者個々の事情に応じてその都度決定している。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 162 156 145 

金 額 （ 円 ） 18,637,200 18,154,800 17,540,400 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 「山形市公有財産の取得、管理及び処分に関する規則」に基づき

算定を行い、近隣の相場も勘案した上で、山形県が設定している市

内の県営住宅駐車場使用料を参考にして決定した。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：平成 5 年４月１日 

最終改定：平成 12 年４月 

料金改定時の算定根拠 行政財産目的外使用料、近隣民間駐車場料金、県営住宅駐車場

Ｐ 住宅名 所在地
①屋外

１台当り単価
（円）

①台数
②屋内

１台当り単価
（円）

②台数
台数
合計

1 末広住宅 山形市営末広住宅地内 1,600 105 105

2 飯塚住宅 山形市営飯塚住宅地内 1,300 206 206

3 薬師町住宅 山形市営薬師町住宅地内他 1,600 60 60

4 松原住宅 山形市営松原住宅地内 1,600 36 36

5 飯田住宅 山形市営飯田住宅地内 1,600 90 90

6 松山住宅 山形市営松山住宅地内 1,600 11 11

7 元木住宅 山形市営元木住宅地内 1,600 120 120

8 中桜田住宅 山形市営中桜田住宅地内 1,400 83 83

9 大森住宅 山形市営大森住宅地内 1,300 100 100

10 北部住宅 山形市営北部住宅地内 1,600 45 45

11 銅町住宅 山形市営銅町住宅地内 1,600 82 2,400 36 118

12 双葉町住宅 山形市営双葉町住宅地内 1,600 30 30

13 南山形住宅 山形市営南山形住宅地内 1,500 179 179

14 小白川住宅 山形市営小白川住宅地内 1,600 11 11
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料金を調査した結果、入居者が低所得者層であることを考慮し、県

営住宅駐車場料金に倣い算定した。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

なお、市営住宅駐車場使用料に関しては、コストは発生していない旨の回答を得た。このため、

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に基づく、

コスト試算は実施していない。 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較              （単位：円） 

 山形市 山形県 

（山形市内） 

公営住宅駐車場

使用料 

1,300～1,600 円 1,600～2,100 円 

※山形県営住宅の駐車場利用料金は令和７年 10 月時点のもので記載した。 

 

（監査の結果） 

（１）料金改定に関する方針の不備について 

平成 12 年の料金改定以降、市ではこれまで検討はしたものの料金自体の見直しは行ってきて

おらず、また、当料金の見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 
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第 10 税務に関する証明手数料 

（概要） 

概 要 山形市で発行する各種税務に関する証明書等の手数料 

所 管 課 名 財政部資産税課 

料 金 体 系 

 

 

(出典：山形市ホームページ) 

根拠法令・基準 山形市手数料条例 

減 免 の 概 要 山形市手数料条例より抜粋 

 

（手数料の減免等） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、第２条
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の手数料を徴収しない。 

(１) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による扶助を受けている者から

請求があったとき。 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30 号）

第 14 条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成

19 年法律第 127 号）附則第４条第１項に規定する支援給付又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 106 号。以下この号において「25

年改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定によりなお従前

の例によることとされた 25 年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給

付若しくは 25 年改正法附則第２条第３項に基づく支援給付を含む。）を受け

ている者から請求があったとき。 

(３) 天災地変等により災害を受けた者から被災に関する証明の請求があっ

たとき。 

(４) 年金の受給者その他別に定める者から住民基本台帳に記載した事項

に関する証明の請求があったとき。 

(５) 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 416 条第３項又は第 419 条第

８項の規定により公示した縦覧の期間内において、納税義務者から同法第

382 条の２に規定する固定資産課税台帳の閲覧の請求があったとき。 

(６) 国若しくは地方公共団体又はこれらの職員からその公務に関し必要な

もの（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の規定に基づく事務に係るも

のを除く。）として請求等があったとき。 

２ 市長は、特に必要と認めるときは、第２条の手数料を減免することができ

る。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 38,965 35,760 37,746 

金 額 （ 円 ） 12,678,350 11,692,450 11,447,800 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 132 101 118 

金 額 （ 円 ） 39,600 30,300 35,400 

※減免については、生活保護受給者に対する分のみを記載している。この他、固定資産課税台

帳縦覧期間中の閲覧者等の減免が生じているが、下記（監査の結果）（２）に記載の状況から、

減免金額・減免件数が把握できるのは、生活保護受給者に対する減免であるためである。 
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・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 昭和 42 年、庁内他部署や近隣自治体等との均衡を図り、当初設定

した。 

料 金 改 定 の 履 歴 昭和 42 年に設定以降、昭和 47 年、昭和 52 年、昭和 59 年に料金

を改定した。 

料金改定時の算定根拠 当初設定時と同様に、庁内他部署や近隣自治体等との均衡の観点

から料金を改定した。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 人 件 費 ） 9,530,890 11,197,538 13,646,794 

（維持費及び消耗品費） 683,225 817,168 1,941,637 

（ 合 計 ） 10,214,115 12,014,706 15,588,431 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 124.5％ 97.6％ 73.7％ 

（分子）手数料収入金額・減免金額の合計 （分母）維持費及び消耗品費・人件費の合計 

 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較（東北地方の県庁所在都市）            （単位：円） 

 山形市 青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 福島市 

納税に関する証明手

数 料 

300 円 300 円 400 円 300 円 300 円 300 円 

所得に関する証明手

数 料 

300 円 300 円 400 円 300 円 300 円 300 円 

資産に関する証明手

数 料 

300 円 300 円 400 円 300 円 300 円 300 円 
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土地に関する証明手

数 料 

300 円 300 円 400 円 300 円 300 円 300 円 

建物に関する証明手

数 料 

300 円 300 円 400 円 300 円 300 円 300 円 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は３年連続で低下傾向にあり、124.5%から

73.7%へと低下している。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「手

数料は事務経費の対価であり、受益者負担割合は原則として 100%」と定めており、当手数料に関

して試算した受益者負担割合との著しい乖離はない。 

 

（２）減免件数、減免金額の把握について 

税務に関する証明手数料の減免について、減免件数及び減免金額の把握を正確に行っている

のは、生活保護受給者に対する減免のみである。この他の減免として、山形市手数料条例に従い、

下記の減免が生じている。 

 

・固定資産課税台帳縦覧期間中の閲覧に関する減免（件数のみ把握） 

・公用請求に関する減免（件数、金額ともに把握していない） 

・就学支援に用いる課税証明に関する減免（件数、金額ともに把握していない） 

 

十分な把握を行っていないのは、市民サービスの向上を図るため、正確で迅速な証明書の交付

を優先していることによるものであるが、受益者負担割合を算出する上では、減免の正確な把握は

不可欠であり、継続的に使用料・手数料を見直していく上では必要な要素であることから、減免に

ついてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握するか、金額の把握が実務上著しく困

難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から金額を見積もる方針を定めるべきで

ある。【指摘事項】 

 

（３） 当手数料の見直しについて 

当手数料の改定方針として、当初設定時から変わらず、庁内他部署や近隣自治体等との均衡

を図る方針を持っている。また、平成 20 年においては、近隣自治体のみならず、東北地方の県庁

所在都市との比較を行い、均衡を図っている。 

このように、昭和 59 年以降は実際の見直しには至ってはいないが、当初設定時から変わらず庁

内他部署や近隣自治体との均衡を図る取組は継続的に行われている。 
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第 11 印鑑に関する証明等手数料 

（概要） 

概 要 諸証明書（住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄・抄本、戸籍の

附票、印鑑登録証明書等）の交付に係る手数料 

所 管 課 名 市民生活部市民課 

料 金 体 系 

 

(出典：所管課により作成) 

根拠法令・基準 山形市手数料条例 

減 免 の 概 要 山形市手数料条例より抜粋 

 

（手数料の減免等） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、第２条

の手数料を徴収しない。 

(１) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による扶助を受けている者から

請求があったとき。 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30 号）

第 14 条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成

19 年法律第 127 号）附則第４条第１項に規定する支援給付又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 106 号。以下この号において「25

年改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定によりなお従前

の例によることとされた 25 年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑

証明書の種類 市民課窓口
(市役所1階2番窓口)

コンビニ交付※
即日コミセン

市民課証明コーナー

住民票の写し 300 200 300

住民票記載事項証明書 200 ー 200

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450 350 450

【広域】戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450 ー ー

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450 350 450

戸籍の附票の写し(現在・改製) 300 200 300

改製原戸籍(昭和・平成) 750 ー 750

【広域】改製原戸籍(昭和・平成) 750 ー ー

除籍全部事項証明書(謄本) 750 ー 750

【広域】除籍全部事項証明書(謄本) 750 ー ー

除籍個人事項証明書(抄本) 750 ー 750

受理証明書(A4) 350 ー ー

受理証明書(賞状タイプ) 1,400 ー ー

戸籍届出書の記載事項証明書 350 ー ー

印鑑登録証明書 300 200 300

身分証明書 300 ー ー

家屋証明書 1,300 ー ー

転出証明書 無料 ー ー

り災証明書(個人の申請) 無料 ー ー

り災証明書(法人の申請) 無料 ー ー

独身証明書 300 ー ー

【広域】独身証明書 300 ー ー

不在住・不在籍証明書 300 ー ー

【広域】住民票の写し 300 ー ー

戸籍電子証明書提供用識別符号 400 ー ー

除籍電子証明書提供用識別符号 700 ー ー

証明書の種類 資産税課窓口
(市役所２階23番窓口)

コンビニ交付※
即日コミセン

市民課証明コーナー

課税（所得）証明 300 200 ー
※ コンビニ交付での減額は、令和7年12月末まで
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な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給

付若しくは 25 年改正法附則第２条第３項に基づく支援給付を含む。）を受け

ている者から請求があったとき。 

(３) 天災地変等により災害を受けた者から被災に関する証明の請求があっ

たとき。 

(４) 年金の受給者その他別に定める者から住民基本台帳に記載した事項

に関する証明の請求があったとき。 

(５) 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 416 条第３項又は第 419 条第

８項の規定により公示した縦覧の期間内において、納税義務者から同法第

382 条の２に規定する固定資産課税台帳の閲覧の請求があったとき。 

(６) 国若しくは地方公共団体又はこれらの職員からその公務に関し必要な

もの（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の規定に基づく事務に係るも

のを除く。）として請求等があったとき。 

２ 市長は、特に必要と認めるときは、第２条の手数料を減免することができ

る。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 281,099 279,558 274,812 

金 額 （ 円 ） 90,283,360 85,682,050 80,894,100 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 285 220 350 

金 額 （ 円 ） 97,350 77,200 130,850 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

他自治体と均衡していることから、他自治体と均衡を図り設定したも

のと推定される。 

料 金 改 定 の 履 歴 料金改定は設定以降、行っていない。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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（ 人 件 費 ） 64,919,044 61,433,744 56,999,644 

（維持費及び消耗品費） 55,870,643 60,118,076 67,331,429 

（ 合 計 ） 120,789,687 121,551,820 124,331,073 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 74.8％ 70.6％ 65.2％ 

（分子）手数料収入金額・減免金額の合計 （分母）維持費及び消耗品費・人件費の合計 

 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較（東北地方の県庁所在都市）            （単位：円） 

 山形市 青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 福島市 

住 民 票 の 写 し 300 円 300 円 300 円 300 円 300 円 300 円 

住民票記載事項証明

書 

200 円 200 円 300 円 300 円 300 円 300 円 

戸籍全部事項証明書

( 戸 籍 謄 本 ) 

450 円 450 円 450 円 450 円 450 円 450 円 

改製原戸籍(昭和・平

成 ) 

750 円 750 円 750 円 750 円 750 円 750 円 

受 理 証 明 書 ( A 4 ) 350 円 350 円 350 円 350 円 350 円 350 円 

戸籍届出書の記載事

項 証 明 書 

350 円 350 円 350 円 350 円 350 円 350 円 

印 鑑 登 録 証 明 書 300 円 300 円 400 円 300 円 300 円 300 円 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針につ

いて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 65.2％から 74.8％である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「手

数料は事務経費の対価であり、受益者負担割合は原則として 100%とする」と定めており、当利用料

に関して試算した受益者負担割合との著しい乖離はない。 

 

（２）料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

料金設定時の算定根拠資料は保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確

認できなかった。このため、制度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 
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「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

当料金に関して、手数料設定時以降、市ではこれまで見直しを行ってきておらず、また、見直し

に関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 
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第 12 狂犬病予防注射済票交付等手数料 

（概要） 

概 要 山形市動物愛護センターにて収受する、狂犬病予防法の規定に基づく、犬

の登録や狂犬病予防注射済票の交付等に係る手数料 

所 管 課 名 健康医療部 動物愛護センター 

料 金 体 系 

 

根拠法令・基準 狂犬病予防法、同施行令、山形市保健衛生関係手数料条例 

減 免 の 概 要 山形市保健衛生関係手数料条例より抜粋 

 

（手数料の減免） 

第４条 市長は、特に必要と認めるときは、手数料を減免することができる。 

 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 8,859 8,734 8,701 

金 額 （ 円 ） 6,528,230 6,452,060 6,385,820 

※減免は実績がなく、記載を省略する。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 狂犬病予防法（昭和 25 年制定）により、犬の登録事務は山形県

が行っていた。この際、地方公共団体手数料令（昭和 30 年制定）に

より、手数料の上限が定められており、その金額の設定に当たって

は、犬の鑑札の材料及び人件費、物価変動等の登録事務に要する

経費の実費を勘案して、都道府県により決定されていた。 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

（平成 11 年制定）による狂犬病予防法の改正により、犬の登録事務

が山形市の事務とされた一方で、地方公共団体手数料令は平成 12

年に廃止された。こうした経緯から、山形市での当初設定（平成 11

年）は、当時の地方公共団体手数料令で定める上限額であった山

形県の料金を引き継いだが、残っている資料は条例改正の原議の

みであり、どのような考え方をもとに山形県が定めた料金を引き継い
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だかの資料は監査期間中に確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 山形市の業務となった平成 11 年以降、改正はない。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 人 件 費 ） 385,398 493,265 450,443 

（維持費及び消耗品費） 4,354,041 4,716,182 4,888,007 

（ 合 計 ） 4,739,439 5,209,447 5,338,450 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

※維持費及び消耗品費には、山形県獣医師会への委託料（犬の登録事務委託、注射済票交

付事務委託等）を含む。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 137.7％ 123.9％ 119.6％ 

（分子）手数料収入金額・減免金額の合計 （分母）人件費・維持費及び消耗品費の合計 

 

<参考：減価償却費考慮後のコストに基づく試算> 

 令和６年度 

減価償却費 5,227,396 

償却後コスト 10,565,846 

受益者負担割合 60.4% 

※受益者負担割合が 100%を超過しているため、減価償却費を考慮した場合の試算を実施した。 

なお、減価償却費は、建物についてのみとし、固定資産台帳の減価償却累計額の令和６年

度末と令和５年度末の差額を記載している。 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較（東北地方の県庁所在都市）            （単位：円） 

 山形市 青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 福島市 

犬 の 登 録 手 数 料 3,000 円 3,000 円 3,000 円 3,000 円 3,000 円 3,000 円 
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狂犬病予防注射済票

交 付 手 数 料 

550 円 550 円 550 円 550 円 550 円 550 円 

犬の鑑札再交付手数

料 

1,600 円 1,600 円 1,600 円 1,600 円 1,600 円 1,600 円 

狂犬病予防注射済票

再 交 付 手 数 料 

340 円 340 円 340 円 340 円 340 円 340 円 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 119.6％から 137.7％である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「手

数料は事務経費の対価であり、受益者負担割合は原則として 100%とする」と定めており、当使用料

に関して試算した受益者負担割合との著しい乖離はない。 

なお、試算した受益者負担割合が 100%を超過していることから減価償却費を考慮した場合の受

益者負担割合を試算した。減価償却費を考慮した受益者負担割合は 60.4%である。 

 

（２） 料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、山形市保健衛生関係手数料条例を制定するにあたり当時の所管課において検討を行ってい

たことは口頭では確認できたが、残っている文書は条例改正の原議のみであるとのことであった。

このため、料金設定時の考え方を確認することは出来なかった。平成 12 年に廃止文書となった地

方公共団体手数料令に従い、山形県が犬の鑑札の材料及び人件費、物価変動等の登録事務に

要する経費の実費を勘案して決定した料金を引き継いだものであるが、条例改正の原議を閲覧し

た結果、市がどのような考え方をもって山形県の料金を妥当と判断し引き継いだのかは理解できな

かった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

手数料設定時以降、市ではこれまで見直しを行ってきておらず、また、当料金の見直しに関する

基準や方針を設けていない。過去において地方公共団体手数料令で定める上限額に設定された
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経緯があることによるものであること及びほとんどの自治体で一律の金額となっている現状がある中

改定は容易ではないことは理解できるが、現在は手数料設定の裁量は市が持つものであり、手数

料に係る負担の公平性を保つことは、市に委ねられている。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 
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第 13 食品衛生許可申請等手数料 

（概要） 

概 要 食品衛生法に基づき食品関連事業の営業許可の申請や各種検査（例

えば、細菌検査や水質検査など）を受ける際に、山形市に支払う料金 

所 管 課 名 健康医療部生活衛生課 

料 金 体 系 I. 別表（第 2 条関係）：保健衛生関係事務の手数料 

No. 事務 名称 金額 

1 

食品衛生法に基づく

営業の許可の申請に

対する審査 1 

食品営業許可申

請手数料 2 

付表の左欄に掲げる

営業の種類に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に

定める額 3 

2 

食品衛生法に基づく

営業の許可に係る許

可証の書換え交付 4 

食品営業許可証

書換え交付手数

料 5 

2,000 円 6 

3 

食品衛生法に基づく

営業の許可に係る許

可証の再交付 7 

食品営業許可証

再交付手数料 8 
2,500 円 9 

4 
理容師法に基づく理

容所の検査 10 

理容所検査手数

料 11 
16,000 円 12 

5 

温泉法に基づく温泉

の利用の許可の申請

に対する審査 13 

温泉利用許可申

請手数料 14 
35,000 円 15 

6 

温泉法に基づく温泉

の利用の許可を受け

た者の地位の承継の

承認の申請に対する

審査 16 

温泉利用許可承

継承認申請手数

料 17 

7,400 円 18 

7 

興行場法に基づく興

行場営業の許可の申

請に対する審査 19 

興行場営業許可

申請手数料 20 

22,000 円 (仮設の興

行場に係る許可の申

請にあっては、7,000

円) 21 

8 

旅館業法に基づく旅

館業の許可の申請に

対する審査 22 

旅館業許可申請

手数料 23 
22,000 円 24 
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9 

旅館業法に基づく旅

館業の許可を受けた

者の地位の承継の承

認の申請に対する審

査 25 

旅館業許可承継

承認申請手数料 

26 

7,400 円 27 

10 

公衆浴場法に基づく

浴場業の経営の許可

の申請に対する審査 

28 

公衆浴場業許可

申請手数料 29 
22,000 円 30 

11 

化製場等に関する法

律に基づく化製場の

設置の許可の申請に

対する審査 31 

化製場設置許可

申請手数料 32 
24,000 円 33 

12 

化製場等に関する法

律に基づく死亡獣畜

取扱場等の設置の許

可の申請に対する審

査 34 

死亡獣畜取扱場

等設置許可申請

手数料 35 

1 件につき 8,000 円 36 

13 

化製場等に関する法

律に基づく動物の飼

養又は収容の許可の

申請に対する審査 37 

動物の飼養又は

収容の許可申請

手数料 38 

18,000 円 39 

14 

医療法に基づく診療

所の開設の許可の申

請に対する審査 40 

診療所開設許可

申請手数料 41 
11,000 円 42 

15 

医療法に基づく助産

所の開設の許可の申

請に対する審査 43 

助産所開設許可

申請手数料 44 
8,000 円 45 

16 
医療法に基づく病院

の検査 46 

病院検査手数料 

47 

43,000 円 (実地の検

査を受けない場合にあ

っては、14,000 円) 48 

17 
医療法に基づく診療

所の検査 49 

診療所検査手数

料 50 

22,000 円 (実地の検

査を受けない場合にあ

っては、7,300 円) 51 
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18 
医療法に基づく助産

所の検査 52 

助産所検査手数

料 53 

16,000 円 (実地の検

査を受けない場合にあ

っては、5,400 円) 54 

19 

死体解剖保存法に基

づく死体の保存の許

可の申請に対する審

査 5555 

死体保存許可申

請手数料 5656 
3,400 円 5757 

20 

クリーニング業法に基

づくクリーニング所の

検査 5858 

クリーニング所検

査手数料 5959 
16,000 円 6060 

21 
狂犬病予防法に基づ

く犬の登録 6161 

犬の登録手数料 

6262 

1 頭につき 3,000 円 

6363 

22 

狂犬病予防法に基づ

く狂犬病予防注射済

票の交付 6464 

狂犬病予防注射

済票交付手数料 

6565 

550 円 6666 

23 

狂犬病予防法施行令

に基づく犬の鑑札の

再交付 6767 

犬の鑑札の再交

付手数料 6868 
1,600 円 6969 

24 

狂犬病予防法施行令

に基づく狂犬病予防

注射済票の再交付 

7070 

狂犬病予防注射

済票再交付手数

料 7171 

340 円 7272 

25 

毒物及び劇物取締法

に基づく毒物又は劇

物の販売業の登録の

申請に対する審査 

7373 

毒物劇物販売業

登録申請手数料 

7474 

18,500 円 7575 

26 

毒物及び劇物取締法

に基づく毒物又は劇

物の販売業の登録の

更新の申請に対する

審査 7676 

毒物劇物販売業

登録更新申請手

数料 7777 

9,400 円 7878 
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27 

毒物及び劇物取締法

施行令に基づく毒物

又は劇物の販売業の

登録票の書換え交付 

7979 

毒物劇物販売業

登録票書換え交

付手数料 8080 

2,500 円 8181 

28 

毒物及び劇物取締法

施行令に基づく毒物

又は劇物の販売業の

登録票の再交付 8282 

毒物劇物販売業

登録票再交付手

数料 8383 

4,200 円 8484 

29 

と畜場法に基づく一

般と畜場の設置の許

可の申請に対する審

査 8585 

一般と畜場設置

許可申請手数料 

8686 

22,000 円 8787 

30 

と畜場法に基づく簡

易と畜場の設置の許

可の申請に対する審

査 8888 

簡易と畜場設置

許可申請手数料 

8989 

10,000 円 9090 

31 

と畜場法に基づく獣

畜のとさつ又は解体

に係る検査 9191 

と畜検査手数料 

9292 

牛又は馬: 1,100 円 

(生後 1 年未満の牛又

は馬に係る検査にあっ

ては、550 円) / 豚: 

400 円 / めん羊又は

山羊: 200 円 9393 

32 
美容師法に基づく美

容所の検査 9494 

美容所検査手数

料 9595 
16,000 円 9696 

33 

臨床検査技師等に関

する法律に基づく衛

生検査所の登録の申

請に対する審査 9797 

衛生検査所登録

申請手数料 9898 
80,000 円 9999 

34 

臨床検査技師等に関

する法律に基づく衛

生検査所の登録の変

更の申請に対する審

査 100100 

衛生検査所登録

変更申請手数料 

101101 

61,000 円 102102 
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35 

臨床検査技師等に関

する法律施行規則に

基づく衛生検査所の

登録証明書の書換え

交付 103103103 

衛生検査所登録

証明書書換え交

付手数料 104104104 

8,200 円 105105105 

36 

臨床検査技師等に関

する法律施行規則に

基づく衛生検査所の

登録証明書の再交付 

106 

衛生検査所登録

証明書再交付手

数料 107 

8,200 円 108 

37 

医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律に基づく薬

局の開設の許可の申

請に対する審査 109 

薬局開設許可申

請手数料 110 
32,000 円 111 

38 

医薬品医療機器等法

に基づく薬局の開設

の許可の更新の申請

に対する審査 112 

薬局開設許可更

新申請手数料 113 
14,000 円 114 

39 

医薬品医療機器等法

に基づく薬局製造販

売医薬品の製造販売

業の許可の申請に対

する審査 115 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

許可申請手数料 

116 

6,800 円 117 

40 

医薬品医療機器等法

に基づく薬局製造販

売医薬品の製造販売

業の許可の更新の申

請に対する審査 118 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

許可更新申請手

数料 119 

4,800 円 120 

41 

医薬品医療機器等法

に基づく薬局製造販

売医薬品の製造業の

薬局製造販売医

薬品製造業許可

申請手数料 122 

12,700 円 123 
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許可の申請に対する

審査 121 

42 

医薬品医療機器等法

に基づく薬局製造販

売医薬品の製造業の

許可の更新の申請に

対する審査 124 

薬局製造販売医

薬品製造業許可

更新申請手数料 

125 

6,300 円 126 

43 

医薬品医療機器等法

に基づく薬局製造販

売医薬品の製造販売

の承認の申請に対す

る審査 127 

薬局製造販売医

薬品製造販売承

認申請手数料 128 

100 円 129 

44 

医薬品医療機器等法

に基づく薬局製造販

売医薬品の製造販売

の承認事項の一部変

更の承認の申請に対

する審査 130 

薬局製造販売医

薬品製造販売承

認事項一部変更

承認申請手数料 

131 

100 円 132 

45 

医薬品医療機器等法

に基づく医薬品の販

売業（店舗販売業に

限る。）の許可の申請

に対する審査 133 

医薬品販売業許

可申請手数料 134 
32,000 円 135 

46 

医薬品医療機器等法

に基づく医薬品の販

売業の許可の更新の

申請に対する審査 

136 

医薬品販売業許

可更新申請手数

料 137 

14,000 円 138 

47 

医薬品医療機器等法

に基づく高度管理医

療機器等（特定保守

管理医療機器を含

む。）の販売業又は貸

高度管理医療機

器等の販売業又

は貸与業の許可

申請手数料 140 

32,000 円 141 
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与業の許可の申請に

対する審査 139 

48 

医薬品医療機器等法

に基づく高度管理医

療機器等の販売業又

は貸与業の許可の更

新の申請に対する審

査 142 

高度管理医療機

器等の販売業又

は貸与業の許可

更新申請手数料 

143 

14,000 円 144 

49 

医薬品医療機器等法

に基づく管理医療機

器の販売業又は貸与

業についての届出が

あった旨の証明書の

交付 145 

管理医療機器の

販売業又は貸与

業の届出済証明

書交付手数料 146 

2,000 円 147 

50 

医薬品医療機器等法

施行令に基づく薬局

開設の許可証の書換

え交付 148 

薬局開設許可証

書換え交付手数

料 149 

2,100 円 150 

51 

医薬品医療機器等法

施行令に基づく薬局

開設の許可証の再交

付 151 

薬局開設許可証

再交付手数料 152 
3,000 円 153 

52 

医薬品医療機器等法

施行令に基づく薬局

製造販売医薬品の製

造販売業の許可証の

書換え交付 154 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

許可証書換え交

付手数料 155 

2,100 円 156 

53 

医薬品医療機器等法

施行令に基づく薬局

製造販売医薬品の製

造販売業の許可証の

再交付 157 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

許可証再交付手

数料 158 

3,000 円 159 

54 
医薬品医療機器等法

施行令に基づく薬局

薬局製造販売医

薬品製造業許可
2,100 円 162 
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製造販売医薬品の製

造業の許可証の書換

え交付 160 

証書換え交付手

数料 161 

55 

医薬品医療機器等法

施行令に基づく薬局

製造販売医薬品の製

造業の許可証の再交

付 163 

薬局製造販売医

薬品製造業許可

証再交付手数料 

164 

3,000 円 165 

56 

医薬品医療機器等法

施行令に基づく医薬

品の販売業又は高度

管理医療機器等の販

売業若しくは貸与業

の許可証の書換え交

付 166 

医薬品の販売業

又は高度管理医

療機器等の販売

業若しくは貸与業

の許可証書換え

交付手数料 167 

2,100 円 168 

57 

医薬品医療機器等法

施行令に基づく医薬

品の販売業又は高度

管理医療機器等の販

売業若しくは貸与業

の許可証の再交付 

169 

医薬品の販売業

又は高度管理医

療機器等の販売

業若しくは貸与業

の許可証再交付

手数料 170 

3,000 円 171 

58 

動物の愛護及び管理

に関する法律に基づ

く第一種動物取扱業

の登録の申請に対す

る審査 172 

第一種動物取扱

業登録手数料 173 
15,000 円 174 

59 

動物の愛護及び管理

に関する法律に基づ

く第一種動物取扱業

の登録の更新の申請

に対する審査 175 

第一種動物取扱

業登録更新手数

料 176 

13,000 円 177 
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60 

動物の愛護及び管理

に関する法律に基づ

く特定動物の飼養又

は保管の許可の申請

に対する審査 178 

特定動物飼養等

許可申請手数料 

179 

16,000 円 180 

61 

動物の愛護及び管理

に関する法律に基づ

く特定動物の飼養又

は保管に係る変更の

許可の申請に対する

審査 181 

特定動物飼養等

変更許可申請手

数料 182 

8,000 円 183 

62 

動物の愛護及び管理

に関する法律に基づ

く犬又は猫の引取り 

184 

犬又は猫の引取

手数料 185 

1 頭又は 1 匹につき

2,000 円を超えない範

囲内で規則で定める

額 186 

63 

動物の愛護及び管理

に関する法律施行規

則に基づく第一種動

物取扱業に係る登録

証の再交付 187 

第一種動物取扱

業登録証再交付

手数料 188 

2,500 円 189 

64 

動物の愛護及び管理

に関する法律施行規

則に基づく特定動物

の飼養又は保管に係

る許可証の再交付 

190 

特定動物飼養等

許可証再交付手

数料 191 

2,500 円 192 

65 

食鳥処理の事業の規

制及び食鳥検査に関

する法律に基づく食

鳥処理の事業の許可

の申請に対する審査 

193 

食鳥処理事業許

可申請手数料 194 
19,000 円 195 

66 
食鳥処理法に基づく

食鳥処理場の構造又

食鳥処理場の構

造又は設備変更
10,000 円 198 



93 
 

は設備の変更の許可

の申請に対する審査 

196 

許可申請手数料 

197 

67 
食鳥処理法に基づく

食鳥検査 199 

食鳥検査手数料 

200 
1 羽につき 5 円 201 

68 

食鳥処理法に基づく

確認規程の認定の申

請に対する審査 202 

確認規程認定申

請手数料 203 
5,500 円 204 

69 

食鳥処理法に基づく

確認規程の変更の認

定の申請に対する審

査 205 

確認規程変更認

定申請手数料 206 
2,300 円 207 

 

II. 付表（別表第 1 項関係）：食品営業許可申請手数料の詳細 

区分 営業の種類 
新規の場合の

金額 

更新の場合の

金額 

1 飲食店営業 208   

 (1) その他の飲食店営業 209 17,000 円 210 16,000 円 211 

 (2) 露店による飲食店営業 212 9,100 円 213 8,300 円 214 

 (3) 季節的に営業する飲食店営

業 215 
4,700 円 216 - 

 (4) 臨時に営業する飲食店営業 

217 
2,500 円 218 - 

2 
調理機能付き自動販売機による

食品販売業 219 
9,300 円 220 8,700 円 221 

3 食肉販売業 222 10,000 円 223 9,400 円 224 

4 魚介類販売業 225 10,000 円 226 9,400 円 227 

5 魚介類競り売り営業 228 23,000 円 229 22,000 円 230 

6 集乳業 231 10,000 円 232 9,400 円 233 

7 乳処理業 234 23,000 円 235 22,000 円 236 

8 特別牛乳搾取処理業 237 23,000 円 238 22,000 円 239 
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9 食肉処理業 240 23,000 円 241 22,000 円 242 

10 食品の放射線照射業 243 23,000 円 244 22,000 円 245 

11 菓子製造業 246 15,000 円 247 14,000 円 248 

12 アイスクリーム類製造業 249 15,000 円 250 14,000 円 251 

13 乳製品製造業 252 23,000 円 253 22,000 円 254 

14 清涼飲料水製造業 255 23,000 円 256 22,000 円 257 

15 食肉製品製造業 258 23,000 円 259 22,000 円 260 

16 水産製品製造業 261 23,000 円 262 22,000 円 263 

17 氷雪製造業 264 23,000 円 265 22,000 円 266 

18 液卵製造業 267 17,000 円 268 16,000 円 269 

19 食用油脂製造業 270 23,000 円 271 22,000 円 272 

20 みそ又はしょうゆ製造業 273 17,000 円 274 16,000 円 275 

21 酒類製造業 276 17,000 円 277 16,000 円 278 

22 豆腐製造業 279 15,000 円 280 14,000 円 281 

23 納豆製造業 282 15,000 円 283 14,000 円 284 

24 麺類製造業 285 15,000 円 286 14,000 円 287 

25 そうざい製造業 288 23,000 円 289 22,000 円 290 

26 複合型そうざい製造業 291 30,000 円 292 27,000 円 293 

27 冷凍食品製造業 294 23,000 円 295 22,000 円 296 

28 複合型冷凍食品製造業 297 30,000 円 298 27,000 円 299 

29 漬物製造業 300 15,000 円 301 14,000 円 302 

30 密封包装食品製造業 303 23,000 円 304 22,000 円 305 

31 食品の小分け業 306 15,000 円 307 14,000 円 308 

32 添加物製造業 309 23,000 円 310 22,000 円 311 

                  （出典：山形市保健衛生関係手数料条例） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市保健衛生関係手数料条例 

減 免 の 概 要  減免制度なし 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 940 1,216 1,441 

金 額 （ 円 ） 12,336,900 11,812,500 12,711,100 
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・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 中核市移行の際に、許可に要する時間等からの金額の妥当性を確

認した。具体的には県が設定した手数料等の金額の妥当性を確認

し、市の手数料として設定している。 

料 金 改 定 の 履 歴 令和２年７月１日条例第 29 号 

食品衛生法の改正に伴い、許可業種が改変されたことによるもの 

 

料金改定時の算定根拠 県が設定した手数料等の金額の妥当性を確認し、市の手数料とし

て設定している。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 人 件 費 ） 8,759,940 10,650,944 12,621,719 

（維持費及び消耗品費） 1,458,026 1,458,026 1,458,026 

（ 合 計 ） 10,217,966 12,108,970 14,079,745 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 120.7% 97.6% 90.3% 

（分母）手数料収入金額・減免金額の合計 （分子）人件費・維持費及び消耗品費の合計 

 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較（東北地方の県庁所在都市）             （単位：

円） 

 山形市 青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 福島市 

飲食店営業許可申請

手数料（新規） 

17,000 16,000 18,000 19,000 19,000 18,000 

飲食店営業許可申請 16,000 16,000 16,200 17,000 19,000 16,200 
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手数料（更新） 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 90.3%から 120.7%である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「手

数料は事務経費の対価であり、受益者負担割合は原則として 100%とする」と定めており、当使用料

に関して試算した受益者負担割合との著しい乖離はない。 

 

（２）料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、中核市の移行に伴い、平成 30 年 12 月 21 日に山形市保健衛生関係手数料条例を制

定し、許可申請手数料を定めている。しかし、中核市への移行当時の料金設定時の算定根拠資

料が見当たらないとのことで、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。このた

め、制度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要な

資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の料

金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」に

従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】  



97 
 

第 14 食肉衛生検査等手数料 

（概要） 

概 要 山形市食肉衛生検査所において収受する、と畜場に搬入された牛や豚など

の獣畜に対して行われると畜検査にかかる手数料 

所 管 課 名 健康医療部食肉衛生検査所 

料 金 体 系 

 

 

 

 （出典：山形市食肉衛生検査所事業概要） 

根 拠 法 令 ・ 基

準 

山形市保健衛生関係手数料条例 

減 免 の 概 要  減免制度なし 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 134,658 130,289 129,424 

金 額 （ 円 ） 63,111,550 61,244,000 60,551,700 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 中核市移行に際して、県の施設を引き継いでいる。そのため、食肉

検査等の業務内容に変更がないこと、また県内他検査所との整合

性を図ることから、県の手数料と同額としている。 

料 金 改 定 の 履 歴 平成 30 年に中核市移行に伴い県の料金体系を継承して以降、料

金改定が行われていない。 
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（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 人 件 費 ） 42,000,000 42,000,000 42,000,000 

（維持費及び消耗品費） 18,542,000 18,542,000 18,542,000 

（ 合 計 ） 60,542,000 60,542,000 60,542,000 

※コスト試算については、実際発生額の集計を行うことができないため、食肉衛生検査所より聞

き取りをした概算金額を計上している。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 104.2 101.2 100.0 

（分子）手数料収入金額・減免金額の合計 （分母）人件費・維持費及び消耗品費の合計 

 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較 （東北地方の県庁所在都市）           （単位：円） 

 山形市 青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 福島市 

牛（成牛） 1,100 1,200 1,200 1,000 1,200 1,000 

馬（成馬） 1,100 1,200 1,200 1,000 1,200 1,000 

豚 400 400 400 310 400 380 

めん羊・山羊 200 300 200 100 250 200 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 100.0%から 104.2%である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「手

数料は事務経費の対価であり、受益者負担割合は原則として 100%とする」と定めており、当手数料

に関して試算した受益者負担割合との著しい乖離はない。 
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（２）料金の改定の検討状況について 

市では、中核市の移行に伴い、平成 30 年 12 月 21 日に山形市保健衛生関係手数料条例を制

定し、料金については県で用いられたものをそのまま利用している。その後、料金の改定について

一度も検討がなされていない。県でも平成５年以降、料金の改定が行われていないことから、実質

的に 30 年以上、手数料が改定されていないことになり、また、改定の見直しの方針がない。 

このような状況では、手数料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、中核市の移行に伴い、平成 30 年 12 月 21 日に山形市保健衛生関係手数料条例を制

定し、許可申請手数料を定めている。しかし、中核市への移行当時の料金設定時の算定根拠資

料が見当たらないとのことで、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。このた

め、制度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要な

資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の料

金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」に

従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 
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第 15 家庭系ごみ処理手数料 

（概要） 

概 要 住民が家庭から出すごみの収集・処理に係る費用の一部をごみを出す量

に応じて負担する手数料 

所 管 課 名 環境部循環型社会推進課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

減 免 の 概 要 生活保護法による生活扶助の受給者、世帯構成員全員が住民税非課税

で、かつ所得のない高齢者世帯、障がい者世帯、１人親世帯等への負担

軽減措置として、指定袋の支給を行う。 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 400,061,950 379,602,700 376,793,500 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 8,586 8,637 8,626 

金 額 （ 円 ） 18,210,675 17,806,625 16,203,540 

※減免件数は減免を行った世帯数を記載した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 「家庭系ごみの有料化の導入に向けた基本方針（修正）」（平成 21

年１月）に基づき設定している。 

以下、同方針より抜粋。 

・「手数料については，一方では市民に過度な負担とならず，また，

他方ではごみ減量の動機付けとなる料金設定」 

・「その観点から、１世帯（2.65 人）あたり月額 500 円程度，１リットル

あたり１円程度の料金水準とすると伴に，近隣自治体の状況を考慮

して，表１のとおり設定」 

・「ごみ処理に要した経費は約 28 億円（平成 19 年度実績）であり、

この料金水準による手数料収入については，約５億円程度見込ま

単位 金額

特大 60ℓ 1袋 60円

大 35ℓ 1袋 35円

小 20ℓ 1袋 20円

極小 10ℓ 1袋 10円

大 35ℓ 1袋 35円

小 20ℓ 1袋 20円

共通収集シール １枚（１品目)につき 60円

小 20ℓ 1袋 20円

極小 10ℓ 1袋 10円

区分

燃やせるごみ

この市が行う収集及び運搬を
受ける場合

プラスチック類、
雑貨品・小型廃家電類

埋立ごみ
この市が行う収集、運搬及び
処分を受ける場合
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れることから、結果として、ごみ処理経費の約 18％程度を負担して

いただくことになる」 

料 金 改 定 の 履 歴 平成 20 年度に設定し、以後見直しなし。 

料金改定時の算定根拠 「家庭系ごみの有料化の基本的手法の考え方について」及び「家庭

系ごみの有料化の導入に向けた基本方針」に基づき、毎年、家庭

系ごみ処理手数料(ごみ袋)価格の検証を実施しているが、平成 20

年度以降、料金の見直しに至っていない。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                         （単位千円：） 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 人 件 費 ） 38,675 45,566 48,953 

（維持費及び消耗品費） 1,515,820 1,578,552 1,615,594 

（ 合 計 ） 1,554,495 1,624,118 1,664,547 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 26.9％ 24.5％ 23.6％ 

（分子）手数料収入金額・減免金額の合計 （分母）人件費・維持費及び消耗品費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較                              （単位：円） 

 容量 山形市 
置賜広域行

政組合 
天童市 秋田市 仙台市 

燃 や せ

るごみ 

60ℓ 60 － － － － 

45ℓ － － － 45 40 

35ℓ 35 － 50 － － 

30ℓ － 55 － 30 27 

25ℓ － － 40 － － 

20ℓ 20 37 － 20 18 
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15ℓ － － 30 － － 

10ℓ 10 － － 10 9 

1ℓあたり 1 円 1.8 円 1.4～2.0 円 1 円 0.8～0.9 円 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 23.6%から 26.9%である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「手数料は事務経費の対価であり、受益者負担割合は原則として 100%とする」と定めており、

著しい乖離がある。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。 

家庭系ごみ処理手数料は、「家庭系ごみの有料化の導入に向けた基本方針（修正）」（平成 21

年１月）に基づき、「１リットルあたり１円程度」「結果として、ごみ処理経費の約 18％程度を負担して

いただく」として定めたものであるが、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）

に係る基本方針について」と必ずしも一致するものではなく、受益者負担割合の観点も踏まえどの

ような利用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２）料金改定に関する方針の不備について 

平成 20 年の料金設定時以降、市では家庭系ごみ処理手数料(ごみ袋)価格の検証を行ってい

るが、これまで見直しに至っていない。 

毎年の検証資料の中で受益者負担割合も試算しており、現状の把握を行っている。これに関し

て、どの程度の水準になると見直しを行うか質問したところ、「平成22年の有料化の際、手数料は、

市民に過度な負担とならず、ごみ減量の動機付けとなる料金設定とするとの方針から、１ℓ あたり１

円に設定しております。そのため、受益者負担割合が、どの程度の水準になると見直しを行うかの

明確な方針は、ありません。」との回答を得た。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 
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第 16 粗大ごみ処理手数料 

（概要） 

概 要 家庭から排出される粗大ごみを処理する際に、排出者から収受する手数料 

所 管 課 名 環境部循環型社会推進課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則） 

根拠法令・基

準 

山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

減 免 の 概 要 山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則より抜粋 

 

第 34 条 第 31 条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当

する者については、規則で定める額の範囲内において、同条に規定する手数

料（別表第１に規定する家庭系ごみに係るものに限る。）を徴収しない。 

(１) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）により生活扶助を受けている者 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30 号）第

14 条第２項第１号に規定する生活支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律

（平成 19 年法律第 127 号）附則第４条第２項において準用する場合又は中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 106 号。以下この号において「25
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年改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の

例によることとされた 25 年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく生活支援給付

若しくは 25 年改正法附則第２条第３項に基づく生活支援給付を受けている場

合を含む。）を受けている者 

(３) 当該手数料を納付する資力がないと市長が認める者 

(４) その他特別の理由があると市長が認める者 

 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ ㎏ ） 309,940 292,970 289,680 

金 額 （ 円 ） 14,800,000 13,220,000 12,360,000 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） － － － 

金 額 （ 円 ） － － － 

※「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」では上記のとおり減免規定

があるが、上記３期間で減免の実績はない。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 「『粗大ごみ』有料化導入実施計画」（平成８年）に基づき算定。 

以下、同計画より抜粋。 

・「有料化導入のねらいは、処理経費の全額負担による処理経費充

当を目的とするものではなく、ある程度の経費負担を通して、 

①ごみ処理コストの意識啓発 

②自家処理等を含めたリサイクルの促進 

③物を大切にする心の育成 

等であり、これらの効果を通し、ごみ減量化・排出の抑制と再資源化

の促進を図ることを目的とするもの」 

・「『粗大ごみ』については、市民によって排出頻度が大きく異なり、

更に戸別収集という特別な行政サービスを受けることを考慮し、手

数料をもって負担の公平化を図るもの」 

・「原価算定：収集運搬処理経費＝65～80 円／㎏」 

・「手数料額：①収集運搬処理経費の実質経費の５割⇒40 円／㎏

を負担として導入。 

②粗大ごみ区分表 A、B、C ランクの平均重量に応じた額を手数

料として、設定。なお、上限が 2,000 円（A ランク、3 品目）、かつ、

B、C ランクについては、他都市との整合性を図り、端数処理等の
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措置を実施。」 

 

上記のうち、原価算定 65～80 円/kg や５割負担とした根拠資料を所

管課に求めたが、監査期間中に確認出来なかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 平成８年度設定以降、見直しなし 

料金改定時の算定根拠 ― 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 人 件 費 ） － － － 

（維持費及び消耗品費） 29,940,290 31,231,914 30,948,131 

（ 合 計 ） 29,940,290 31,231,914 30,948,131 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 49.4% 42.3% 39.9% 

（分子）手数料収入金額・減免金額の合計 （分母）人件費・維持費及び消耗品費の合計 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 39.9%から 49.4%である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「手数料は事務経費の対価であり、受益者負担割合は原則として 100%とする」と定めており、

著しい乖離がある。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。受益者負担割合の観点

も踏まえどのような利用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 
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（２）料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、粗大ごみの処分に対して、平成８年 10 月より有料化を導入している。有料化導入のね

らいとしては、既述のとおりで、処理経費の全額負担による処理経費充当を目的とするものではな

く、ごみ減量化・排出の抑制と再資源化の促進、手数料をもって負担の公平化を図ることを目的と

している。 

平成８年 10 月設定時の料金に係る算定根拠の提示を市に求めたところ、『「粗大ごみ」有料化

導入実施計画』の提示があった。原価算定根拠である「収集運搬処理経費」が当時どのように検討

されたか確認するため依頼したものであるが、粗大ごみの処分に係る具体的な原価の内訳が記載

されたものではなく、あくまで市として粗大ごみの有料化に関する方針や考え方、料金体系等をま

とめたものであった。平成８年当時の収集運搬処理経費の資料は残っておらず、また、受益者が

負担する割合となる収集運搬処理経費の５割とする割合の決定に関する資料も残っていないとの

回答を得た。そのため、制度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を理解するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

上記のとおり当初料金設定以降、市ではこれまで見直しを行ってきておらず、また、当料金の見

直しに関する基準や方針を設けていない。 

市としては、処理経費充当を目的とするものではないため、これまで料金改定を行っていないと

のことであるが、ごみ減量化に積極的に取り組む人とそうでない人との間で負担の公平化を図るた

め、導入された制度であるにもかかわらず、収集運搬処理経費の高騰に合わせて料金を見直さな

ければ、粗大ごみ処分に係る負担の不公平性の問題が顕在化することとなる。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきであ

る。【指摘事項】 
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第 17 し尿処理手数料 

（概要） 

概 要 水洗化されていないトイレから出るし尿を収集・運搬・処理する際に支払う

手数料 

所 管 課 名 環境部廃棄物指導課 

料 金 体 系 180ℓ まで 2,300 円 

180ℓ を超えた分 230 円/18ℓ ごと 

（出典：山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

減 免 の 概 要 生活保護を受けている者や災害等の要件に該当する場合に、その者の申

請により減免することができる。 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 9,896 9,339 9,091 

金 額 （ 円 ） 41,444,850 38,759,370 37,165,240 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 40 45 39 

金 額 （ 円 ） 241,500 269,170 276,460 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 昭和 29 年制定の「山形市清掃条例」に先立って実施した「山形市

に於ける糞尿処理状況調査」において、事業費の算出及び全国の

公営処理実施都市の状況調査等を行い、手数料を算定した 

料 金 改 定 の 履 歴 し尿収集運搬業務に係る原価を基準に平成 10 年４月最終改定 

料金改定時の算定根拠 平成 14 年 10 月より、し尿の収集運搬が許可業務から委託業務とな

った。それ以前は許可業者からの要望もあり、諸般の情勢に鑑み手

数料の見直し（引き上げ）を随時行ってきた。近年、し尿世帯数は減

少し、委託業務となってからも原価は上がっている。しかし、し尿世

帯の多くが下水道への切替えや、下水道処理区域外の場合は、浄

化槽の導入が経済的に困難な、高齢者を多く含む低所得世帯と推

定されるため、福祉的な理由から改定していない。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 
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・コスト試算                                               （単位：円） 

手 数 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 人 件 費 ） 54,176,280 54,176,280 54,176,280 

（維持費及び消耗品費） 28,302,888 28,302,888 28,302,888 

（ 合 計 ） 82,479,168 82,479,168 82,479,168 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 50.5% 47.3% 45.4% 

（分子）手数料収入金額・減免金額の合計 （分母）人件費・維持費及び消耗品費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較                         （単位：円／18ℓ） 

 山形市 秋田市 いわき市 福島市 

し 尿 処 理 

手 数 料 
230 217 280 167 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 45.4%から 50.5%である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「手数料は事務経費の対価であり、受益者負担割合は原則として 100%とする」と定めており、

著しい乖離がある。 

所管課に質問したところ、「山形市では政策的に下水道等での汚水処理を推進していることを鑑

み、し尿処理の原価を利用者のみに負担させるのではなく、公費による負担も必要と考えます。さ

らに、し尿の処理については、下水道の処理とは異なり、利用者の申込により行われており、値上

げに理解を得られず適正な汲み取りが行われなかった場合、し尿の不法投棄のおそれや悪臭等

公衆環境にも影響を及ぼす可能性が考えられ、公益性が高いと考えます」とのことであった。このよ

うな特殊な使用料については、基本方針を適用するか、他の基準を適用するか、再考するのが望

ましい。【意見】 

 

（２）料金改定の方針の明確化について 

市のし尿処理業務は、平成 14 年 10 月より、し尿の収集運搬が許可業務から委託業務となり、そ

れ以前は許可業者からの要望もあり、諸般の情勢に鑑み手数料の見直し（引き上げ）を随時行っ
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てきたが、近年、し尿世帯数は減少し、委託業務となってからも原価は上がっている状況にある。

ただし、市ではし尿世帯の多くが下水道への切替えや、下水道処理区域外の場合は、浄化槽の

導入が経済的に困難な、高齢者を多く含む低所得世帯と推定されるため、福祉的な理由から改定

していない。 

上記の考え方は、平成 20 年度「使用料・手数料等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方

針」とは必ずしも合致するものではない。福祉的な理由で利用者に負担も求めないのであれば、料

金の算定要素として福祉的な要因を盛り込むなど、その根拠を明確にするのが望ましい。【意見】 
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第 18 農業集落排水処理施設使用料 

（概要） 

概 要 農業振興地域内の居住者等が、自宅のトイレや台所から出る生活排水を処理

施設に流す際に支払う料金 

所 管 課 名 農林部農村整備課 

料 金 体 系  

区分 単位 金額（月額） 

世帯均等割 １世帯につき 1,180 円 

世帯員割 世帯員１人につき 380 円 

（出典：山形市農業集落排水事業の設置等に関する条例） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市農業集落排水事業の設置等に関する条例 

減 免 の 概 要 「山形市農業集落排水処理施設使用料の減免に関する取扱要綱」より抜粋 

（使用料の減免の対象及び額） 

第３条 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものと

し、その減免する額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴集会所、消防ポンプ車庫その他の排水処理施設の処理区域内の住民が

使用する公共的な施設であって、市長が認めるものである場合 第 19 条第

４項及び山形市農業集落排水事業の設置等に関する条例施行規則（令和

６年３月 29 日規則第 22 号。以下「規則」という。）第１２条の規定により算定

される使用料のうち世帯員割に相当する額の全額 

⑵条例第 19 条第２項の規定による世帯員数を算定する日の翌日以降に世

帯員が死亡又は排水処理施設の処理区域内に住所を有しないこととなった

場合 当該世帯員１人につき算定される世帯員割の額の全額 

⑶ 医療機関又は介護保険施設に世帯員が、１か月以上にわたり長期入院

又は入所し、当該世帯に居住していないことが明らかに認められる場合、当

該世帯員１人につき算定される世帯員割の額の全額 

⑷その他市長が公益上その他特別の理由があると認める場合 市長が別に

定める額 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 43,002,616 39,258,612 38,524,100 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 39 件（44 人分） 46 件（52 人分） 28 件（34 人） 

金 額 （ 円 ） 101,156 128,326 80,256 

※令和 6 年度より、山形市農業集落排水事業地方公営企業へ移行している。 

※上記の使用料は、令和４年度・令和５年度については、山形市農業集落排水事業会計歳入
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歳出決算書の「使用料」の金額を記入、令和６年度については、山形市農業集落排水事業損

益計算書の「農業集落排水処理施設使用料」の金額を記入した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 「農業集落排水処理施設使用料及び事業分担金の改正に関する

産業文教委員会説明資料」の現行料金算出基礎を記載する。 

 

維持管理費 40％を世帯均等割 

維持管理費 60％を世帯員割 

平成元年度の維持管理費（宝沢地区）5,203 千円 

世帯均等割 5,203,000 円×0.4÷１９４戸÷12 ケ月≒890 円/戸 

世帯員割 5,203,000 円×0.6÷870 人÷12 ヶ月≒300 円 

料 金 改 定 の 履 歴 平成２年度  使用料設定 

平成８年度  使用料改定 

（対当初料金改定率 世帯均等割 120.22％、世帯員割 116.67％） 

平成 10 年度 使用料改定 

（対当初料金改定率 世帯均等割 132.58％、世帯員割 126.67％） 

料金改定時の算定根拠 - 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、公営企業会計においては、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているか

を表した指標である経費回収率を受益者負担と同義と考え、決算数値等から下記のとおり算定し

た。 

 

・経費回収率 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

料 金 単 価 － － 88.9 

供 給 原 価 － － 157.3 

経 費 回 収 率 － － 56.5% 

※経費回収率の算定式は下記のとおりである。 

料金単価 

（円／㎥）  

供給原価 

（円／㎥）  
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・近隣類似団体の使用料・手数料比較                          （単位：円、税込） 

 山形市 上山市 中山町 

使 用 料 2,970 円 3,400 円 3,870 円 

算 定 方 法 世帯均等割り＋ 

世帯員割 

世帯員割 世帯均等割り＋ 

世帯員割 

※一般的な家庭の１か月使用状況を世帯員数：４名と仮定した料金 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、総務省が公営企業会計の経営指標として公表している経費回収率を平成 20 年

度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に示す受益者負担

割合と見做すと、経費回収率は 56.5%である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「企業会計・特別会計においては、算定原価の 100％を原則とする」と定めており、当利用料

に関して公表している経費回収率とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平性の

観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。維持管理費から使用料を定

めたものであるが、受益者負担割合の観点も踏まえどのような利用料の定め方がよいか、再考する

のが望ましい。【意見】 

 

（２）料金改定に関する方針の不備について 

市の水道料金について、「水道料金算定要領」に基づき、下水道使用料について、「山形市下

水道使用料算定要領」に基づきそれぞれ使用料の改定の要否を検討している。当該要領はいわ

ゆる総括原価方式による算定方法が採用されているが、農業集落排水事業においては同様の算

定要領は策定されておらず、使用料改定の方針がない。 

水道事業及び同種事業である下水道事業の算定要領を参考に、使用料改定に関する方針を

検討すべきである。【指摘事項】 

なお、検討に当たっては、農業集落排水事業が人口減少の進む山間地域を事業エリアとしてい

るなどその経営環境を踏まえ、公共下水道への接続を含めた長期的な視点での事業のあり方に

ついても検討することが必要と思料される。 
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第 19 香澄駐車場使用料 

（概要） 

概 要 香澄駐車場（山形市香澄町二丁目９番 46）の駐車料金 

所 管 課 名 都市整備部道路維持課 

料 金 体 系 （１）普通駐車、夜間駐車料金 

 

（出典：山形市駐車場条例） 

（２）定期駐車料金 

 

（出典：山形市駐車場条例） 

根拠法令・基準 山形市駐車場条例 

山形市駐車場条例施行規則 

減 免 の 概 要 「山形市駐車場条例」より抜粋 

第７条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、駐車料金の全部

又は一部を免除することができる。 

 

「山形市駐車場条例施行規則」より抜粋 

第６条 条例第７条の規定による駐車料金の免除については、次の各号に

定める場合に行うものとし、免除割合は、当該各号に定めるとおりとする。こ

の場合において、免除する駐車料金に 10 円未満の端数が生じるときは、こ

れを 10 円に切り上げるものとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定に基づく

身体障害者手帳（以下「身体障がい者手帳」という。）の交付を受けている者

のうち、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別表第

５に定める１級、２級 又は３級の障害を有する者が乗車している自動車が

駐車した場合 

  条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（２）療育手帳（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通

知「療育手帳制度について」により定められた療育手帳制度要綱に規定す
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る療育手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けている者が乗車している自動

車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第 45 条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障がい者保

健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条に定める１

級又は２級の障害を有する者が乗車している自動車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（４）その他特別の事由があると認める場合 

 当該事由に応じ市長が別に定める割合 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 45,386 48,232 48,051 

金 額 （ 円 ） 23,340,080 25,125,150 25,540,670 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 89 164 76 

金 額 （ 円 ） － － － 

※ 減免の金額については、個別の集計を行っていないため、記載は省略した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：昭和 48 年３月 24 日 

駐車場の供用開始：昭和 48 年７月 15 日 

令和元年 10 月料金改定 

料金改定時の算定根拠 令和元年 10 月、消費税法の改正により、消費税率が８%から 10%へ

引き上げられたことに伴い、引上げ相当額の駐車場利用料金の改

定を行うもの 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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（ 物 件 費 ） 30,846,626 31,411,479 32,794,266 

（ 光 熱 費 ） - - - 

（ 人 件 費 ） - - - 

（ 合 計 ） 30,846,626 31,411,479 32,794,266 

※上記の数値は、「収支決算書」の管理費を「物件費」として集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 75.7% 80.0% 77.9% 

（分子）使用料収入金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 75.7％から 80.0％である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「企

業会計・特別会計で運営される施設等 100%」と定めており、当使用料に関して試算した受益者負

担割合との著しい乖離はない。 

 

（２） 料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、昭和 48 年３月 24 日に山形市駐車場条例を制定し、駐車料金を定めている。また、香

澄駐車場は昭和 48 年７月 15 日に供用開始しているが、料金設定当時の算定根拠となる資料が

保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。このため、制度導

入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要な

資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の料

金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」に

従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３） 減免件数、減免金額の把握について 

市では、件数は把握しているが、金額は把握していない。受益者負担割合を算出する上では、

減免の正確な把握は不可欠であり、継続的に使用料・手数料を見直していく上では必要な要素で

あることから、減免についてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握するか、金額の把

握が実務上著しく困難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から金額を見積もる
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方針を定めるべきである。【指摘事項】 
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第 20 中央駐車場使用料 

（概要） 

概 要 中央駐車場（山形市旅篭町二丁目２−13）の駐車料金 

所 管 課 名 都市整備部道路維持課 

料 金 体 系 （１）普通駐車、夜間駐車料金 

 

                             （出典：山形市駐車場条例） 

（２）定期駐車料金 

 

（出典：山形市駐車場条例） 

根拠法令・基準 山形市駐車場条例 

山形市駐車場条例施行規則 

減 免 の 概 要 「山形市駐車場条例」より抜粋 

第７条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、駐車料金の全部

又は一部を免除することができる。 

 

「山形市駐車場条例施行規則」より抜粋 

第６条 条例第７条の規定による駐車料金の免除については、次の各号に

定める場合に行うものとし、免除割合は、当該各号に定めるとおりとする。こ

の場合において、免除する駐車料金に 10 円未満の端数が生じるときは、こ

れを 10 円に切り上げるものとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定に基づく

身体障害者手帳（以下「身体障がい者手帳」という。）の交付を受けている者

のうち、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別表第

５に定める１級、２級 又は３級の障害を有する者が乗車している自動車が

駐車した場合 

  条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（２）療育手帳（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通

知「療育手帳制度について」により定められた療育手帳制度要綱に規定す
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る療育手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けている者が乗車している自動

車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第 45 条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障がい者保

健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条に定める１

級又は２級の障害を有する者が乗車している自動車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（４）その他特別の事由があると認める場合 

 当該事由に応じ市長が別に定める割合 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 366,358 341,359 329,405 

金 額 （ 円 ） 121,707,920 117,471,490 116,420,650 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 84 83 81 

金 額 （ 円 ） ― ― ― 

※ 減免の金額については、個別の集計を行っていないため、記載は省略した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：昭和 48 年３月 24 日 

駐車場の供用開始：昭和 59 年 11 月１日 

令和元年 10 月料金改定 

料金改定時の算定根拠 令和元年 10 月、消費税法の改正により、消費税率が 8%から 10%へ

引き上げられたことに伴い、引上げ相当額の駐車場利用料金の改

定を行うもの 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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（ 物 件 費 ） 47,219,951 49,162,854 66,465,141 

（ 光 熱 費 ） 3,665,216 3,236,195 3,338,694 

（ 人 件 費 ）    

（ 合 計 ） 50,085,167 52,399,049 69,803,835 

※上記の数値は、「収支決算書」の光熱費を「光熱費」として集計し、その他の管理費を「物件費」

として集計し、記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 243.0% 224.2% 166.8% 

 （分子）使用料収入金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

<参考：減価償却費考慮後のコストに基づく試算> 

 令和 6 年度 

減 価 償 却 費 25,637,700 

償 却 後 コ ス ト 95,441,535 

受益者負担割合 121.9% 

※受益者負担割合が 100%を超過しているため、減価償却費を考慮した場合の試算を実施した。 

なお、減価償却費は、建物についてのみとし、固定資産台帳の減価償却累計額の令和６年

度末と令和５年度末の差額を記載している。 

 

 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 166.8％から 239.2％である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「企業会計・特別会計で運営される施設等 100%」と定めており、当使用料に関して試算した受

益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく高い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用者の負担が重く公平性が崩れていると言える。近隣の他の施設の料金と均衡

しており、他施設との均衡から手数料を定めたものと推定されるが、受益者負担割合の観点も踏ま

えどのような利用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

なお、試算した受益者負担割合が 100%を超過していることから減価償却費を考慮した場合の受

益者負担割合を試算した。減価償却費を考慮した受益者負担割合は 121.9%である。 

 



120 
 

（２） 料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、昭和 48 年 3 月 24 日に山形市駐車場条例を制定し、駐車料金を定めている。また、中

央駐車場は昭和 59 年 11 月 1 日に供用開始しているが、料金設定当時の算定根拠となる資料が

保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。このため、制度導

入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３） 減免件数、減免金額の把握について 

市では、件数は把握しているが、金額は把握していない。受益者負担割合を算出する上では、

減免の正確な把握は不可欠であり、継続的に使用料・手数料を見直していく上では必要な要素で

あることから、減免についてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握するか、金額の把

握が実務上著しく困難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から金額を見積もる

方針を定めるべきである。【指摘事項】 
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第 21 大手町駐車場使用料 

（概要） 

概 要 大手町駐車場（山形市大手町１−６１）の駐車料金 

所 管 課 名 都市整備部道路維持課 

料 金 体 系 （１）普通駐車、夜間駐車料金 

 

                            （出典：山形市駐車場条例） 

（２）定期駐車料金 

 

（出典：山形市駐車場条例） 

根拠法令・基準 山形市駐車場条例 

山形市駐車場条例施行規則 

減 免 の 概 要 「山形市駐車場条例」より抜粋 

第７条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、駐車料金の全部

又は一部を免除することができる。 

 

「山形市駐車場条例施行規則」より抜粋 

第６条 条例第７条の規定による駐車料金の免除については、次の各号に

定める場合に行うものとし、免除割合は、当該各号に定めるとおりとする。こ

の場合において、免除する駐車料金に 10 円未満の端数が生じるときは、こ

れを 10 円に切り上げるものとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定に基づく

身体障害者手帳（以下「身体障がい者手帳」という。）の交付を受けている者

のうち、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別表第

５に定める１級、２級 又は３級の障害を有する者が乗車している自動車が

駐車した場合 

  条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（２）療育手帳（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通

知「療育手帳制度について」により定められた療育手帳制度要綱に規定す



122 
 

る療育手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けている者が乗車している自動

車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第 45 条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障がい者保

健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条に定める１

級又は２級の障害を有する者が乗車している自動車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（４）その他特別の事由があると認める場合 

 当該事由に応じ市長が別に定める割合 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 43,738 44,546 46,134 

金 額 （ 円 ） 22,870,770 23,486,440 23,629,120 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 35 39 48 

金 額 （ 円 ） － － － 

※ 減免の金額については、個別の集計を行っていないため、記載を省略した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：昭和 48 年３月 24 日 

駐車場の供用開始：昭和 61 年５月１日 

令和元年 10 月料金改定 

料金改定時の算定根拠 令和元年 10 月、消費税法の改正により、消費税率が８%から 10%へ

引き上げられたことに伴い、引上げ相当額の駐車場利用料金の改

定を行うもの 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 
・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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（ 物 件 費 ） 32,275,634 32,844,633 34,394,859 

（ 光 熱 費 ） - - - 

（ 人 件 費 ） - - - 

（ 合 計 ） 32,275,634 32,844,633 34,394,859 

※上記の数値は、「収支決算書」の管理費を「物件費」として集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 70.9% 71.5% 68.7% 

（分母）使用料収入金額の合計 （分子）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 68.7％から 71.5％である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「企

業会計・特別会計で運営される施設等 100%」と定めており、当使用料に関して試算した受益者負

担割合とは著しい乖離はない。 

 

（２） 料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、昭和 48 年３月 24 日に山形市駐車場条例を制定し、駐車料金を定めている。また、大

手町駐車場は昭和 61 年５月 1 日に供用開始しているが、料金設定当時の算定根拠となる資料が

保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。このため、制度導

入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要な

資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の料

金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」に

従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

  

（３） 減免件数、金額の把握について 

市では、件数は把握しているが、金額は把握していない。受益者負担割合を算出する上では、

減免の正確な把握は不可欠であり、継続的に使用料・手数料を見直していく上では必要な要素で

あることから、減免についてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握するか、金額の把

握が実務上著しく困難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から金額を見積もる
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方針を定めるべきである。【指摘事項】 
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第 22 済生館前駐車場使用料 

（概要） 

概 要 済生館前駐車場（山形市七日町一丁目３−１）の駐車料金 

所 管 課 名 都市整備部道路維持課 

料 金 体 系 （１）普通駐車、夜間駐車料金 

 

                           （出典：山形市駐車場条例） 

（２）定期駐車料金 

 

（出典：山形市駐車場条例） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市駐車場条例 

山形市駐車場条例施行規則 

減 免 の 概 要 「山形市駐車場条例」より抜粋 

第７条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、駐車料金の全

部又は一部を免除することができる。 

 

「山形市駐車場条例施行規則」より抜粋 

第６条 条例第７条の規定による駐車料金の免除については、次の各号に

定める場合に行うものとし、免除割合は、当該各号に定めるとおりとする。

この場合において、免除する駐車料金に 10 円未満の端数が生じるとき

は、これを 10 円に切り上げるものとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定に基づ

く身体障害者手帳（以下「身体障がい者手帳」という。）の交付を受けてい

る者のうち、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別

表第５に定める１級、２級 又は３級の障害を有する者が乗車している自動

車が駐車した場合 

条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（２）療育手帳（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通

知「療育手帳制度について」により定められた療育手帳制度要綱に規定

する療育手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けている者が乗車している自

動車が駐車した場合 
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条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123

号）第 45 条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障がい

者保健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条に定

める１級又は２級の障害を有する者が乗車している自動車が駐車した場合 

条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（４）その他特別の事由があると認める場合 

当該事由に応じ市長が別に定める割合 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 257,518 298,618 317,344 

金 額 （ 円 ） 128,772,280 146,591,660 156,818,200 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 0 0 0 

金 額 （ 円 ） ― ― ― 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：昭和 48 年３月 24 日 

駐車場の供用開始：平成６年 10 月７日 

令和元年 10 月料金改定 

料金改定時の算定根拠 令和元年 10 月、消費税法の改正により、消費税率が８%から 10%へ

引き上げられたことに伴い、引上げ相当額の駐車場利用料金の改

定を行うもの 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に基

づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 
・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 61,972,966 58,994,662 69,785,889 

（ 光 熱 費 ） - - - 

（ 人 件 費 ） - - - 
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（ 合 計 ） 61,972,966 58,994,662 69,785,889 

※上記の数値は、「収支決算書」の管理費を「物件費」として集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 207.8% 248.5% 224.7% 

（分子）使用料収入金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 
<参考：減価償却費考慮後のコストに基づく試算> 

 令和 6 年度 

減 価 償 却 費 47,974,059 

償 却 後 コ ス ト 117,759,948 

受益者負担割合 133.2% 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 207.8％から 248.5％である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「企業会計・特別会計で運営される施設等 100%」と定めており、当使用料に関して試算した受

益者負担割合とは著しく乖離している。受益者負担割合が基本方針よりも著しく高い状態にあるこ

とは、利用者と利用しない人との公平性の観点から、利用者の負担が重く公平性が崩れていると言

える。受益者負担割合の観点も踏まえどのような使用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。

【意見】 

なお、試算した受益者負担割合が 100%を超過していることから減価償却費を考慮した場合の受

益者負担割合を試算した。減価償却費を考慮した受益者負担割合は 133.2%である。 

 

（２） 料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、昭和 48 年３月 24 日に山形市駐車場条例を制定し、駐車料金を定めている。また、済

生館前駐車場は平成６年 10 月７日に供用開始しているが、料金設定当時の算定根拠となる資料

が保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。このため、制度

導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の
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料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３） 減免件数、金額の把握について 

直近 3 年間の減免実績は 0 件であったが、市では、件数を把握できる体制にはなっているものの、

金額を把握できる体制にはなっていない状況である。受益者負担割合を算出する上では、減免の

正確な把握は不可欠であり、継続的に使用料・手数料を見直していく上では必要な要素であること

から、減免についてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握するか、件数、金額の把

握が実務上著しく困難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から金額を見積もる

方針を定めるべきである。【指摘事項】 

 

  



129 
 

第 23 山形駅東口交通センター駐車場使用料 

（概要） 

概 要 山形駅東口交通センター駐車場（山形市香澄町一丁目１６−３））の駐車料金 

所管課名 都市整備部道路維持課 

料金体系 （１）普通駐車、夜間駐車料金 

 

                               （出典：山形市駐車場条例） 

（２）定期駐車料金 

 

（出典：山形市駐車場条例） 

根 拠 法

令 ・ 基 準 

山形市駐車場条例 

山形市駐車場条例施行規則 

減免の概

要 

「山形市駐車場条例」より抜粋 

第７条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、駐車料金の全部又は一

部を免除することができる。 

 

「山形市駐車場条例施行規則」より抜粋 

第６条 条例第７条の規定による駐車料金の免除については、次の各号に定める

場合に行うものとし、免除割合は、当該各号に定めるとおりとする。この場合におい

て、免除する駐車料金に 10 円未満の端数が生じるときは、これを 10 円に切り上げ

るものとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定に基づく身体障

害者手帳（以下「身体障がい者手帳」という。）の交付を受けている者のうち、身体

障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別表第５に定める１級、２級 

又は３級の障害を有する者が乗車している自動車が駐車した場合 

  条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（２）療育手帳（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知「療育

手帳制度について」により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳をい

う。以下同じ。）の交付を受けている者が乗車している自動車が駐車した場合 
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 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45

条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障がい者保健福祉手帳」

という。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条に定める１級又は２級の障害を有する

者が乗車している自動車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（４）その他特別の事由があると認める場合 

 当該事由に応じ市長が別に定める割合 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件数（件） 244,720 255,364 265,563 

金額（円） 124,739,120 131,931,050 139,825,650 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件数（件） 521 592 894 

金額（円） － － － 

※ 減免の金額については、個別の集計を行っていないため、記載を省略した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：昭和 48 年３月 24 日 

駐車場の供用開始：平成６年７月 20 日 

令和元年 10 月料金改定 

料金改定時の算定根拠 令和元年 10 月、消費税法の改正により、消費税率が８%から 10%へ

引き上げられたことに伴い、引上げ相当額の駐車場利用料金の改

定を行うもの 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 
・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 79,027,473 74,660,068 58,753,067 

（ 光 熱 費 ） - - - 
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（ 人 件 費 ） - - - 

（ 合 計 ） 79,027,473 74,660,068 58,753,067 

※上記の数値は、「収支決算書」の管理費を「物件費」として集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 157.8% 176.7% 238.0% 

（分子）使用料収入金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 
<参考：減価償却費考慮後のコストに基づく試算> 

 令和 6 年度 

減 価 償 却 費 60,136,270 

償 却 後 コ ス ト 118,889,337 

受益者負担割合 117.6% 

 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 157.8％から 238.0％である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「企業会計・特別会計で運営される施設等 100%」と定めており、当使用料に関して試算した受

益者負担割合とは著しく乖離している。受益者負担割合が基本方針よりも著しく高い状態にあるこ

とは、利用者と利用しない人との公平性の観点から、利用者の負担が重く公平性が崩れていると言

える。近隣の他の施設の料金と均衡しており、他施設との均衡から使用料を定めたものと推定され

るが、受益者負担割合の観点も踏まえどのような利用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。

【意見】 

なお、試算した受益者負担割合が 100%を超過していることから減価償却費を考慮した場合の受

益者負担割合を試算した。減価償却費を考慮した受益者負担割合は 117.6%である。 

 

（２） 料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、昭和 48 年３月 24 日に山形市駐車場条例を制定し、駐車料金を定めている。また、山

形駅東口交通センター駐車場は平成６年 7 月 20 日に供用開始しているが、料金設定当時の算定

根拠となる資料が保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。

このため、制度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 
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料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３） 減免件数、減免金額の把握について 

市では、件数は把握しているが、金額は把握できていない状況である。受益者負担割合を算出

する上では、減免の正確な把握は不可欠であり、継続的に使用料・手数料を見直していく上では

必要な要素であることから、減免についてはその実態を受益者負担割合に加味できるよう把握す

るか、金額の把握が実務上著しく困難である場合には、受益者負担割合の計算において件数から

金額を見積もる方針を定めるべきである。【指摘事項】 
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第 24 山形駅西口駅前広場駐車場使用料 

（概要） 

概 要 山形駅西口駅前広場駐車場（山形市双葉町一丁目２）の駐車料金 

所管課名 都市整備部道路維持課 

料金体系 （１）普通駐車、夜間駐車料金 

 

                               （出典：山形市駐車場条例） 

（２）定期駐車料金 

なし 

根 拠 法

令 ・ 基 準 

山形市駐車場条例 

山形市駐車場条例施行規則 

減免の概

要 

「山形市駐車場条例」より抜粋 

第７条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、駐車料金の全部又は

一部を免除することができる。 

 

「山形市駐車場条例施行規則」より抜粋 

第６条 条例第７条の規定による駐車料金の免除については、次の各号に定める

場合に行うものとし、免除割合は、当該各号に定めるとおりとする。この場合におい

て、免除する駐車料金に 10 円未満の端数が生じるときは、これを 10 円に切り上げ

るものとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定に基づく身体障

害者手帳（以下「身体障がい者手帳」という。）の交付を受けている者のうち、身体

障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別表第５に定める１級、２級 

又は３級の障害を有する者が乗車している自動車が駐車した場合 

  条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（２）療育手帳（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知「療育

手帳制度について」により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳をい

う。以下同じ。）の交付を受けている者が乗車している自動車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45

条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障がい者保健福祉手帳」

という。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条に定める１級又は２級の障害を有する
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者が乗車している自動車が駐車した場合 

 条例第４条の規定による当該駐車料金の２分の１ 

（４）その他特別の事由があると認める場合 

 当該事由に応じ市長が別に定める割合 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件数（件） 88,758 101,501 102,075 

金額（円） 4,247,250 4,653,350 5,102,800 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件数（件） 0 0 0 

金額（円） － － － 

※ 減免実績はなく、記載を省略した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定：昭和 48 年３月 24 日 

駐車場の供用開始：平成 12 年 12 月 20 日 

令和元年 10 月料金改定 

料金改定時の算定根拠 令和元年 10 月、消費税法の改正により、消費税率が 8%から 10%へ

引き上げられたことに伴い、引上げ相当額の駐車場利用料金の改

定を行うもの 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 
・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 4,001,800 4,002,900 4,103,000 

（ 光 熱 費 ） - - - 

（ 人 件 費 ） - - - 

（ 合 計 ） 4,001,800 4,002,900 4,103,000 

※上記の数値は、「収支決算書」の管理費を「物件費」として集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 
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 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 106.1% 116.2% 124.4% 

（分子）使用料収入金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 
 
<参考：減価償却費考慮後のコストに基づく試算> 

 令和６年度 

減 価 償 却 費 ― 

償 却 後 コ ス ト 4,103,000 

受益者負担割合 124.4% 

受益者負担割合が 100%を超過しているため、減価償却費を考慮した場合の試算を実施した。 

なお、山形駅西口駅前広場駐車場には保有する建物がなく、集計対象とする減価償却費が発生

していなかったため、受益者負担割合は変わらない。 

・ 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 106.1％から 124.4％である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「企

業会計・特別会計で運営される施設等 100%」と定めており、当使用料に関して試算した受益者負

担割合との著しい乖離はない。なお、試算した受益者負担割合が 100%を超過しているが、山形駅

西口駅前広場駐車場は減価償却費がないため、受益者負担割合は変わらない。 

 

（２） 料金設定時の算定根拠資料の保管不備について 

市では、昭和 48 年３月 24 日に山形市駐車場条例を制定し、駐車料金を定めている。また、山

形駅西口駅前広場駐車場は平成 12 年 12 月 20 日に供用開始しているが、料金設定当時の算定

根拠となる資料が保管されておらず、監査期間中に料金設定時の算定根拠は確認できなかった。

このため、制度導入当時の料金体系の考え方を理解することができなかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 
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第 25～30 公設地方卸売市場事業使用料 

（概要） 

概 要 山形市が開設する地方卸売市場において営業する場内事業者が、使用面積等に

よる施設使用料に加えて、卸売業者・仲卸業者が売上金額に応じ一定割合（料

率）を市場使用料として山形市に支払う料金 

所管課名 農林部地方卸売市場管理事務所 

料金体系 

 

（出典：山形市公設地方卸売市場業務条例及び山形市公設地方卸売市場業務条

例施行規則） 

根 拠 法 山形市公設地方卸売市場業務条例 
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令 ・ 基 準 山形市公設地方卸売市場業務条例施行規則 

減免の概

要 

「山形市公設地方卸売市場業務条例第 13 条」より抜粋 

（使用料の減免） 

第 13 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免すること

ができる。 

(１) 使用者の責めに帰することができない理由により、市場施設を使用できないこ

とが引き続き３日以上にわたったとき。 

(２) 第 10 条第３項の規定による使用の停止の期間が引き続き３日以上にわたった

とき。 

(３) 使用者が国又は公共団体であるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件数（件） 12 12 12 

金額（円） 117,155,568 118,869,292 119,140,527 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件数（件） 3 3 3 

金額（円） 626,064 626,064 626,064 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 使用料によって賄うべき経費（年額）は、償却費、地代、修繕費、管

理事務費、損害保険料の合計額から算定し、下記の２つの方法に

より賦課している。 

①市場使用料 卸売業者が負担する額を売上高割で算定した金額 

②施設使用料 全体額から①を除いた金額を施設面積で除して定

めた単価に使用面積を乗じた金額額 

料 金 改 定 の 履 歴 昭和 50 年４月１日 当初設定 

以後、21 回の改正を踏まえ、 

平成 31 年４月１日 最終改定 

料金改定時の算定根拠 維持管理において開設以来随時改修及び修繕等の環境整備を行

っており、大規模改修工事時及び施設新設時等において改定を行

っている。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に
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基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 130,819,362 146,274,898 138,062,075 

（ 光 熱 費 ） 7,609,250 6,683,552 6,648,155 

（ 人 件 費 ） 62,007,694 63,518,962 67,033,121 

（ 合 計 ） 200,436,306 216,477,412 211,743,351 

※上記の数値は、所管課より提出された調査票の金額を記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 58.8% 55.2% 56.6% 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 55.2%から 58.8%である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「企業会計・特別会計で運営される施設等 100%」と定めており、当利用料に関して試算した受

益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。受益者負担割合の観点

も踏まえどのような利用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 
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第 31 水道事業会計 

（概要） 

概 要 安全な水を供給・維持するための費用で、「基本料金（メーター口径に応じ

た固定費）」と「従量料金（使用水量に応じた変動費）」で構成される 

所 管 課 名 上下水道部経営企画課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市上下水道部ホームページ） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市水道給水条例 

減 免 の 概 要 「山形市水道給水条例」より抜粋 

（料金、手数料等の減免） 

第 30 条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、この条例により納

入しなければならない料金、手数料その他費用を減免することができる。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 千 円 ） 4,739,587 5,025,051 5,005,207 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） ２ - ２ 

金 額 （ 円 ） 112,464 - 89,286 

 

 

・料金設定及び改定 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定時の大正８年より、最終改定の平成 18 年７月までに 22 回

の改定を行っている。 

料金改定時の算定根拠 〇当時の水道料金改定の必要性 

平成 17 年当時１ヶ月に 10 立方メートル使用しないお客様が水道料

金調定件数の３割を超えており、単身者等割高感を持つお客様が

増加していることから、節水効果が得られる使用水量に応じた水道

料金を検討する必要があったため。 
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〇算定根拠 

水道料金算定要領、山形市水道料金審議会資料 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、公営企業会計においては、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているか

を表した指標である経費回収率を受益者負担と同義と考え、決算数値等から下記のとおり算定し

た。 

 

・経費回収率                                             （単位：円） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

料 金 単 価 200.78 214.93 215.35 

供 給 原 価 209.13 211.44 208.24 

経 費 回 収 率 96.0% 101.7% 103.4% 

（出典：山形市水道事業会計決算参考資料） 

※経費回収率の算定式は下記のとおりである。 

料金単価 

（円／㎥）  

供給原価 

（円／㎥） 

 

（出典：総務省「経営指標の概要（水道事業）」） 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較                             （単位：円、

税込） 

 山形市 上山市 天童市 

給 水 収 益 2,607 3,685 3,795 

※一般的な家庭の１か月使用状況を口径：20 ㎜、使用水量：15 ㎥と仮定した料金 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、総務省が公営企業会計の経営指標として公表している経費回収率を平成 20 年

度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に示す受益者負担

割合と見做すと、経費回収率は 96.0％から 103.4%である。 
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平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「企

業会計・特別会計においては、算定原価の 100％を原則とする」と定めており、当利用料に関して

公表している経費回収率とほぼ同水準で推移している。 

 

（２）算定要領に基づく料金改定について 

市の水道料金について、「水道料金算定要領」に基づき水道料金の改定の要否を検討している。

当該要領はいわゆる総括原価方式による算定方法が採用されており、その概要は下記のとおりで

ある。 

基 本 原 則 水道料金は，過去の実績及び社会経済情勢の推移に基づく合理的な水需

要予測と，それに対応する基本計画及び実施計画等を前提とし，誠実かつ能

率的な経営の下における適正な営業費用に，水道事業の健全経営を確保す

るうえで必要とされる資本費用を加えて算定しなければならない。 

算 定 期 間 料金算定期間は、将来の５年間とする。ただし、社会経済情勢の変化等やむ

を得ない事情が生じた場合は、当該算定期間を延長又は短縮することができ

るものとする。 

営 業 費 用 各費用及び控除項目の額の見積りにあたっては、料金算定期間中の事業計

画及び経済情勢の推移等を十分に考慮しなければならない。 

資 本 費 資本費用は，支払利息及び水道施設実体の維持拡充に必要とされる資産維

持費の合計額とする。 

料 金 体 系 (1) 個別原価主義 

料金は、各使用者群に対して総括原価を各群の個別費用に基づいて配賦

し、基本料金と従量料金に区別して設定するものとする。この場合において、

設定された料金をもって計算した料金収入額は、総括原価と一致するもので

なければならない。 

(2) 特別措置 

生活用水需要者（口径１３mm 及び２０mm の使用者をいう。）に対する特別措

置として、基本料金及び従量料金軽減措置を講ずることができるものとする。

また、市民福祉の向上のため、特に必要と認められる場合は、一部用途を指

定して別途料金を定めることができるものとする。 

 

市では、令和５年度の「上下水道事業基本計画 NEXT ビジョン 2023」策定において、令和５年

度から令和１４年度までの財政計画に基づき料金改定の必要性等については検証を行っており、

算定要領にもあるとおり、基本計画の中間年である５年目（令和９年度）を目途に再度検証する、と

の回答を得た。引き続き、算定要領に基づき、検討していただきたい。 
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第 32 下水道事業会計 

（概要） 

概 要 家庭や事業所で使われた水道水が、下水処理場で処理されて川や海に

戻されるまでに係る費用（施設維持費や処理費用等）を、使われた水量に

応じて負担する料金 

所 管 課 名 上下水道部経営企画課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市上下水道部ホームページ） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市下水道条例 

減 免 の 概 要 「山形市下水道条例」より抜粋 

（使用料等の減免） 

第 22 条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使

用料又は手数料を軽減し、又は免除することができる。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 千 円 ） 4,148,830 4,143,123 4,117,424 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 1 - 1 

金 額 （ 円 ） 123,222 - 125,521 

 

・料金設定及び改定 

料 金 改 定 の 履 歴 当初設定時の昭和 40 年７月より、最終改定の平成９年 12 月までに

９回の改定を行っている。 

料金改定時の算定根拠 〇下水道使用料設定の考え方 

山形市下水道使用料算定要領に基づき算定を行う。 

ア 雨水公費、汚水私費の原則のもとに、総括原価を算定する。 

イ 算定期間は、原則として将来の２年間。 
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ウ 使用料対象経費としては、維持管理費（人件費、動力費、薬品

費、修繕費、流域下水道維持管理負担金、委託料 等）、資本費

（減価償却費、支払利息、※官庁会計の場合は、地方債元利償還

費 等）からなる。 

※平成 10 年改定当時は、官庁会計であったため、減価償却費及

び支払利息ではなく、元利償還費を資本費としている。 

〇算定根拠 

下水道料金算定要領 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、公営企業会計においては、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているか

を表した指標である経費回収率を受益者負担と同義と考え、決算数値等から下記のとおり算定し

た。 

 

・経費回収率                                             （単位：円） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

料 金 単 価 181.8 182.3 182.1 

供 給 原 価 177.9 175.3 177.3 

経 費 回 収 率 102.2% 104.0% 102.7% 

※経費回収率の算定式は下記のとおりである。 

料金単価 

（円／㎥）  

供給原価 

（円／㎥）  

（出典：山形市公共下水道事業会計決算参考資料） 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較                          （単位：円、税込） 

 山形市 上山市 天童市 

下 水 道 使 用 料 2,310 2,695 2,475 

※一般的な家庭の１か月使用状況を口径：20 ㎜、使用水量：15 ㎥と仮定した料金 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、総務省が公営企業会計の経営指標として公表している経費回収率を平成 20 年
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度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に示す受益者負担

割合と見做すと、経費回収率は 102.2％から 104.0%である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「企

業会計・特別会計においては、算定原価の 100％を原則とする」と定めており、当利用料に関して

公表している経費回収率とほぼ同水準で推移している。 

 

（２）算定要領に基づく料金改定について 

市の下水道使用料について、「山形市下水道使用料算定要領」に基づき下水道使用料の改定

の要否を検討している。当該要領はいわゆる総括原価方式による算定方法が採用されており、そ

の概要は下記のとおりである。 

 

基 本 原 則 下水道使用料は、雨水公費・汚水私費の原則の下に、過去の実績及び社会

経済情勢の推移に基づく合理的な排水需要予測と、これに対応する基本計

画及び実施計画等を前提とし、誠実かつ能率的な経営の下における適正な

維持管理費に、下水道施設を整備するために必要な資本費を加えて算定し

なければならない。 

算 定 期 間 使用料算定期間は、将来の５年間とする。ただし、社会経済情勢の変化等や

むを得ない事情が生じた場合は、当該算定期間を延長又は短縮することがで

きるものとする。 

維 持 管 理 費 維持管理費は、人件費、動力費、薬品費、修繕費、委託料、流域下水道維持

管理負担金、その他維持管理費の合計額から控除項目の額を控除した額と

する。各費用及び控除項目の額の見積りにあたっては、使用料算定期間中

の事業計画及び物価変動等の経済情勢の推移等を十分に考慮しなければ

ならない。 

資 本 費 資本費は、次の各号に定めるところによる。 

使 用 料 体 系 使用料体系については、累進使用料体系とする。ただし、浴場汚水について

は、従量制料金体系とする。 

 

市では、令和５年度の「上下水道事業基本計画 NEXT ビジョン 2023」策定において、令和５年

度から令和１４年度までの財政計画に基づき料金改定の必要性等については検証を行っており、

算定要領にもあるとおり、基本計画の中間年である５年目（令和９年度）を目途に再度検証する、と

の回答を得た。引き続き、算定要領に基づき、検討していただきたい。 
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第 33 道の駅やまがた蔵王 

（概要） 

概 要 道の駅やまがた蔵王の使用料 

指定管理先：株式会社表蔵王ベルタウン 

指定管理施設：道の駅やまがた蔵王（山形市表蔵王７９番地１） 

管理区域面積：21,160.91 ㎡、屋内施設面積：2,187,23 ㎡ 

所 管 課 名 企画調整部公共交通課 

料 金 体 系 （使用料） 

第７条 市長は、使用者から別表第１及び別表第２に定める使用料を徴収する。 

 

別表第１（第４条、第７条、第 16 条関係） 

使用区分 

使用料 

全日 午前 午後 午前９時以

前及び午後

５時以後（１

時間までご

と） 

午前９時から

午後５時まで 

午前９時から

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 

樹氷

ホー

ル 

全面

使用 

平日 40,000 円 20,000 円 20,000 円 5,000 円 

土・日・休

日 
60,000 円 30,000 円 30,000 円 7,500 円 

２分の

１面使

用 

平日 20,000 円 10,000 円 10,000 円 2,500 円 

土・日・休

日 
30,000 円 15,000 円 15,000 円 3,750 円 

厨房Ａ 

平日 4,000 円 2,000 円 2,000 円 500 円 

土・日・休

日 
6,000 円 3,000 円 3,000 円 750 円 

厨房Ｂ 

平日 2,000 円 1,000 円 1,000 円 250 円 

土・日・休

日 
3,000 円 1,500 円 1,500 円 400 円 

イベン

ト広場

１ 

１区画 

平日 3,000 円 1,500 円 1,500 円 380 円 

土・日・休

日 
4,500 円 2,200 円 2,200 円 570 円 

平日 20,000 円 10,000 円 10,000 円 2,500 円 
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イベント広場

２ 

土・日・休

日 
30,000 円 15,000 円 15,000 円 3,750 円 

附属設備 １回ごとに、１つの附属設備又は物品につき 10,000

円以内で別に定める額 備付けの物品 

 

別表第２（第４条、第７条、第 16 条関係） 

使用区分 使用時間 使用料 

車中泊施設 １区画 午後１時から午前 10 時まで 2,000 円 

（出典：山形市道の駅条例） 

根 拠 法 令 ・

基 準 

山形市道の駅条例 

減免の概要 「山形市道の駅条例」より抜粋 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第１項の使用料を減免

することができる。 

 

「山形市道の駅の使用料の減免に関する内規」より抜粋 

１ 山形市道の駅条例（令和５年市条例第２１号）第８条の規定により、使用料を

減免することができるものは、次のとおりとする。 

 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） - 14,676,838 41,398,899 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） － 5 16 

金 額 （ 円 ） － 890,180 968,024 

 

項番 主催者 事業内容 減免率 

１  市 入場料を徴収し ない事業で使用 全額 

２  指定管理者 事業で使用 全額 

３  学校等※ 事業で使用 5 0 ％ 

４  障がい者団体 
障がい者が参加する こ と を目的と し た

事業で使用 
5 0 ％ 

５   
その他市長が特別の理由がある と 認め

る 場合 

その都度 

定める 額 

※： 学校等は、 保育所、 幼稚園、 小学校、 中学校、 高校、 大学、 専門学校、 各種学校を 指す。  
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※令和 5 年度開館のため令和 4 年度の実績はない。上記の使用料は「利用料収入実績表」の

サービス対価 B（指定管理料）を除く収入を集計した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 「道の駅やまがた蔵王の使用料の設定について」より抜粋 

８ 使用料の基本的な考え方 

 当該施設の使用料は、「使用料・手数料等の見直しに係る基本方

針(以下、「基本方針」という。)」(H20.10.6 財庁内)に基づき算定する

と、同種民間施設の使用料に比べ低額な料金となるが、施設の安

定的な運営及び市の財政負担の縮減を図る観点から、同種民間施

設の使用料と同水準に設定することを基本とする。ただし、当該施

設の目玉となる「樹氷ホール」及び「イベント広場２」については、より

稼働率を上げ賑わい創出を図るため、同種民間施設の水準よりも

低く抑えつつ、隣接商業施設と同水準に設定する。 

料 金 改 定 の 履 歴 改定無し。 

料金改定時の算定根拠 - 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） - 26,893,665 39,932,540 

（ 光 熱 費 ） - 5,519,530 14,007,294 

（ 人 件 費 ） - 11,000,000 30,048,066 

（ 合 計 ） - 43,413,195 83,987,900 

上記の数値は、「利用料収入実績表」の労務委託費を人件費として集計、水道光熱費を光熱費

として集計、それ以外の項目を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 - 35.9％ 50.4% 

 （分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 
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・近隣類似団体の使用料・手数料比較 

 使用料                                                （単位：円） 

 山形市 

道の駅やまがた蔵王 

山形市 

山形国際交流プラザ 

山形ビッグウイング 

天童市 

民間施設 

面積 樹氷ホール全区画 

374 ㎡ 

展示場全部 

3,834．34 ㎡ 

2F 専門店街 ホール

全面 

約 350m² 

平日使用料 

 

全日(9 時～17) 

40,000 

全日(9 時～17) 

384,000 

1 日 

55,000 

休日使用料 全日(9 時～17) 

60,000 

同上 1 日 

110,000 

㎡当り換算 

 平日 

 休日 

 

106.9 

160.4 

 

100.1 

100.1 

 

157.1 

314.2 

※利用料金の比較は、樹氷ホールをサンプルとして実施した。 

※山形国際交流プラザ、天童市民間施設の金額はホームページより抜粋した。 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、フル稼働となった令和 6 年度は、受益者負担割合は 50.4%で

ある。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「施

設利用に係る受益者負担を求める割合は、原則として 50%」と定めており、当利用料に関して試算

した受益者負担割合との著しい乖離はない。 
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第 34 山寺芭蕉記念館 

（概要） 

概 要 山寺芭蕉記念館の入館料 

指定管理先：公益財団法人山形市文化振興事業団 

指定管理施設：山寺芭蕉記念館（山形市大字山寺字南院 4223 番地） 

敷地面積：10,648.09 ㎡、建築面積：1,811,41 ㎡ 

所 管 課 名 文化スポーツ部文化創造都市課 

料 金 体 系 （入館料） 

第３条 山寺芭蕉記念館（以下「記念館」という。）の展示資料を観覧しようと

する者（所蔵の資料及び図書を閲覧しようとする者を含む。以下「入館者」と

いう。）は、別表第１に定める入館料を納入しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、小学校に就学する前の者、小学生、中学生、

高校生及びこれらに準ずる者については、入館料を無料とする。 

一部改正［平成 17 年条例 32 号・20 年 38 号］ 

（使用料） 

第５条 研修室等の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）から、別

表第２に定める使用料を徴収する。 

 

別表第１（第３条、第 14 条関係） 

入館者区分 単位 入館料 摘要 

個人の場合 
１人につき 

１回 

400 円 １ 団体は 20 人以上とする。 

団体の場合 320 円 
 2 所蔵の資料及び図書の閲覧の

みの場合を含む。 

備考 特別展における入館料については、1,000 円の範囲内で市長が別に

定める。 

全部改正［平成 20 年条例 38 条］ 

別表第２（第５条、第 14 条関係） 

区分 単位 使用料 摘要 

研修室１ 

９時 00 分～12 時 30 分 4,000 円  1 各室に付属す

る部屋の使用を

含む。 

 2 使用時間は準

備及び後始末の

時間を含む。 

12 時 30 分～16 時 30 分 5,000 円 

16 時 30 分～21 時 00 分 6,000 円 

研修室２ 

９時 00 分～12 時 30 分 1,500 円 

12 時 30 分～16 時 30 分 2,000 円 

16 時 30 分～21 時 00 分 2,500 円  
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茶室 

（広間・立礼席） 

９時 00 分～12 時

30 分 
１間

につ

き 

1,500 円  

12 時 30 分～16

時 30 分 
2,200 円  

16 時 30 分～21

時 30 分 
3,000 円  

茶道具 １回につき 1,500 円  

備 考 

 1 研修室等の使用者から、実費の範囲内で別に定める冷暖房料を徴収す

るものとする。 

 2 営利その他別に定める目的で使用する場合における使用料は、上記に

定める額の３倍に相当する額とする。 

一部改正〔平成４年条例 24 号・20 年 38 号〕 

（出典：山形市山寺芭蕉記念館条例） 

根拠法令・基準 山形市山寺芭蕉記念館条例 

減 免 の 概 要 「山形市山寺芭蕉記念館条例」より抜粋 

（使用料等の減免） 

第６条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第３条の入館料又は前

条の使用料を減免することができる。 

 

「文化施設使用料及び入館料の減免に関する事務取扱基準 」 

山寺芭蕉記念館（以下「記念館」という。）の使用料又は入館料を条例又は

規則に基づき減免する場合の事務取扱上の基準を次のとおり定める。  

〔使用料〕  

１ 料金を免除する場合  

⑴ 市長が制度化して実施する事業に使用する場合  

⑵ 次の要件を備える事業に使用する場合  

ア 山形市又は山形市教育委員会が主催、共催若しくは主管する事業で、

事業規模が全市一円に及ぶもの  

イ 市内の小・中学校又はこれに準ずる学校が、学校行事の一つとして行う

事業  

⑶ その他市長が必要と認める事業に使用する場合  

２ 料金の一部を減額する場合  

⑴ 使用者の半数以上が、次のいずれかに該当する手帳を提示した場合

は、料金の５０％を減額する。  
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ア 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４項の規定に

よる身体障害者手帳  

イ 戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号）第４条の規定による戦

傷病者手帳  

ウ 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳  

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）

第 45 条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳  

⑵ その他市長が必要と認める事業に使用する場合  

〔入館料〕  

１ 料金を免除する場合  

⑴ 無料開放日「１１月３日（文化の日）、市政施行記念事業として実施する

日」に入館する場合  

⑵ 山形市又は山形市教育委員会が主催又は共催する事業により入館する

場合  

⑶ 市内の小・中学校又はそれに準ずる学校が、学校行事の一つとして入

館する場合の引率者の入館料  

⑷ 業務用入館証の提示があった場合  

⑸ 記念館の資料の充実等に功績のあった者へ発行する特別優待券の提

示があった場合  

⑹ その他市長が必要と認める事業に使用する場合  

２ 料金の一部を減額する場合  

市長が必要と認める事業により入館する場合は、市長が必要と認める額を

減額する。 

 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 3,822,033 5,265,550 3,884,491 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 6 5 2 

金 額 （ 円 ） 39,120 37,520 41,300 

 上記の使用料は、公益財団法人山形市文化振興事業団の収支決算書（山寺芭蕉記念館事業

会計）事業収入の金額を記載した。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 所管課より、当初設定時の算定根拠は保管していない旨の回答を

得た。 

料 金 改 定 の 履 歴 平成４年 山形市山寺芭蕉記念館条例の一部改正 
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平成 20 年 山形市山寺芭蕉記念館条例の一部改正 

料金改定時の算定根拠 平成 4 年 山形市山寺芭蕉記念館条例の一部改正（伺） 

 理由 諸般の情勢に鑑み、清風荘の使用料の額を改定しようとす

るものである。 

平成 20 年 山形市山寺芭蕉記念館条例の一部改正（伺） 

 理由 小学生、中学生及び高校生の入館料を無料にしようとする

ものである。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 26,848,091 27,269,893 31,244,680 

（ 光 熱 費 ） 11,419,703 11,983,032 9,544,548 

（ 人 件 費 ） 29,107,763 40,218,689 25,500,342 

（ 合 計 ） 67,375,557 79,471,614 66,289,570 

※上記の数値は、「収支計算書」の「事業費支出 給料手当支出、臨時雇賃金支出、福利厚生

費支出」を人件費として集計、「事業費支出 燃料費支出、光熱水料費支出」を光熱費として

集計、それ以外の事業支出を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 5.7％ 6.7％ 5.9% 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 5.7％から 6.7％で推移している。 

一方、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「同種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関

して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 
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受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。今後、受益者負担割合

の観点も踏まえどのような使用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２）当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、残っている文書は条例改正の原議のみで、料金の当初設定時の算定資料は残っていないと

のことであった。このため、料金設定時の考え方を確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

料金改定は、平成 4 年、平成 20 年に実施されているが、平成 20 年の改定以降は見直しを行っ

ておらず、また、当料金の見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきであ

る。【指摘事項】 
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第 35 山形市民会館 

（概要） 

概 要 山形市民会館の使用料 

指定管理先：山形市民会館管理運営共同事業体 

指定管理施設：山形市民会館（山形市香澄町二丁目９番 45 号） 

敷地面積：12,841.06 ㎡、建築面積：3,193,92 ㎡ 

所 管 課 名 文化スポーツ部文化創造都市課 

料 金 体 系 （使用料） 

第７条 市長は、使用者から、その使用方法の区別に従い、別表に定める

使用料を徴収する。 

 

別表（第３条、第７条関係） 

使用料 

室名 区分 

基本使用料 

（午 前） 

９時00分か

ら 12 時 00

分まで 

（午 後） 

13 時 00 分

から 17 時

00 分まで 

（夜 間） 

18 時 00 分

から 22 時

00 分まで 

（全 日） 

９時00分か

ら 22 時 00

分まで 

大ホール 

平日 11,000 円 16,500 円 22,000 円 49,500 円 

土・日・休

日 
14,000 円 20,000 円 26,500 円 60,500 円 

小ホール 

平日 4,500 円 7,000 円 9,000 円 20,500 円 

土・日・休

日 
5,500 円 9,000 円 12,000 円 26,500 円 

会議室 
大 

平日・土・

日・休日 
1,200 円 1,600 円 2,000 円 4,800 円 

小 〃 600 円 800 円 1,000 円 2,400 円 

リハーサル室 〃 600 円 700 円 800 円 2,100 円 

展示室 〃 800 円 1,100 円 1,400 円 3,300 円 

談話室 〃 600 円 800 円 1,000 円 2,400 円 

楽 屋

の み

使用 

第 一 楽

屋 
〃 〃   600 円  

第 二 楽

屋 
〃 〃   400 円  
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第 三 楽

屋 
〃 〃   500 円  

第 四 楽

屋 
〃 〃   400 円  

附属設備及び備品類 
午前、午後、夜間ごとに、１附属設備及び１備

品につき 8,000 円以内で別に定める額 

（出典：山形市民会館条例） 

根拠法令・基準 山形市民会館条例 

減 免 の 概 要 「山形市民会館条例」より抜粋 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免

することができる。 

一部改正［平成 21 年条例 20 号］ 

 

「山形市民会館使用料の減免に関する内規 」 

（昭和４８年６月２１日決裁、昭和６２年１月２２日決裁、平成３年３月１１日決

裁、平成３年１０月１日決裁、平成１３年４月１日決裁、平成１４年６月１０日

決裁、平成１８年３月２８日決裁、平成１９年３月２７日決裁）  

山形市民会館条例第８条の規定により、使用料（冷暖房料を含む）を減免

することができるものは、次の各号のとおりとする。ただし、条例別表第 2 項

に該当するものを除く。  

１．市の儀式・式典に使用するとき、免除。  

２．市民会館が行う事業で使用するとき、免除。  

３．山形市内に所在する保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大

学、各種学校が主催する芸術文化的行事で使用するとき、５０パーセント

減額。ただし、５００円を超える入場料を徴収する場合を除く。  

また、市民会館の運営に支障をきたさない範囲において、練習に使用すると

きは、７０パーセント減額。そのための使用申請（電話等による仮予約も含

む）は、４ヶ月前からとする。  

４．山形市内に所在する小学校及び中学校が主催する全校規模の芸術文

化的な行事で使用するときは、市民会館及び中央公民館のいずれかの

使用料を年１回１日分限り免除。  

ただし、そのための使用申請（電話等による仮予約を含む）は、６ヶ月前か

らとする。  

５．山形市内の社会教育団体及び社会福祉事業団体が全市的な規模で行
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う行事で使用するとき、５０パーセント減額。ただし、５００円を超える入場

料を徴収する場合を除く。  

６．山形市民及び山形市内に所在する芸術文化団体が、市民会館の運営

に支障をきたさない範囲において、芸術文化の向上を図るための練習及

び研修に使用するとき、５０パーセント減額。そのための使用申請（電話等

による仮予約も含む）は、６ヶ月前からとする。  

７．障がい者団体が主催し、障がい者が参加することを目的とした集会等で

使用するときは、５０パーセント減額。ただし、５００円を超える入場料を徴

収する場合を除く。  

８．その他市長が特別の理由があると認めたとき。 

 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 18,659,269 50,205,987 43,752,568 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 21 22 18 

金 額 （ 円 ） 1,723,123 2,098,626 1,275,639 

 上記の使用料は、山形市民会館収支決算書の指定管理料以外の収入項目の集計である。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 所管課より、当初設定時の算定根拠は保管していない旨の回答を

得た。 

料 金 改 定 の 履 歴 昭和 57 年、昭和 61 年、平成３年、平成４年、平成 21 年 

料金改定時の算定根拠 料金改定時の算定根拠については、所管課へ質問し、下記のとお

り回答を得た。 

・電気料金、重油、燃料費等の高騰 

・類似公立文化会館との均衡適正化 

・直営から指定管理者制度への切替 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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（ 物 件 費 ） 98,242,195 131,701,081 133,075,377 

（ 光 熱 費 ） 27,184,802 25,358,532 27,631,272 

（ 人 件 費 ） 42,220,000 42,245,000 42,184,551 

（ 合 計 ） 167,646,997 199,304,613 202,891,200 

上記の数値は、「山形市民会館収支決算書」の給与手当・福利厚生費を人件費として集計、光

熱水費・燃料費を光熱費として集計、それ以外の項目を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 12.2％ 26.2％ 22.2% 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料金比較       

使用料                                                （単位：円） 

 山形市 

山形市民会館 

山形市 

やまぎん県民ホール 

山形市 

山形テルサ 

席数 大ホール 

1,202 席 

大ホール 

2，001 席 

テルサホール 

806 席 

平日使用料 

 

午前(9 時～12 時) 

11,000 

午前(9 時～12 時) 

全席使用 35,600 

午前(9 時～12 時) 

本番 21,600 

休日使用料 午前(9 時～12 時) 

14,000 

午前(9 時～12 時) 

全席使用 43,100 

午前(9 時～12 時) 

本番 26,000 

席当り換算 

 平日 

 休日 

 

9.1 

11.6 

 

17.7 

21.5 

 

26.7 

32.2 

※使用料金の比較は、大ホール使用料をサンプルとして実施した。 

※やまぎん県民ホール、山形テルサの金額はホームページより抜粋した。 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 12.2％から 26.2％で推移している。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「同

種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関して試算

した受益者負担割合との著しい乖離はない。 
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（２）当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

所管課に質問したところ、条例制定時の議事録（昭和 48 年 3 月議会）に「各都市の会館使用料

を参考にしたが、使用料が 5 万円から 8 万円となっているため県民会館の使用料が市民に直接影

響を与えているため最終的には県民会館の使用料より低めに定めたとの答弁がなされた。」との回

答を得たが、残っている文書は議事録のみで、料金の当初設定時の明確な算定資料は残ってい

ないとのことであった。このため、料金設定時の考え方を詳細に確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

当料金に関して、料金改定は、過年度において数回実施されているが、平成 21 年の改定以降

は見直しを行っておらず、また、見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきであ

る。【指摘事項】 
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第 36 山形市総合スポーツセンター等 

（概要） 

概 要 山形市総合スポーツセンター等の使用料 

指定管理先：公益財団法人山形市スポーツ協会 

指定管理施設：山形市総合スポーツセンター（山形市落合１番地）等 

所 管 課 名 文化スポーツ部スポーツ課 

料 金 体 系 （使用料） 

第６条 スポーツセンターの使用の許可を受けた者又は附属設備及び備品類

を使用する者（以下「使用者」という。）から、使用区分に応じ、別表第２に定め

るところにより使用料を徴収する。 

 

別表第２（第６条、第 15 条関係） 

(１) 有料施設専用使用料 

使用時間区分 ９ 時

か ら

12 時

まで 

12 時

か ら

15 時

まで 

15 時

か ら

18 時

まで 

18 時

か ら

21 時

まで 

21 時から翌

日 の ９ 時 ま

で 

摘要 
使用区分 

第 一

体 育

館 

 
ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

に使用

す る 場

合 

入場料を徴

収しない場

合 

一使用時間区分につ

き 6,300 円 

１ 時 間 ま で

ご と  2,100

円 

１ 第一体

育 館 競 技

場 、 武 道

場 及 び 多

用 途 広 場

において１

／２又は１

／４の施設

を 使 用 す

る場合は、

そ れ ぞ れ

の 使 用 料

の１／２又

は１／４の

額とする。 

競

技

場 

入場料を徴

収する場合 

一使用時間区分につ

き 18,900 円 

１ 時 間 ま で

ご と  6,300

円 

その他

の催物

に使用

す る 場

合 

入

場

料を

徴

収 し

ない

場

合 

営 利

を 目

的 と し

な い

場合 

一使用時間区分につ

き 18,900 円 

１ 時 間 ま で

ご と  6,300

円 

営 利

を 目

的とす

る場合 

一使用時間区分につ

き 63,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 21,000

円 

２ 第二体

育 館 競 技

場 、 弓 道
 入場料を徴

収する場合 

一使用時間区分につ

き 189,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 63,000
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円 場 及 び ス

ケート場フ

ィールドに

おいて１／

２の施設を

使 用 す る

場合は、そ

れ ぞ れ の

使用料の１

／２の額と

する。 

第一会議室 
１時間までごと 1,500

円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,500

円 

第二会議室 
１時間までごと 1,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,000

円 

第三会議室 
１時間までごと 1,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,000

円 

第四会議室 
１時間までごと 1,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,000

円 

第 二

体 育

館 

 
ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

に使用

す る 場

合 

入場料を徴

収しない場

合 

一使用時間区分につ

き 3,900 円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,300

円 

３ 高校生

以 下 が 使

用 す る 場

合 は 、 使

用 料 に 高

校 生 及 び

中 学 生 以

下 の 区 分

があるとき

を除き、そ

れ ぞ れ の

使用料の１

／２の額と

する。 

競

技

場 

入場料を徴

収する場合 

一使用時間区分につ

き 11,700 円 

１ 時 間 ま で

ご と  3,900

円 

その他

の催物

に使用

す る 場

合 

入

場

料を

徴

収 し

ない

場

合 

営 利

を 目

的 と し

な い

場合 

一使用時間区分につ

き 11,700 円 

１ 時 間 ま で

ご と  3,900

円 

営 利

を 目

的とす

る場合 

一使用時間区分につ

き 35,100 円 

１ 時 間 ま で

ごと 11,700

円 

  入場料を徴

収する場合 

一使用時間区分につ

き 117,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 39,000

円 

４ 施設を

準 備 の た

め に 使 用

す る 場 合

は、それぞ

れ の 使 用

軽運動場 
一使用時間区分につ

き 3,000 円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,000

円 



161 
 

大会議室 
１時間までごと 3,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  3,000

円 

料の１／２

の 額 と す

る。 

ミィーティングルーム 
１時間までごと 1,500

円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,500

円 

５ 前各項

の 規 定 に

より算出し

た 使 用 料

の額に 10

円 未 満 の

端 数 が 生

じ た と き

は、その端

数は切り捨

てるものと

する。 

武道場 
一使用時間区分につ

き 4,200 円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,400

円 

弓道場 
一使用時間区分につ

き 3,300 円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,100

円 

ス ケ

ー ト

場 

アマチュア

スポーツに

使 用 す る

場合 

入場料を徴

収しない場

合 

一使用時間区分につ

き 12,000 円 

１ 時 間 ま で

ご と  4,000

円 

入場料を徴

収する場合 

一使用時間区分につ

き 36,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 12,000

円 

６  この 表

に お い て

「入 場 料 」

とは、いず

れ の 名 義

を問わず、

入 場 者 か

ら徴収する

入 場 の 対

価をいう。 

アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 

一使用時間区分につ

き 72,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 24,000

円 

フィールドのみを使用

する場合 

１時間までごと 1,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,000

円 

テ ニ

ス コ

ート 

アマチュア

スポーツに

使 用 す る

場合 

入場料を徴

収しない場

合 

一 面 １ 時 間 ま で ご と 

350 円 

一 面 １ 時 間

ま で ご と 

350 円 

入場料を徴

収する場合 

一 面 １ 時 間 ま で ご と 

1,050 円 

一 面 １ 時 間

ま で ご と 

1,050 円 

アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 

一 面 １ 時 間 ま で ご と 

2,100 円 

一 面 １ 時 間

ま で ご と 

2,100 円 

 

水 泳50 メートル入場料を徴１時間までごと 3,000１ 時 間 ま で７  この 表
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プ ー

ル

（ 屋

外） 

プール 収しない場

合 

円 ご と  3,000

円 

に お い て

「プロ野球

に 使 用 す

る 」 と は 、

野 球 を 興

行として行

う こ と を 目

的とする団

体 が 試 合

そ の 他 の

催物（練習

そ の 他 催

物 の 準 備

の た め の

行 為 を 含

む 。）を行

うために使

用すること

をいう。 

入場料を徴

収する場合 

１時間までごと 9,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  9,000

円 

流 水 プ ー

ル 

入場料を徴

収しない場

合 

１時間までごと 1,800

円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,800

円 

入場料を徴

収する場合 

１時間までごと 5,400

円 

１ 時 間 ま で

ご と  5,400

円 

水 泳

プ ー

ル

（ 屋

内） 

入場料を徴収しない場

合 

１時間までごと 6,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  6,000

円 

入場料を徴収する場

合 

１ 時 間 ま で ご と 

18,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 18,000

円 

 一般 
１時間までごと 3,500

円 

１ 時 間 ま で

ご と  3,500

円 

コ ー ス 専

用使用 
高校生 

１時間までごと 2,600

円 

１ 時 間 ま で

ご と  2,600

円 

 中 学 生 以

下 

１時間までごと 1,950

円 

１ 時 間 ま で

ご と  1,950

円 

多 用

途 広

場 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

１時間までごと 2,100

円 

１ 時 間 ま で

ご と  2,100

円 

 

そ の 他 の

催 物 に 使

用 す る 場

合 

営利を目的

としない場

合 

１時間までごと 6,300

円 

１ 時 間 ま で

ご と  6,300

円 

 

営利を目的

とする場合 

１ 時 間 ま で ご と 

18,900 円 

１ 時 間 ま で

ごと 18,900
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円 

野 球

場 

競

技

場 

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

に使用

す る 場

合 

入場料を徴

収しない場

合 

１時間までごと 2,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  2,000

円 

 

入場料を徴

収する場合 

１時間までごと 6,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  6,000

円 

 

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

以外に

使用す

る 場 合

（ プ ロ

野球に

使用す

る 場 合

を 除

く。） 

入

場

料を

徴

収 し

ない

場

合 

営 利

を 目

的 と し

な い

場合 

１時間までごと 6,000

円 

１ 時 間 ま で

ご と  6,000

円 

 

営 利

を 目

的とす

る場合 

１ 時 間 ま で ご と 

20,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 20,000

円 

 

入場料を徴

収する場合 

１ 時 間 ま で ご と 

60,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 60,000

円 

 

プ ロ 野

球に使

用 す る

場合 

入場料を徴

収しない場

合 

１ 時 間 ま で ご と 

20,000 円 

１ 時 間 ま で

ごと 20,000

円 

 

入場料を徴

収する場合 

１日につき 最高入場料の300人分

に相当する額（その額が 200,000 円

に満たない場合は、200,000 円） 

 

屋

内

練

習

場 

アマチュアスポーツ

に使用する場合 

一 面 １ 時 間 ま で ご と 

1,000 円 

一 面 １ 時 間

ま で ご と 

1,000 円 

 

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

以外に

使用す

る 場 合

（ プ ロ

営利を目的

としない場

合 

一 面 １ 時 間 ま で ご と 

3,000 円 

一 面 １ 時 間

ま で ご と 

3,000 円 

 

営利を目的

とする場合 

一 面 １ 時 間 ま で ご と 

10,000 円 

一 面 １ 時 間

ま で ご と 

10,000 円 
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野球に

使用す

る 場 合

を 除

く。） 

プロ野球に使用す

る場合 

一 面 １ 時 間 ま で ご と 

10,000 円 

一 面 １ 時 間

ま で ご と 

10,000 円 

 

会議室 
一 室 １ 時 間 ま で ご と 

1,500 円 

一 室 １ 時 間

ま で ご と 

1,500 円 

 

(２) 有料施設普通使用料 

施設名 
使 用 者

区分 
使用区分 使用料 摘要 

第一体育館競技

場 

（ランニングコース

を使用する場合

に限る。） 

一般  300 円 １回とは、第二体育館トレ

ーニングルーム、第二体

育館体力測定室、スケー

ト場、水泳プール（屋外）

及び水泳プール（屋内）を

除き専用使用に係る使用

時間区分ごととする。 

高校生 一人１回 200 円 

中 学 生

以下 
 100 円 

第二体育館軽運

動場 

第二体育館トレー

ニングルーム 

第二体育館体力

測定室 

一般  300 円  

高校生 一人１回 200 円  

中 学 生

以下 
 100 円  

一般  3,000 円  

高校生 
回 数 使 用

11 回分 
2,000 円  

中 学 生

以下 
 1,000 円  

武道場 

弓道場 

一般  350 円  

高校生 一人１回 200 円  

中 学 生

以下 
 100 円  
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一般  3,500 円  

高校生 
回 数 使 用

11 回分 
2,000 円  

中 学 生

以下 
 1,000 円  

スケート場 

（フィールドのみ

を使用する場合

を除く。） 

一般  500 円  

高校生 一人１回 300 円  

中 学 生

以下 
 200 円  

一般  5,000 円  

高校生 
回 数 使 用

11 回分 
3,000 円  

中 学 生

以下 
 2,000 円  

水 泳 プ ー ル （ 屋

外） 

一般 
一人１回 

（2.5 時間

以内） 

250 円  

高校生 150 円  

中 学 生

以下 
100 円  

一般  2,500 円  

高校生 
回 数 使 用

11 回分 
1,500 円  

中 学 生

以下 
 1,000 円  

水 泳 プ ー ル （ 屋

内） 

一般 
一人１回 

（２時間以

内） 

600 円  

高校生 300 円  

中 学 生

以下 
200 円  

一般  6,000 円  

高校生 
回 数 使 用

11 回分 
3,000 円  

中 学 生

以下 
 2,000 円  

合宿所 一般  500 円  
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高校生 一人一泊 300 円  

中 学 生

以下 
 200 円  

(３) 照明設備等使用料 

照明設備等 使用単位 使用料 摘要 

第一体

育館競

技場 

照明

設備 

400 ルクス 

１時間まで

ごと 

1,200 円 １ 第一体育館競技場、

武道場及び多用途広場

において１／２又は１／４

の施設を使用する場合の

照明使用料は、それぞれ

の使用料の１／２又は１

／４の額とする。 

２ 第二体育館競技場に

おいて１／２の施設を使

用する場合の照明使用

料は、１／２の額とする。 

３ 高校生以下が照明設

備を使用する場合は、そ

れぞれの使用料の１／２

の額とする。 

４ 照明設備を準備のた

めに使用する場合は、そ

れぞれの使用料の１／２

の額とする。 

５ 前各項の規定により

算出した使用料の額に

10 円未満の端数が生じ

たときは、その端数は切り

捨てるものとする。 

６ １回とは、専用使用に

係る使用時間区分ごとと

する。 

800 ルクス 2,400 円 

1,300 ルクス 2,800 円 

第二体

育館競

技場 

照明

設備 

500 ルクス 500 円 

750 ルクス 1,000 円 

1,000 ルクス 2,000 円 

武道場 

照明設備 

400 円 

ス ケ ー

ト場 
4,000 円 

テ ニ ス

コート 

一 面 １ 時

間までごと 
500 円 

多用途

広場 

１時間まで

ごと 

4,000 円 

野球場

競技場 

照明

設備 

内野 300 ル

クス 

外野 200 ル

クス 

6,500 円 

内野 500 ル

クス 

外野 300 ル

クス 

9,800 円 

内野 750 ル

クス 

外野 500 ル

クス 

14,300 円 

内 野 1,000

ルクス 

外野 750 ル

クス 

22,500 円 
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更衣室 
一 室 １ 時

間までごと 
1,000 円 

審判更衣室 
１時間まで

ごと 
1,000 円 

野球場

屋内練

習場 

照明設備 
一 面 １ 時

間までごと 
2,000 円 

その他附属設備及び備

品類 

１回又は１時間ごとに、１

設備及び１備品につき

7,000 円以内で別に定め

る。 

（出典：山形市総合スポーツセンター条例） 

根 拠 法 令 ・ 基

準 

山形市総合スポーツセンター条例 

減 免 の 概 要 「山形市総合スポーツセンター条例」より抜粋 

（使用料の減免） 

第７条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免すること

ができる。 

 

「山形市体育施設等使用料減免基準」 

 山形市体育施設使用料条例第 4 条及び山形市総合スポーツセンター条例

第 7 条に基づき減免する場合の事務取扱上の基準を次のとおり定める。 
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（出典：山形市体育施設等使用料減免基準） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 68,648,200 77,271,760 81,580,110 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 186 70 74 

金 額 （ 円 ） 9,072,320 16,178,840 14,167,930 

※上記の使用料は、「総合スポーツセンター等指定管理会計収支決算書」の「7145 利用料収入」

「7151 スポーツ教室等参加料収入」「7115 スケート場貸靴貸靴手数料収益」の集計である。 

※令和 4 年度の減免については、コロナ措置による半額減免が 81 件 1,327,320 円含まれてい

る。 

 

・料金設定及び改定 
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当初設定時の算定根拠 所管課より、当初設定時の算定根拠は、保管していない旨の回答を

得た。 

料 金 改 定 の 履 歴 平成元年 36 号、平成２年 15 号・24 号、平成３年 46 号、平成４年 25

号、平成 11 年 54 号、平成 29 年 21 号 

料金改定時の算定根拠 料金改定時の算定根拠については、所管課へ質問し、保管してい

ない旨の回答を得た。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 281,577,654 276,406,973 300,667,450 

（ 光 熱 費 ） 146,027,632 147,636,518 156,687,895 

（ 人 件 費 ） 114,303,801 118,220,848 111,056,920 

（ 合 計 ） 541,909,087 542,264,339 568,412,265 

※上記の数値は、「収支計算書」の「事業費支出 賃金」「管理支出 給料手当支出、福利厚生

費」を人件費として集計、「事業費支出 光熱水費」を光熱費として集計、それ以外の事業費

支出・管理費支出を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 14.3% 17.2% 16.8% 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料金比較                                （単位：円） 

 山形市総合スポーツセ

ンター 

山形市西公園 天童市スポーツセンタ

ー 

テニスコート 

使用料 

350 円/時間 350 円/時間 530 円/時間 

※施設が多数のため、参考としてテニスコート使用料について記載した。 

 

（監査の結果） 
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（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 14.3％から 17.2％で推移している。 

一方、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「同種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関

して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。今後、受益者負担割合

の観点も踏まえどのような使用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２）当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、残っている文書は条例改正の原議のみで、料金の当初設定時の算定資料は残っていないと

のことであった。このため、料金設定時の考え方を確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

料金改定は、平成 29 年に最終の条例改正が行われているが、改正理由は「総合スポーツセン

ターの敷地内に建設中の野球場について、平成 29 年９月から供用を開始するに当たり、施設の

設置及びその使用料について規定するため。」となっており、既存の施設の使用料の改定ではなく、

長期間にわたり、改定は行っておらず、また、当料金の見直しに関する基準や方針を設けていな

い。 

このような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきであ

る。【指摘事項】 
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第 37 山形市球技場 

（概要） 

概 要 山形市球技場の利用料金 

指定管理先：公益財団法人山形市スポーツ協会 

指定管理施設：山形市球技場（山形市薬師町２丁目 22-72） 

整備面積：29,840 ㎡、人工芝面積：14,760 ㎡、観客席：約 1,660 席 

所 管 課 名 文化スポーツ部スポーツ課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市ホームページ） 

 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市体育施設使用料条例 

減 免 の 概 要  

山形市体育施設使用料条例より抜粋 

 

（使用料の減免） 

第４条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免する

ことができる。 
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（出典：山形市体育施設等使用料減免基準） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 944 960 994 

金 額 （ 円 ） 4,570,180 5,870,020 6,021,690 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 5 

(コロナによる措置)71 

6 4 

金 額 （ 円 ） 338,950 

(コロナによる措置)514,570 

358,400 238,900 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 所管課より、当初設定時の算定根拠は保管していない旨の回答を

得た。 
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料 金 改 定 の 履 歴 料金設定以降、見直しなし。 

料金改定時の算定根拠 料金設定以降、見直しなし。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 3,208,415 2,432,031 2,368,759 

（ 光 熱 費 ） 5,171,010 5,524,635 5,436,777 

（ 人 件 費 ） 8,872,512 8,713,283 7,589,630 

（ 合 計 ） 17,251,937 16,669,949 15,395,166 

※上記の数値は、「山形市球技場指定管理特別会計 収支決算書」の職員費支出を人件費と

して集計、光熱水費を光熱費として集計、それ以外の項目を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 31.4％ 37.4％ 40.7％ 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較                                 （単

位：円） 

 山形市球技場 

 

 

山形県総合運動公園 

（サッカー・ラグビー場） 

山形市総合スポーツセン

ター 

（多用途広場） 

使 用 料 2,500 円 1,060 円 2,100 円 

 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 31.4％から 40.7％である。 

一方、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「同種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関
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して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく高い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用者の負担が重く公平性が崩れていると言える。今後、受益者負担割合の観点

も踏まえどのような使用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２） 当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、残っている文書は条例改正の原議のみで、料金の当初設定時の算定資料は残っていないと

のことであった。このため、料金設定時の考え方を確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を理解するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

当料金に関して、上記のとおり当初料金設定以降、市ではこれまで見直しを行ってきておらず、

また、見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 
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第 38 山形市総合福祉センター 

（概要） 

概 要 山形市総合福祉センターの利用料金 

指定管理先：社会福祉法人山形市社会福祉協議会 

指定管理施設：山形市総合福祉センター（山形市城西町二丁目２番 22

号） 

敷地面積：10,600 ㎡、建物面積：3,442.716 ㎡、延床面積：7,478.777 ㎡ 

鉄骨鉄筋コンクリート造り地下 1 階地上 5 階建て 入浴棟、体育ホールは

別棟 

所 管 課 名 福祉推進部地域共生社会課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市ホームページ） 

根 拠 法 令 ・ 基 準 山形市総合福祉センター条例 

減 免 の 概 要  

山形市総合福祉センター条例より抜粋 

 

（使用料の減免） 

第７条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減

免することができる。 

 

具体的には、身体障害者手帳の交付を受けている者について減免を行っ

ている。 
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使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 11,031,700 16,476,900 18,768,000 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 26,219 28,514 32,065 

金 額 （ 円 ） 8,519,600 9,860,800 9,953,500 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 料金設定以降、見直しなし。 

料金改定時の算定根拠 料金設定以降、見直しなし。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 88,549,363 93,155,181 101,735,889 

（ 光 熱 費 ） 30,436,539 35,503,207 35,273,632 

（ 人 件 費 ） 15,704,864 17,922,966 18,891,101 

（ 合 計 ） 134,690,766 145,581,354 155,900,622 

※上記の数値は、「山形市総合福祉センター指定管理料 収支決算書」の人件費を人件費とし

て集計、光熱水費を光熱費として集計、それ以外の項目を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 14.5％ 18.1％ 18.4％ 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 14.5％から 18.4％である。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「同
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種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関して試算

した受益者負担割合との著しい乖離はない。 

 

（２） 当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、残っている文書は条例改正の原議のみで、料金の当初設定時の算定資料は残っていないと

のことであった。このため、料金設定時の考え方を確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を理解するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

当利用料金は、上記のとおり当初料金設定以降、市ではこれまで見直しを行ってきておらず、ま

た、当料金の見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 
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第 39 大曽根さわやか荘（老人福祉センター） 

（概要） 

概 要 大曽根さわやか荘（老人福祉センター）の浴室利用料金 

指定管理先：大曽根さわやか荘福祉の会 

指定管理施設：大曽根さわやか荘（山形市並柳４７番地） 

管理区域面積：5,643.71 ㎡、延床面積：750.16 ㎡ 

所 管 課 名 福祉推進部長寿支援課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市ホームページ） 

根拠法令・基準 山形市老人福祉センター設置及び管理等に関する条例 

減 免 の 概 要  

山形市老人福祉センター設置及び管理等に関する条例より抜粋 

 

（浴室の使用料） 

第６条 市長は、漆山やすらぎ荘、大曽根さわやか荘及び黒沢いこい荘

の浴室を使用する者（６歳未満の者を除く。第 13 条第１項において「浴室

使用者」という。）から、１人につき 100 円の使用料を徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者につい

ては、使用料を無料とする。 

(１) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の適用を受けている者 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30

号）第 14 条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律

（平成 19 年法律第 127 号）附則第４条第１項に規定する支援給付又は中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 106 号。以下この号に

おいて「25 年改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定によ

りなお従前の例によることとされた 25 年改正法による改正前の中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

に基づく支援給付若しくは 25 年改正法附則第２条第３項に基づく支援給
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付を含む。以下「支援給付」という。）を受けている者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

 
 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 35,311 41,692 40,624 

金 額 （ 円 ） 3,531,100 4,169,200 4,062,400 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 2,146 2,899 2,592 

金 額 （ 円 ） 214,600 289,900 259,200 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

なお、厚生省社会局長通達「老人福祉センター設置運営要綱」（昭

和 52 年）では、老人福祉センターの利用は、原則として無料として

おり、使用料を収受するのは浴室のみとしている。 

料 金 改 定 の 履 歴 昭和５６年に設定後、昭和５９年、昭和６１年、平成４年、平成８年に

改定している。 

当初設定 6 歳以上 12 歳未満 200 円、 

12 歳以上 60 歳未満 380 円、60 歳以上 無料 

昭和 59 年 6 歳以上 12 歳未満 300 円、 

12 歳以上 60 歳未満 480 円、60 歳以上 無料 

        主な改定理由 「業務委託料が毎年増額」 

昭和 61 年 時間帯ごとの利用区分を設ける（終日利用は 480 円） 

        主な改定理由 「利用時間の延長と使用料の整備」 

平成 4 年 6 歳以上 12 歳未満 330 円（終日利用）、 

12 歳以上 60 歳未満 530 円（終日利用）、 

60 歳以上 無料 

        主な改定理由 「物価等の上昇により経費が増加」 

平成 8 年 6 歳以上 100 円 

        主な改定理由 「諸般の情勢を鑑み」 

料金改定時の算定根拠 平成８年改定時に、アンケートを実施。 

アンケート対象：60 歳以上の利用者 600 名。 

アンケート項目：「施設利用料は現在無料ですが、施設運営の充実

を図り有料とした場合料金としてはいくら位が適当だと思いますか」 

アンケート結果：100 円 71%、200 円 19%、300 円 1.5%、それ以外 

7.4% 
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アンケート結果及び「料金体系があまりにも複雑であるため」一律

100 円とした。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 7,914,371 7,627,191 7,750,733 

（ 光 熱 費 ） 15,300,564 16,011,998 16,408,856 

（ 人 件 費 ） 15,030,798 15,416,309 15,139,453 

（ 合 計 ） 38,245,733 39,055,498 39,299,042 

※上記の数値は、「大曽根さわやか荘 収支決算書」の人件費支出を人件費として集計、水道

光熱費及び燃料費を光熱費として集計、それ以外の項目を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 9.8％ 11.4％ 11.0％ 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較                             （単位：円） 

 大曽根さわやか荘 寒河江市 

老人福祉センター 

上山市老人福祉セン

ター「寿荘」 

入 浴 料 100 円 300 円 150 円 

部 屋 使 用 料 無料 50 円 500 円 

（ふれあいルーム） 

※なお、市では厚生省社会局長通達「老人福祉センター設置運営要綱」にしたがい、入浴料以

外の料金は無料としている。 

 

「老人福祉センター設置運営要綱」より抜粋 

 

四 利用料 

老人福祉センターの利用は、原則として無料とする。 
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ただし、必要により費用を徴収する場合にあつては、当該利用に直接必要な経費以下の額と

し、地方公共団体が運営する場合にあつては、条例において規定し、その他の団体が運営する

場合にあつては、運営規程等において規定するものとする。 

 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 9.8％から 11.4％である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「同種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当利用料に関

して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。「老人福祉センター設置

運営要綱」で求める「原則として無料」の考え方も踏まえて料金を設定しているが、受益者負担割

合の観点も踏まえどのような利用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２） 当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、残っている文書は条例改正の原議のみで、料金の当初設定時の算定資料は残っていないと

のことであった。このため、料金設定時の考え方を確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を理解するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

当料金に関して、上記のとおり当初料金設定以降、平成８年まではコストの増加に合わせて継

続的に料金の見直しを行っていたが、平成８年において 100 円と改定した以降は見直しを行って

いない。また、厚生省社会局長通達「老人福祉センター設置運営要綱」（昭和 52 年）において、

「原則として無料とする」考え方があることもあり、見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 
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第 40 黒沢いこい荘（老人福祉センター） 

（概要） 

概 要 黒沢いこい荘（老人福祉センター）の浴室利用料金 

指定管理先：社会福祉法人友愛会 

指定管理施設：黒沢いこい荘 

所在地：山形市大字黒沢字中川原 541 番地 

管理区域面積：5,134.35 ㎡、延床面積：775.00 ㎡ 

所 管 課 名 福祉推進部長寿支援課 

料 金 体 系 

 

（出典：山形市ホームページ） 

 

根拠法令・基準 山形市老人福祉センター設置及び管理等に関する条例 

減 免 の 概 要  

山形市老人福祉センター設置及び管理等に関する条例より抜粋 

 

（浴室の使用料） 

第６条 市長は、漆山やすらぎ荘、大曽根さわやか荘及び黒沢いこい荘

の浴室を使用する者（６歳未満の者を除く。第 13 条第１項において「浴室

使用者」という。）から、１人につき 100 円の使用料を徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者につい

ては、使用料を無料とする。 

(１) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の適用を受けている者 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30

号）第 14 条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律

（平成 19 年法律第 127 号）附則第４条第１項に規定する支援給付又は中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 106 号。以下この号に

おいて「25 年改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定によ

りなお従前の例によることとされた 25 年改正法による改正前の中国残留
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邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

に基づく支援給付若しくは 25 年改正法附則第２条第３項に基づく支援給

付を含む。以下「支援給付」という。）を受けている者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

 

 

 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 53,464 57,376 54,901 

金 額 （ 円 ） 5,346,400 5,737,600 5,490,100 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 7,742 8,253 8,479 

金 額 （ 円 ） 774,200 825,300 847,900 

 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 監査期間中に、当初設定時の算定根拠は確認できなかった。 

なお、厚生省社会局長通達「老人福祉センター設置運営要綱」（昭

和 52 年）では、老人福祉センターの利用は、原則として無料として

おり、入浴料以外の料金は無料としている。 

料 金 改 定 の 履 歴 昭和５６年に設定後、昭和５９年、昭和６１年、平成４年、平成８年に

改定している。 

当初設定 6 歳以上 12 歳未満 200 円、 

12 歳以上 60 歳未満 380 円、60 歳以上 無料 

昭和 59 年 6 歳以上 12 歳未満 300 円、 

12 歳以上 60 歳未満 480 円、60 歳以上 無料 

        主な改定理由 「業務委託料が毎年増額」 

昭和 61 年 時間帯ごとの利用区分を設ける（終日利用は 480 円） 

        主な改定理由 「利用時間の延長と使用料の整備」 

平成 4 年 6 歳以上 12 歳未満 330 円（終日利用）、 

12 歳以上 60 歳未満 530 円（終日利用）、 

60 歳以上 無料 

       主な改定理由 「物価等の上昇により経費が増加」 

平成 8 年 6 歳以上 100 円 

       主な改定理由 「諸般の情勢を鑑み」 

料金改定時の算定根拠 平成８年改定時に、アンケートを実施。 
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アンケート対象：60 歳以上の利用者 600 名。 

アンケート項目：「施設利用料は現在無料ですが、施設運営の充実

を図り有料とした場合料金としてはいくら位が適当だと思いますか」 

アンケート結果：100 円 71%、200 円 19%、300 円 1.5%、それ以外 

7.4% 

アンケート結果及び「料金体系があまりにも複雑であるため」一律

100 円とした。 

 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 8,832,715 9,371,041 9,458,847 

（ 光 熱 費 ） 28,563,645 28,410,385 27,502,804 

（ 人 件 費 ） 13,064,429 12,796,354 12,689,673 

（ 合 計 ） 50,460,789 50,577,780 49,651,324 

※上記の数値は、「黒沢いこい荘 収支決算書」の人件費支出を人件費として集計、水道光熱

費及び燃料費を光熱費として集計、それ以外の項目を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 12.1％ 13.0％ 12.8％ 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較                             （単位：円） 

 黒沢いこい荘 寒河江市 

老人福祉センター 

上山市老人福祉セン

ター「寿荘」 

入 浴 料 100 円 300 円 150 円 

部 屋 使 用 料 無料 50 円 500 円 

（ふれあいルーム） 

※なお、市では厚生省社会局長通達「老人福祉センター設置運営要綱」従いに、入浴料以外
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の料金は無料としている。 

 

「老人福祉センター設置運営要綱」より抜粋 

 

四 利用料 

老人福祉センターの利用は、原則として無料とする。 

ただし、必要により費用を徴収する場合にあつては、当該利用に直接必要な経費以下の額と

し、地方公共団体が運営する場合にあつては、条例において規定し、その他の団体が運営する

場合にあつては、運営規程等において規定するものとする。 

 

（監査の結果） 

（１） 受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 12.1％から 13.0 ％である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「同種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当利用料に関

して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。「老人福祉センター設置

運営要綱」で求める「原則として無料」の考え方も踏まえて料金を設定しているが、受益者負担割

合の観点も踏まえどのような利用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２） 当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、残っている文書は条例改正の原議のみで、料金の当初設定時の算定資料は残っていないと

のことであった。このため、料金設定時の考え方を確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を理解するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

当利用料金は、上記のとおり当初料金設定以降、平成８年まではコストの増加に合わせて継続

的に料金の見直しを行っていたが、平成８年において 100 円と改定した以降は見直しを行ってい
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ない。また、厚生省社会局長通達「老人福祉センター設置運営要綱」において、「原則として無料

とする」考え方があることもあり、当料金の見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、利用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは難しく、公平

性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきである。【指摘事項】 
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第 41 山形テルサ 

（概要） 

概 要 山形テルサの賃料 

指定管理先：一般財団法人山形市都市振興公社 

指定管理施設：山形テルサ 

所在地：山形市双葉町一丁目 2 番 3 号 

所 管 課 名 商工観光部働きやすさ追求室 

料 金 体 系 （使用料） 

第６条 市長は、施設等を使用するもの（以下「使用者」という。）から、別表

に定めるところにより、使用料を徴収する。 

 

別表（第３条、第６条関係） 

１ 施設 

区分 

基本使用料の額 

午前 午後 夜間 全日 ９ 時 以 前

及 び 22

時以後 

９ 時 か ら

12 時まで 

13 時から

17 時まで 

18 時から

22 時まで 

９ 時 か ら

22 時まで 

テルサホー

ル 

平日 21,600 円 28,800 円 28,800 円 79,200 円 9,400 円 

土 ・ 日 ・

休日 
26,000 円 34,600 円 34,600 円 95,200 円 11,300 円 

ア プ

ロ ー

ズ 

全部使

用 

平日 12,000 円 16,000 円 16,000 円 44,000 円 5,200 円 

土 ・ 日 ・

休日 
14,400 円 19,200 円 19,200 円 52,800 円 6,300 円 

分割使

用（大） 

平日 8,100 円 10,800 円 10,800 円 29,700 円 3,600 円 

土 ・ 日 ・

休日 
9,800 円 13,000 円 13,000 円 35,800 円 4,300 円 

分割使

用（小） 

平日 6,600 円 8,800 円 8,800 円 24,200 円 2,900 円 

土 ・ 日 ・

休日 
8,000 円 10,600 円 10,600 円 29,200 円 3,500 円 

特別楽屋 

平 日 ・

土 ・ 日 ・

休日 

600 円 800 円 800 円 2,200 円 300 円 

楽屋１ 〃 400 円 500 円 500 円 1,400 円 200 円 

楽屋２ 〃 400 円 500 円 500 円 1,400 円 200 円 
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楽屋３ 〃 300 円 400 円 400 円 1,100 円 200 円 

楽屋４ 〃 300 円 400 円 400 円 1,100 円 200 円 

楽屋５ 〃 400 円 500 円 500 円 1,400 円 200 円 

楽屋６ 〃 400 円 500 円 500 円 1,400 円 200 円 

楽屋７ 〃 600 円 800 円 800 円 2,200 円 300 円 

控室 〃 200 円 200 円 200 円 600 円 100 円 

研修室Ａ 〃 3,400 円 4,100 円 4,100 円 9,400 円 1,400 円 

研修室Ｂ 〃 2,600 円 3,100 円 3,100 円 7,000 円 1,100 円 

交流室Ａ 〃 6,400 円 8,000 円 8,000 円 19,600 円 2,700 円 

交流

室Ｂ 

全部使

用 
〃 6,100 円 7,700 円 7,700 円 18,900 円 2,600 円 

分割使

用（大） 
〃 4,700 円 6,000 円 6,000 円 14,700 円 2,100 円 

分割使

用（小） 
〃 2,700 円 3,300 円 3,300 円 8,100 円 1,200 円 

特別会議室 〃 1,800 円 2,200 円 2,200 円 5,000 円 800 円 

会議室 〃 2,200 円 2,600 円 2,600 円 5,800 円 900 円 

大会議室 〃 4,100 円 4,800 円 4,800 円 10,900 円 1,700 円 

キ ッ ズ ル ー

ム 
〃 1,900 円 2,400 円 2,400 円 5,900 円 800 円 

リ ハ ー サ ル

室 
〃 5,100 円 6,200 円 6,200 円 13,900 円 2,100 円 

２ 附属設備及び備付けの物品 

区分 使用料の額 

附属設備 午前、午後、夜間ごとに、１つの附属設備又は物品に

つき 15,100 円以内で規則に定める額 備付けの物品 

（出典：山形テルサ条例） 

 

根拠法令・基準 山形市テルサ条例 

減 免 の 概 要 「山形テルサ条例」より抜粋 

（使用料の減免） 

第７条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免

することができる。 
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「山形テルサ使用料の減免に関する事務取扱基準」 

山形テルサ条例（平成 15 年市条例 29 号）第 7 条の規定に基づく山形テ

ルサ使用料の減免に関する基準を次のように定める。 

１ 山形市内に所在する幼稚園、小学校及び中学校並びに当該幼稚園等

の教育関係団体が主催し、園児又は生徒が参加することを目的とした教育

の推進に資する事業（1 人 1 回当たり 500 円を超える入場料を徴する場合を

除く。）で使用するとき。ただし、一使用者につき 1 回限りとする。 

50％減額 

２ 山形市内に所在する児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく保

育所及び当該保育所の関係団体が主催し、児童が参加することを目的とし

た児童福祉の増進に資する事業（1 人 1 回当たり 500 円を超える入場料を

徴する場合を除く。）で使用するとき。ただし、一使用者につき 1 回限りとす

る。 

50％減額 

３ 障がい福祉団体が主催し、障がい者が参加することを目的とした障がい

福祉の増進に資する事業（1 人 1 回当たり 500 円を超える入場料を徴する

場合を除く。）で使用するとき。ただし、一使用者につき 1 回限りとする。 

50％減額 

４ 上記 1 から 3 に該当する事業で、その開催に付随する舞台稽古、準備等

で使用するとき。だだし、1 日を限度とする。 

50％減額 

５ 山形テルサの管理運営若しくは市の指定事業又は指定管理者の自主事

業のため使用するとき。 

 免除 

６ 上記のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。減免内容について

は、市と指定管理者が協議の上、決定する。 

 

 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 66,321,596 69,520,818 72,971,706 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 168 33 33 

金 額 （ 円 ） 8,169,875 7,503,800 6,322,350 

※上記の使用料は、事業報告書（年次報告）の施設管理費の使用料・共益費・営業収入の計の

集計である。 
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・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 所管課から入手した「山形テルサ利用料金設定（案）」にて、詳細な

検討が行われている。 

「2 山形テルサ利用料金設定の考え方 

 山形テルサの利用料金は、施設が「公の施設に準じる施設」であ

り、料金についても近隣の類似公共施設等の料金を勘案して設定

することが求められているため、市民会館の料金設定の考え方を基

本として設定する。」と定められている。 

この考え方に基づき、テルサホール・多目的ルームについて、電気

料・上下水道料、委託料等の積算を行い、必要な補正を実施し使

用料の決定を行っている。 

 

料 金 改 定 の 履 歴 平成 23 年、平成 26 年 

料金改定時の算定根拠 平成 23 年 用途変更に伴う会議室使用料金の追加 

平成 26 年 大会議室の面積変更に伴う使用料変更 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 109,241,648 105,994,812 109,179,874 

（ 光 熱 費 ） 95,802,054 90,212,337 100,997,007 

（ 人 件 費 ） 55,757,000 56,658,000 57,001,000 

（ 合 計 ） 260,800,702 252,865,149 267,177,881 

※上記の数値は、「事業報告書」の「施設管理費 給料、職員手当等、共済費」を人件費として

集計、「施設管理費 燃料費、光熱水費」を光熱費として集計、それ以外の施設管理費を物

件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 28.6％ 30.5％ 29.7% 
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（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料金比較      

 使用料                                                （単位：円） 

 山形市 

山形テルサ 

山形市 

やまぎん県民ホール 

山形市 

山形市民会館 

席数 テルサホール 

806 席 

大ホール 

2，001 席 

大ホール 

1,202 席 

平日使用料 

 

午前(9 時～12 時) 

本番 21,600 

午前(9 時～12 時) 

全席使用 35,600 

午前(9 時～12 時) 

11,000 

休日使用料 午前(9 時～12 時) 

本番 26,000 

午前(9 時～12 時) 

全席使用 43,100 

午前(9 時～12 時) 

14,000 

席当り換算 

 平日 

 休日 

 

26.7 

32.2 

 

17.7 

21.5 

 

9.1 

11.6 

※使用料金の比較は、テルサホール使用料をサンプルとして実施した。 

※やまぎん県民ホール、山形市民会館の金額はホームページより抜粋した。 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 28.6％から 30.5％で推移している。 

平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」にて「同

種の民間サービスの利用が困難な場合 算定原価の 25％」と定めており、当使用料に関して試算

した受益者負担割合との著しい乖離はない。 

 

（２）料金改定に関する方針の不備について 

当料金に関して、料金改定は、過年度において数回実施されているが、用途変更や面積変更

による改定であり、実質的な改定は行われておらず、また、見直しに関する基準や方針を設けてい

ない。 

このような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきであ

る。【指摘事項】 
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第 42 山形国際交流プラザ 

（概要） 

概 要 山形国際交流プラザの使用料 

指定管理先：一般財団法人山形コンベンションビューロー 

指定管理施設：、山形国際交流プラザ 

所在地：山形市平久保１００番地 

敷地面積：104，794 ㎡、建築面積：8,505 ㎡ 

所 管 課 名 商工観光部観光戦略課 

料 金 体 系 （使用料） 

第６条 市長は、プラザの使用の許可を受けた者又は附属設備及び備付け

の物品を使用する者（以下「使用者」という。）から、別表の施設等の区分に

応じ、同表に掲げる使用料を徴収する。 

 

別表 

施設等の区分 

使用料の額 

全日 午前 午後 夜間 午 前 ９ 時 以

前及び午後

９時以降（１

時 間 ま で ご

と） 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

午 前９ 時

から午後

１時まで 

午 後 １ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

午 後５ 時

から午後

９時まで 

多

目

的

集

会

展

示

場 

 円 （各使用時間区分につき）円 円 

全部 384,000  192,000  52,800 

４分の３ 304,000  152,000  41,800 

２分の１ 210,000  105,000  28,800 

４分の１ 112,000  56,000  15,400 

大会議室 57,000  28,500  7,800 

交流サロン 50,000  25,000  6,900 

和室 15,000  7,500  2,100 

２階小会議室 2,600  1,300  400 

３階第１特別会

議室 
6,000  3,000  800 

３階第２特別会6,000  3,000  800 
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議室 

試写室 10,600  5,300  1,500 

４階中会議室 24,600  12,300  3,400 

４階第１研修室 8,600  4,300  1,200 

４階第２研修室 8,600  4,300  1,200 

４階第１小会議

室 
7,800  3,900  1,100 

４階第２小会議

室 
5,800  2,900  800 

４階第３小会議

室 
5,800  2,900  800 

屋外ステージ 40,000  20,000  5,500 

国際交流広場

（専用使用の場

合） 

１平方メート

ル当たり 
１平方メートル当たり  

１平方メート

ル当たり 

10  ５  １ 

イ ベ ン ト 広 場

（専用使用の場

合） 

１平方メート

ル当たり 
１平方メートル当たり 

１平方メート

ル当たり 

24  12  ３ 

１階第１控室 1,600  800  200 

１階第２控室 1,400  700  200 

１階第３控室 2,600  1,300  400 

１階第４控室 800  400  100 

１階第５控室 800  400  100 

２階第６控室 2,600  1,300  400 

２階第７控室 2,800  1,400  400 

２階第８控室 1,400  700  200 

その他附属設

備及び備品類 

１回又は１時間ごとに、１設備及び１備品につき 50,000 円

以内で別に定める。 

（出典：山形国際交流プラザ条例） 

 

根拠法令・基準 山形国際交流プラザ条例 

 

減 免 の 概 要 「山形国際交流プラザ条例」より抜粋 
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（使用料の減免） 

第７条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することが

できる。 

「山形国際交流プラザ条例施行規則」より抜粋 

（使用料の減免） 

第 15 条 条例第７条の規定により、プラザの使用料の減免を受けようとする

者は、山形国際交流プラザ使用料減免申請書（別記様式第６号）を市長

に提出しなければならない。 

 

「山形国際交流プラザ HP」より抜粋 

障がい者使用料の減免について  

山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）は、山形市市有施設使用料等

減免施設になっています。  

【内容】 障がい者福祉の増進の目的で障がい者団体（＊）が主催し、障

がい者が参加する会議、研修等でプラザを使用する場合、使用料の半額

を減免します。  

（＊）山形市福祉推進部障がい福祉課で障がい者団体と認めた団体が対

象となります。 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 166,515,450 168,711,878 154,769,925 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 16 10 9 

金 額 （ 円 ） 1,809,465 1,844,721 2,202,695 

※上記の使用料は、収支決算書の施設利用料収入の金額である。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 「多目的集会展示場」の使用料 

所管課回答  

条例制定時の議事録（H5.9.24 ９月定例会 産業文教委員長報

告）に「採算性も考え類似都市を参考に、都市間競争に耐える料金

設定をした」旨の記載。 

また、「当該施設は開館以来料金の改定は実施しておりません。」と

の回答を得た。 

料 金 改 定 の 履 歴 上記のとおり、「多目的集会展示場」の使用料の改定は実施してい

ない。 

料金改定時の算定根拠 上記のとおり、「多目的集会展示場」の使用料の改定は実施してい
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ない。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 108,187,823 112,594,517 121,724,893 

（ 光 熱 費 ） 55,740,474 58,126,220 56,416,609 

（ 人 件 費 ） 61,134,355 58,038,308 56,028,135 

（ 合 計 ） 225,062,652 228,759,045 234,169,637 

※上記の数値は、「収支計算書」の「役員報酬支出、給料手当支出、福利厚生費支出」を人件

費として集計、「燃料費支出、電気料支出、上水道支出、下水道支出」を光熱費として集計、

それ以外の支出項目を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 74.8% 74.6% 67.0% 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料金比較 

  使用料                               （単位：円） 

 山形市 

山形国際交流プラザ 

山形ビッグウイング 

山形市 

道の駅やまがた蔵王 

面積 展示場全部 

3,834．34 ㎡ 

樹氷ホール全区画 

374 ㎡ 

平日使用料 

 

全日(9 時～17) 

384,000 

全日(9 時～17) 

40,000 

休日使用料 同上 全日(9 時～17) 

60,000 

㎡当り換算 

 平日 

 

100.1 

 

106.9 
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 休日 100.1 160.4 

※使用料金の比較は、展示場をサンプルとして実施した。 

※道の駅やまがた蔵王の金額はホームページより抜粋した。 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 67.0％から 74.8％で推移している。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「施設利用に係る受益者負担を求める場合は、原則として 50％」と定めており、当使用料に関

して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく高い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用者の負担が重く公平性が崩れていると言える。他施設との均衡から使用料を

定めたものと推定されるが、受益者負担割合の観点も踏まえどのような使用料の定め方がよいか、

再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２）当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

所管課に質問したところ、条例制定時の議事録（H5.9.24 ９月定例会 産業文教委員長報告）

に「採算性も考え類似都市を参考に、都市間競争に耐える料金設定をした」旨の記載があるとの回

答を得たが、残っている文書は議事録のみで、料金の当初設定時の明確な算定資料は残ってい

ないとのことであった。このため、料金設定時の考え方を詳細に確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

多目的集会展示場の使用料は開館以来料金の改定は実施していない。長期間にわたり、改定

は行っておらず、また、当料金の見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきで

ある。【指摘事項】 
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第 43 山形市馬見ケ崎プール 

（概要） 

概 要 山形市馬見ケ崎プールの使用料 

指定管理先：一般財団法人山形市都市振興公社 

指定管理施設：山形市馬見ケ崎プール 

所在地：山形市小白川町字川原 1237 

所 管 課 名 まちづくり政策部公園緑地課 

料 金 体 系 （使用料） 

第３条 山形市馬見ケ崎プール（以下「プール」という。）を使用しようとする

者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料を納付しなければならな

い。 

 

別表 

 使用者区分 単位 使用料（円） 摘要 

夏

期 

大人  600 
・ ４歳未満児は無料と

する。 

高校生 １人１回 400 ・ 夏期以外において

は、屋内施設の使用に

限る。 
中学生以下  300 

大人 
団体使用 

20 人以上 

480  

高校生 320  

中学生以下 240  

夏

期

以

外 

大人  500  

高校生 １人１回 300  

中学生以下  200  

大人 
回数使用 

11 回分 

5,000  

高校生 3,000  

中学生以下 2,000  

大人 
団体使用 

20 人以上 

400  

高校生 240  

中学生以下 160  

（出典：山形市馬見ケ崎プール条例） 

根拠法令・基準 山形市馬見ケ崎プール条例 
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減 免 の 概 要 「山形市馬見ケ崎プール条例」より抜粋 

（使用料の減免） 

第４条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免

することができる。 

 

具体的な要件については、所管課へ質問し、下記のとおり回答を得た。 

障がい者全額減免、市長が特別な理由で認めた場合 

 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 （ 円 ） 19,480,933 52,598,552 62,174,412 

減 免 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 人 ） 1,556 3,802 4,149 

金 額 （ 円 ） 794,800 1,848,000 1,996,900 

 上記の使用料は、「収支計算書」の事業活動収入のうち指定管理料以外の収入の集計である。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 所管課より、当初設定時の算定根拠は、保管していない旨の回答を

得た。 

料 金 改 定 の 履 歴 屋外プールに加え、屋内プール開館以降、料金改定は行われてい

ない。 

料金改定時の算定根拠 上記のとおり。 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（ 物 件 費 ） 99,733,017 103,081,715 128,690,382 

（ 光 熱 費 ） 54,905,352 63,575,767 61,454,767 

（ 人 件 費 ） 28,341,984 28,823,070 29,221,263 

（ 合 計 ） 182,980,353 195,480,552 219,366,412 

※上記の数値は、「管理経費の収支状況」の「人件費 給料・諸手当・福利厚生」を人件費として

集計、「受託事業費 光熱水費」「管理費 光熱水費」を光熱費として集計、それ以外の受託
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事業費・管理費を物件費と集計し記載した。 

 

・受益者負担割合  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 11.1% 27.9% 29.3% 

（分子）使用料収入金額・減免金額の合計 （分母）物件費・光熱費・人件費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料金比較  

 使用料                                                （単位：円） 

 山形市 

馬見ケ崎プール 

山形県 

総合運動公園 レクリ

エーションプール 

山形市 

総合スポーツセンター 

使用料 夏期 

大人       600 

高校生      400 

中学生以下   300 

レクリエーションプール 

一般       800 

児童・生徒   400 

屋外プール 

一般       250 

高校生      150 

中学生以下   100 

備考 ４歳未満児は無料とす

る。 

― ― 

 

※山形県総合運動公園、山形市総合スポーツセンターの金額は自治体・指定管理者ホームペ

ージより抜粋した。 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は 11.1％から 29.3％で推移している。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「施設利用に係る受益者負担を求める場合は、原則として 50％」と定めており、当使用料に関

して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。今後、受益者負担割合

の観点も踏まえどのような使用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２）当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、残っている文書は条例改正の原議のみで、料金の当初設定時の算定資料は残っていないと
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のことであった。このため、料金設定時の考え方を確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を確認するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）料金改定に関する方針の不備について 

料金改定は、平成 9 年に屋外プールに加え、屋内プール開館以降行われておらず、長期間に

わたり、改定は行っておらず、また、見直しに関する基準や方針を設けていない。 

このような状況では、使用料に係る負担の公平性について継続的に担保することは困難である。

このため、公平性が継続して保たれているのかを判断する市の方針や基準を明確にするべきであ

る。【指摘事項】 
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第 44 コミュニティサイクル 

市では令和４年度よりコミュニティサイクルを導入し、市内各所にサイクルポートを設置しており、

市民は利用時に定められた使用料を支払っている。 

同事業は、「山形市コミュニティサイクル導入及び管理運営業務」委託契約書に基づき、委託事

業として受託者である ecobike 株式会社が実施しているものである。また、「山形市コミュニティサイ

クル運営管理業務仕様書」に従い、収入は受託者の収入とすることとなっている。 

 

（出典：山形市コミュニティサイクル HP より抜粋） 

 

したがって、市民がコミュニティサイクルを利用する際に支払う使用料は、市が収受するものでは

なく、一義的には受託者である ecobike 株式会社が収受するものであり、厳密には市が収受する使

用料ではない。 

しかし、コミュニティサイクルを使用する際に使用料を支払うことから、市民にとっては他の使用

料・手数料と何らの違いもないものと考える。このため、第１章 第１に記載した、「なぜ無料の行政

サービスがある一方で使用料・手数料を支払う必要があるのか」、「税で整備した施設であるにも関

わらず、利用者である市民とそうでない市民とが存在することから税負担の公平性が図られている

のか」、といった疑問が生じやすい領域であることには変わりはないものと考え、検討対象とすること

は意義があるものと判断した。 

以上から、本来は市の使用料・手数料について定める「使用料・手数料の見直し（受益者負担

適正化）に係る基本方針について」の対象の外であるが、同基本方針に照らして下記のとおりに検

討を行う。 
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（概要） 

概 要 市内各所のサイクルポートで自転車を貸出・返却できるシェアリングサービ

ス 

所 管 課 名 企画調整部公共交通課 

料 金 体 系 従量料金：50 円/15 分（24 時間上限：1,600 円） 

定額料金：1,000 円/1 日 

根 拠 法 令 ・ 基 準 「山形市コミュニティサイクル導入及び管理運営業務」委託契約書 

「山形市コミュニティサイクル運営管理業務仕様書」 

減 免 の 概 要 なし 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件 数 （ 件 ） 4,589 46,876 117,714 

金 額 （ 円 ） 824,200 5,901,500 13,115,387 

※使用料の件数、金額は、受託者である ecobike 株式会社が同事業により市民から収受したも

のを記載している。 

 

・料金設定及び改定 

当初設定時の算定根拠 事業導入及び管理運営業務のプロポーザルにおいて、事業者か

ら、料金に関する提案があり、プロポーザルの結果、選定された業

者との協議において、提案時の料金とすることを決定した。 

なお、プロポーザル実施時の仕様書では利用料金について「事業

者の知見で将来的に採算が合う事業となることを意識し、山形市と

協議の上決定すること。」と規定していた。 

事業者との協議を行った際の「次第」は残っているが、協議内容を

記録した議事録は作成していなかった。 

料 金 改 定 の 履 歴 導入間もないこともあり、改定なし 

料金改定時の算定根拠 － 

 

（実施した手続き） 

当初料金設定時の算定根拠、料金改定時の算定根拠を検討し、算定根拠の妥当性、改定頻度

の妥当性について検証を行った。 

また、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に

基づき、下記のとおりコスト試算を実施した。 

 

・コスト試算                                               （単位：円） 

使 用 料 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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（ 物 件 費 ） 49,099,050 55,982,181 35,290,758 

（ 光 熱 費 ） － － － 

（ 人 件 費 ） － － － 

（ 合 計 ） 49,099,050 55,982,181 35,290,758 

※物件費（委託費）は収支決算書に記載の利用料収入等控除前の経費合計額で算定している。 

※事業開始した令和４年度は初期費用 43,994,500 円を含む。 

※令和５年度は事業拡大に伴う追加の初期費用 31,240,000 円を含む。 

 

・受益者負担割合 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受益者負担割合 1.7% 10.5% 37.2％ 

（分子）本事業により市民から収受した金額 （分母）本事業に係る事業費の合計 

 

・近隣類似団体の使用料・手数料比較               （単位：円） 

 山形市 仙台市 

使 用 料 50 円／15 分 165 円／60 分 

 

（監査の結果） 

（１）受益者負担割合について 

本利用料は使用料ではなく私法上の契約に基づいた利用料金としており、山形市コミュニティ

サイクル運営管理業務仕様書において規定されており、業務委託契約書の中で利用料は受託者

である ecobike 株式会社の収入にすることが明記されている。 

市と受託者において、「山形市コミュニティサイクル運営管理業務」委託契約と使用賃貸借契約

を締結しており、それらの契約に基づき、事業者が定めた利用規約に則り事業を実施している。利

用規約において、事業者と入会を希望する個人との間で入会契約を締結し、入会期間中、会員に

対してシェアリング自転車を貸し渡すサービスを提供するものとしており、料金については、利用者

がシェアリング自転車を利用するにあたり、会員が事業者に対して支払うものとしている。 

以上から、市では本事業における利用料金は事業者の収入として取り扱い、歳入には含まれて

いないが、市が利用料の決定に関与しており、さらに、当該事業の維持費から利用料等を差し引

いた金額を事業者に委託料として支出している。 

上記のとおり、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針に

ついて」に基づきコスト試算を行うと、受益者負担割合は事業開始年度でイニシャルコストが必要と

なった令和４年度は 1.7%であり、追加でイニシャルコストが必要となった令和５年度は 10.5%だが、

令和６年度は 37.2％である。 

一方で、平成 20 年度「使用料・手数料の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」

にて「通常の場合は申請者の便益を図るためのものであり、受益者負担割合は原則として 100％」
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と定めており、当使用料に関して試算した受益者負担割合とは著しく乖離している。 

受益者負担割合が基本方針よりも著しく低い状態にあることは、利用者と利用しない人との公平

性の観点から、利用しない人の負担が重く公平性が崩れていると言える。今後、受益者負担割合

の観点も踏まえどのような使用料の定め方がよいか、再考するのが望ましい。【意見】 

 

（２）当初料金設定時の根拠資料の保管不備について 

上記のとおり、当初料金設定時の根拠資料について確認出来なかった。所管課に質問したとこ

ろ、事業導入時のプロポーザルに係る仕様書の料金設定に「事業者の知見で将来的に採算が合

う事業となることを意識し」と記載しており、プロポーザルで提案のあった料金における採算性を確

認し、提案のあった料金で設定したとのことであった。ただし、料金設定時の採算性を確認した資

料を確認することは出来なかった。 

「山形市文書管理規程」では、市の重要事項に関する文書については第１類として分類し永年

保存を求めている。当該資料は第１類に該当するにも関わらず、保管が行われていなかった。 

料金の当初設定時の算定資料は、算定時に採用した料金設定の考え方を理解するための重要

な資料である。現在の料金の妥当性を説明するためにも、料金設定時の考え方に照らして現在の

料金が妥当であるかの検討を行うためにも不可欠な資料であることから、「山形市文書管理規程」

に従い、適切に保管し引き継いでいくべきである。【指摘事項】 

 

（３）市民が支払う使用料・手数料のうち、市の収入とはならないものについて 

本事業の他にも、市民が使用料・手数料を支払うが、委託契約等を介していることから市の収入

とはならないものは存在する。そのような使用料・手数料も、市民にとっては市の収入となる通常の

使用料・手数料と何ら変わりはない。このため、受益者負担のあり方を検討する場合、このような使

用料・手数料についても留意することも含めて検討されたい。【意見】 

 

 


